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A. 研究目的 
 近年，建物の大規模化，用途の複合化，建

築設備の変化などにより，建築物衛生法によ

る監視技術にも多様化，高度化が求められて

いる。一方，特定建築物における建築物環境

衛生管理基準を満足しない割合「不適率」の

改善が進まないなど，維持管理手法，環境監

視方法などの環境衛生管理のあり方が問われ

ている。 
 本研究は，建築物における環境衛生管理に

着目して，この現状の把握及び問題点の抽出，

原因の究明，対策の検討等について体系的に

整理し，公衆衛生の立場を踏まえた，今後の

建築物環境衛生管理に関する監視のあり方に

ついて提案を行おうとするものである。 
 
（倫理面での配慮） 
本研究のアンケート調査は，国立保健医療

科学院研究倫理審査委員会の承認（承認番号

NIPH-IBRA#12077，平成 26 年 10 月 16 日承

認）を得て実施した。なお，その他の調査に

ついては，建築物を対象としており，個人を

対象とした調査や実験を含まない。また，研

究で知り得た情報等については漏洩防止に十

分注意して取り扱うとともに，研究以外の目

的では使用しない。 
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研究要旨 
 近年，建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下，建築物衛生法）の特定建築物におけ

る建築物環境衛生管理基準を満足しない割合（以下，不適率）の改善が進まないなど，懸念される状

況が続き，維持管理手法，環境監視方法・体制などの環境衛生管理のあり方が問われている。 
建築物衛生法は建築物の衛生担保を，実施業者の装備や体制の整備，衛生管理技術者による監督指

導，権原者の環境測定・報告，保健所等による行政監視など，重層的な管理により図っている。 
しかし，建物の大規模化，用途の複合化，建築設備技術の革新，地球温暖化対策や自然災害にかか

わる省エネルギー制約，外部環境の変化など，様々な状況に対応するためには，建築物衛生法におけ

る管理体制にも継続的な対応が不可欠である。 
 本研究は，建築物における環境衛生管理について本課題が実施した，現状の把握及び問題点の抽出，

原因の究明，対策の検討などから得られた一連の研究成果に基づき，今後の建築物環境衛生管理に関

する行政監視のあり方について提案を行おうとするものである。 
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B. 結果 
  本研究が参照したサブテーマ(分担研究)
と主な知見を以下に示す。 
 
（1）全国特定建築物立ち入り調査 
立ち入り調査報告に基づく都道府県の空気

環境の適合率(不適合率)に関する解析より， 
・二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適率に

は，3回の顕著な上昇が見られた。1回目は平成

11年度（相対湿度），2回目は平成15年度（温

度，相対湿度，二酸化炭素濃度），3回目は平

成23年度（温度，相対湿度，二酸化炭素濃度）

であった。 
それぞれ省エネ法改定と建築物衛生法改定

の翌年，東日本大震災の年と重なる。 
・温度の不適率は，用途を問わず上昇し続けて

いる。 
・相対湿度は，空気環境6項目中の不適率が最

も高い項目で，全ての用途において不適率が上

昇し続けている。建物全用途の不適率は，平成

8年度に約20～35%であったが，冬季の低湿度

による不適率はさらに高い。 
・気流の不適率は1～3%と低い傾向。用途別の

差もほとんど見られない。 
・ホルムアルデヒド濃度の不適率は，調査を

開始したH15年度からH26年度まで全体的に

不適率が 6％以内となっていたが，H27 年度

に百貨店の不適率がはじめて 9.7％に上昇し

た。 
・浮遊粉塵濃度の不適率の平均は，3%程度と

低く，用途別の不適率の差もほとんど見られな

い。 
・一酸化炭素の含有率の不適率は，1%未満と

低く，大きな変化が見られず，用途別の差もほ

とんどない。 
・二酸化炭素濃度の不適率は，旅館を除き，上

昇し続けている。学校と事務所の上昇が著しく，

平成8年度の10%程度に比べ，平成27年にはる

37%に上昇。 
 
（2）東京都立ち入り調査データ解析 
東京都が特定建築物に対して実施した立ち

入り検査の，平成 25 年度立ち入り測定での実

測値を用いて行った解析より， 

・制御方式はゾーン制御が最多，全体制御，

個別制御がそれに続く。 
・加湿方式は気化式が過半を占め，蒸気式，

水スプレーがそれに続く 
・全熱交換機は，有りが 199 件，無しが 117
件であった。 
・温度の不適率は 2.2%，相対湿度の不適率は

21%であった。 
・二酸化炭素の不適率は 13.5%であった。 
・一酸化炭素と浮遊粉塵不適率は，いずれも

0%であった。 
・大規模なビルにおいても冬季の低湿度問題

が顕著なことを浮き彫りにした。 
 

（3）東京都立ち入り検査データによる冬季

室内湿度に関する分析 
 東京都特定建築物の平成 25 年立入検査デ

ータについて，冬季の室内温熱環境の形成機

構に関する分析と，冬季の相対湿度に着目し

た適合・不適合建物の室内湿度に関する調査

結果について行った検討により， 
・換気量と関係なく室内温湿度の調整が行わ

れている 
・室内の測定時における在室人数に大きなば

らつきがある。 
適合建物と不適合建物の絶対湿度中央値には，

約 3 g/kg(DA)の差がある。 
・適合建物の中央値付近の室内外絶対湿度差

は，約 5 g/kg(DA)であった。 
・省エネルギーの観点から，二酸化炭素濃度

制御（換気量削減）を優先すると，室内空気

汚染物質濃度の上昇をもたらす恐れがある。 
・冬季湿度の不適合率増加の要因解明には，

経年変動や地域性を加味した分析が必要。 
 
（4）建築物における衛生環境の実態と管理

項目 
東京及び大阪に建つ実際の建物において，

年間連続測定と季節別の立入測定とアンケー

ト調査を行った結果と経験より， 
・女性のほうが各 SBS 関連症状のオッズ比が

高かった。 
・年齢では上気道症状で若い世代になるほど

オッズが高かった。 
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・職種では企画・事務職のオッズ比が目の症

状と上気症状で高かった。 
・目の症状と一般症状ではこれらの因子で有

意な関係はみられなかった。 
・上気道症状では温度の低下，相対湿度の低

下，絶対湿度の低下との間に有意な関係があ

った。 
・加湿量の増加と上気道症状との間に有意な

関係があったが，相対湿度や絶対湿度と加湿

量は反比例の関係にあることから，本質的な

原因は湿度の低下と考えられた。 
・冬季の相対湿度は建築物環境衛生管理基準

値の40%を下回るオフィスが大半であったこ

とから，冬季の湿度低下が上気道症状のリス

クを高めている原因となっている可能性が考

えられる。 
 
（5）温湿度・CO2濃度・総合温冷感（PMV）  
 東京及び大阪に建つ実際の建物において，

温湿度・CO2濃度・PMV について行った，連

続測定の結果より， 
・東京では，一カ所を除く対象室内温度は管

理基準値の 17~28℃の範囲に制御されていた。 
・大阪では，秋季と冬季の室内温度は概ね管

理基準値を満足しているが，夏季の室内温度

は16室中10室の中央値が28℃を超えており，

夏季における温度の適正な管理が必要である。 
・東京での湿度は，秋季・冬季ともに湿度基

準 40％を下回る室が多く，低湿度問題が確認

された。夏季は，個別空調方式のビルの室内

相対湿度の 75％タイル値が管理基準上限の

70％を上回ったが，他は概ね良好であった。 
・大阪での湿度は，秋季の 25％タイル値が

40％を下回る室が半数を越え，冬季の中央値

が 40％を上回ったのは 16 室中 2 室のみであ

った。さらに，中央値 30％以下も 11 室あっ

た。夏季の最大値は 70％を上回ったが，75％
タイル値は管理基準値を満足した。 
・冬季における湿度状況を見ると，温湿度の

設計条件は概ね 22℃，45％に対し，実態絶対

湿度は低く，加湿不充分であった。 
・東京と大阪の秋季・冬季・夏季の二酸化炭

素濃度（CO2）は，季節を問わず，最大値は

管理基準の 1000ppm を超えるが，中央値は全

て 1000ppm を大きく下回った。 
・「1 日の平均値が管理基準値を満足すればよ

い」という条件で判定する実測調査では全て

で管理基準値を満足した。 
・中央方式空調を有するあるビルにおける，

CO2 濃度と温度の測定結果より推定した，中

央方式ビルにおける定常換気時の換気量は概

ね設計外気量と同程度であった。 
・個別方式空調を有する執務室においては，

外気導入が空調機を介していないため，室内

の温度変動に寄与している。なお，実測した

在室者密度は一般の設計値の約半分程度であ

った。 
・PMV（平均予測申告値，国際的温熱快適性

指標）は，日によって異なるが，秋季の PMV
値は空調の立ち上がり時の-0.5~+0.5 から上

昇し，執務時間帯では 0~+1 の範囲にあり，

概ね良好であった。なお，執務時間帯におけ

る冬季の PMV 値-0.5~+0.5 に対し，夏季は，

+1~+1.5 とやや暑い側にあった。 
 
（6）生菌・細菌叢（マイクロバイオーム）  
・冬季の浮遊細菌濃度は，全てが日本建築学

会の管理規準を満足する結果したが，加湿器

近傍で他測定点の 2 倍以上の高い値を示し，

加湿水中で増殖した細菌が室内空中に飛散し

たことが確認されたた。 
・冬季の浮遊細菌濃度の I/O 比を空調方式別

にみると，中央方式は15箇所中6箇所（40％），

個別方式は 8 箇所中 6 箇所（75％）の I/O 比

が 1 以上となり，個別方式では，外気導入量

が比較的多いことが I/O 比の上昇に寄与した

ものと考えられる。 
・夏季の浮遊細菌濃度は全て管理規準値を満

足したが，一部のビルで浮遊細菌濃度がおよ

そ 350cfu/m3と他の測定個所と比較して高い

結果となった。 
・冬季の浮遊細菌濃度の I/O 比を見ると，23
箇所中 I/O比が１以上になったビルが15箇所，

最高値は個別空調方式ビルにおける 14 であ

った。 
・空調方式別に見ると，I/O 比が 1 以上は中

央方式で 15 箇所中 9 箇所（60％），個別方式

で 8 箇所中 6 箇所（75％）であった。 
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・冬季の浮遊真菌濃度は，東京と大阪の各１

カ所を除いた全ての室内と給気が日本建築学

会管理規準を満足した。しかし，東京のビル

の室内Aspergillus sp.の濃度 562cfu/m3，I/O 比

10 以上が検出されており，更なる調査が必要

である。 
・夏季の浮遊真菌濃度は４カ所で 50cfu/m3を

超えたが，I/O 比の全てが 1 以下になってお

り，外気の影響を受けたものと考えられる。 
・検出された細菌の主な特徴は下記の通り。 
なお，2015 年秋季では Lactobacillus spp.が，

2016年冬季・夏季ではStaphylococcus spp.が，

それぞれ最も高い割合で検出された。 
・検出された属の主な属性の分布は， 
①生育特性 
嫌気性 15，通性嫌気性 13，好気性 48，他 
②発生源 
 土壌菌 45，水生菌 42，ヒト由来 31，他 
③病原性 
 病原菌 30，日和見感染菌 22，不明 45，他 
④形状 
 桿菌 53，短桿菌 9，球菌 18，他 
解析された細菌の中には，ヒトに病原性を有

する種も検出された。 
・病原性を有する種として検出されたのは，

全て夏季のサンプルで，多くがヒトの口腔等

の常在菌であり，特に乳幼児や高齢者等の免

疫力の低いヒトに対して感染症を引き起こす

日和見感染菌であった。 
 
（7）化学物質 
・各測定点における各化学物質の最小，平均，

最大値を見ても，ホルムアルデヒドの基準値

及びその他の厚生労働省による指針値，

TVOC の暫定目標値を上回るビルはなく，低

い値となっていた。 
 
（8）室内 PM2.5  
・冬季の 3 件を除くオフィスの PM2.5濃度は

0.002〜0.03 mg/m3程度と，大気環境基準値の

「1 日平均値 35 μg/m3以下」を下回った。上

回った原因は，卓上の超音波式の加湿器と考

えられる。 
・これらの建物を除いた I/O 比を見ると，大

気環境基準の「年平均値 15 μg/m3」を超過す

る建物があった。 
・I/O 比は，0.1から 1を超過する値となった。 
・1 以上は，居住者数が多く室内発生量が多

いこと，個別空調建物の全熱交換換気扇のエ

アフィルタの透過率が大きいことなどが考え

られる。 
・I/O 比の低い 4 カ所は中央方式であった。 
・室内 PM2.5 濃度については，外気からの侵

入，外調機(フィルタ)の特性によると考えら

れる。 
・粒径別個数濃度を見ると，粒径 0.3 µm 前後

が最大透過粒径となるフィルタを持つ個別方

式に外気からの侵入が多い。 
・室内における粉じんは，主ピークが PM2.5

を占めていることから，その除去が室内PM2.5

の制御には重要となってくる。 
・粒径 2 µm 以上の方が高い値となったオフ

ィスでは，人員由来の発生源が多いことから，

室内での発生によるものと考えられる。 
・建築物内で計数値に関する検討が，従来の

粉じん計と同様に進めば，室内におけるPM2.5

の測定は可能と考えられる。 
 
（9）エンドトキシン 
・オフィスにおける室内エンドトキシン（ET）
濃度は殆どが 0.5 EU/m3未満であり，外気濃

度が室内濃度より高い傾向を示している。 
・高齢者施設や一般住宅では数～数十 EU/m3

を超える濃度も観察されることからオフィス

内濃度は低いと言える。 
・特定建築物におけるオフィス環境は在室密

度が低いことに加え，空調による換気とフィ

ルタ運用が濃度低減に寄与していると考えら

れる。 
・1.0 EU/m3を超える測定点は 3 点，特に冬季

実測で室内濃度が 1.0 EU/m3を大きく超える

施設が 1 件（測定点 2 点）あった。夏季結果

は低濃度であったことから冬季に限った汚染

源が存在すると考えられる。 
・汲み置かれた加湿水に，水道水より高いET
濃度が確認されており，水の管理に気を配る

必要が指摘された。 
・ET はこのような菌種の同定はできず，定量
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値として表すしかない限界はあるが，真正細

菌の殆どをグラム陰性菌が占めることから，

ET 高い濃度は細菌汚染度合いの高さを示唆

できる。 
・現段階における本試験法には， 
①菌種の同定ができない， 
②菌種によるET発生量の違いが明確でない，

③培養法と比較したデータがないため既存の

cfu 値との相関が示されていない， 
④ET 濃度と人体影響の相関が明確でない， 
などが限界としてが挙げられる。 

・課題は残されているが，環境中細菌汚染の

分かりやすい試験法や指標が望まれており，

ET 濃度は現場測定や分析の利便性・精度など

の面から室内環境における空気中細菌汚染の

指標として十分活用の可能性が期待される。 
 

（10）高層建築物における煙突効果と空気質 
・上層階での汚染濃度増加の傾向が確認され，

下層階からの汚染空気の上層階への移流が，

上層階での汚染濃度の増加が示唆された。 
 

（11）アンケート結果と環境要素の関係 
アンケート調査と室内環境の実測調査に関

する縦断調査により， 
・上気道症状では温度の低下，相対湿度の低

下，絶対湿度の低下との間に有意な関係がみ

られた。 
・冬季の相対湿度は建築物環境衛生管理基準

値の40%を下回るオフィスが大半であったこ

とから，冬季の湿度低下が上気道症状のリス

クを高めている原因となっている可能性が考

えられた。 
 

（12）空気調和設備に関する法整備の在り方

に関する検討 
 自由記載の中からの意見として， 
・湿度の意識を高めること，結露や加湿のポ

イントなどを周知することが必要である。 
・用途毎の基準値の設定，構造的に加湿器の

設置を義務化すること，設計段階の標準条件

の見直しなどがあり，これらには， 
・測定時の設置及び運用に関する適切なマニ

ュアル整備・普及などの対応が効果的である

と考えられる。 
・建築物衛生法，建築基準法，労働安全衛生

法事務所衛生基準規則を比較検討した結果， 
①建築基準法に，個別空調方式の記載がない

こと，湿度を調整するための加湿器の記載，

浄化のためのエアフィルタの設置など曖昧な

部分を指摘した。 
②事務所衛生基準規則は，空気の基準として

供給空気を対象としており，建築基準法及び

建築物衛生法に規定している室空気とは異な

ること 
などを指摘した。 

・これらを統一して整理を進め，可能ならば

設備の設置にまで踏み込むことができれば，

基準値の不適合率の改善に効果が期待できる。 
 
（13）温湿度と二酸化炭素の健康等への影響

に関する近年のエビデンス 
 以下の項目について基準値設定の根拠と海

外基準の状況について調査結果を示した。 
・温湿度の基準値設定の根拠 
・相対湿度の基準値設定の根拠 
・二酸化炭素の基準値設定の根拠 
・温湿度に関する諸外国の基準 
・相対湿度による健康等への影響に関する近

年のエビデンス 
・二酸化炭素による健康等への影響に関する

近年のエビデンス 
 
 

（14）空気環境の不適率上昇傾向に関する分

析と調査 
・行政報告に示された報告徴取及び立入検査

を含む調査数の全国合計値は，2007 年以降増

加傾向にあり，その主な要因として，一部の

自治体で報告徴取を大幅に導入したことが挙

げられる。 
・調査数が増加した自治体の浮遊粉じん，一

酸化炭素，二酸化炭素，気温，相対湿度，気

流の不適率の増加傾向が顕著である。 
・以上より，自治体の報告徴取及び立入検査

への取り組み状況が空気環境の不適率に影響

することが明らかとなった。より詳細な分析

による不適率上昇傾向の機序に関する研究が
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必要であることが確認された。 
・特定建築物の空気環境に関する自治体への

アンケート調査により，報告徴取に定型様式

を持つ者は 4 割以下と，報告徴取・立入検査

の手順や求める情報に差があり，次の段階で

行われる適合/不適合の判断基準が必ずしも

統一されておらず，恣意が入ったりバラつき

を生じさせるおそれがあること等が明らかに

なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. まとめ 
現状の課題認識と対応の方向性を，環境要

素別に列記する。 
 

①温度 
個別空調の普及などで在室者からのフィー

ドバックが反映されやすい一方で，空調設備

の品質，運用管理の巧拙や過度な省エネ設定

などに影響を受けやすいことから，全体的な

不適率は現在も上昇傾向にある。さらに省エ

ネ施策は歴史的にも影響が顕著なことが明ら

かで，温暖化対策の一環として平成 29 年 4
月から省エネ設計が義務化されるため，健康

影響も懸念される。 
近年も夏季の 28℃超過，冬季の冷放射，空

間的な温度差などが観察されており，建築及

び空調技術の足並みをそろえた改善と，利用

者・管理者側のリテラシー向上の両面から啓

発努力が必要と考えられる。 
また，タスクアンビエント空調，パーソナ

ル空調，個別制御可能なエアコンなど，均質・

定常を前提としない空調方式の普及が進んで

おり，局所的な分布や一時的な変動が健康性

を損なわないように，それらを的確に評価で

きる簡易で効果的な測定法の開発と，総合的

な指標・評価方式の検討が望まれる。 
また，国内の行政監視部局が報告する測

定・判定，或いは技術的助言に一定の共通基

盤を持たせることも，喫緊の課題と考えられ

る。 
 

②相対湿度 
全国的な不適率は高止まり状態にあり，過

度の乾燥が懸念される事態が続いている。空

調の加湿機能(能力)低下，過剰換気，室内温

度差が原因と見られるが，加湿水汚染，省エ

ネ，換気制御方法等と関連することから，管

理基準の整備，設計時の指導，管理者の運用

改善などが望まれる。当面緊急性が高い対応

としては，在室者数に応じた換気量の適正設

定に関する注意喚起，加湿器の設置・運用基

準の整備と啓発がある。 
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③気流 
現行基準における不適合率は低水準だが，

冷風・乾燥風による不満は頻発しており，他

の温熱要素の運用を阻害している場合がある，

より詳細・総合的な指標の採用検討が望まれ

る。 
 

④二酸化炭素 
換気量の減少と外気濃度の上昇に伴い，不

適率は全国的に上昇傾向にある。安直な温暖

化対策として換気削減が進行しないよう配慮

が必要。但し，実直な管理を行っている大型

ビルでの実態調査では，比較的高度な管理が

されていた点には配慮が必要。管理基準につ

いては世界的にリスク見直しが進められてお

り，今後の情勢は流動的。 
 

⑤一酸化炭素濃度 
不適合率は低水準である上，燃焼廃気に係

るため，リスク管理の観点からも見直しは困

難。 
 

⑥浮遊粉じん 
現行基準における不適率は低水準で当初の

役割は終えている。将来的には禁煙・分煙措

置のマーカーとして機能する可能性がある。 
なお，個別空調機器等のフィルタ性能が不

十分な場合，外部からの汚染侵入が懸念され

る PM2.5 や花粉対策に（測定法に工夫が必要

だが）望まれる可能性はある。 
 

⑦ホルムアルデヒド 
不適合率は低水準であるが，（アレルギー対

応，TVOC や CS 対応などのために）規制対

象物質を拡大する場合は見直しを要する。 
 

⑧その他 
浮遊微生物，VOC，エンドトキシンなど，

実効性と実現性に配慮して活用検討の継続が

必要である。なかでも微生物とエンドトキシ

ンに関しては，新しい知見が蓄積過程にあり，

さらなる注視が必要であろう。 
 
 

また，行政監視体制・運用等に関する現状

の課題と対応の報告性を列記する。 
 

①監視職員の世代交代と技術継承 
環境衛生部局の世代交代，職員数の減少な

どから技術の継承が難しくなる場合が生じて

いる。 
 

②専門性を涵養する機会を得にくい 
省エネ，高齢対応，新型空調設備など，対

応すべき事項は増えるなか，小規模組織が増

えており，情報の共有・獲得が難しくなって

きている。（研修にはマニュアル，Q&A 志向

が強い） 
近年の不適率変動と行政監視体制の変化の

関連性も示唆されており，注意を要する。 
 
上記の多様な課題に対処するには，建築物

衛生法に係る環境衛生管理（監視・指導・啓

発・審査・立入り）規定の見直しと行政監視

体制の整備，並びに人材開発の推進が望まれ

る。 
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平成２６～２８年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 

１．建築物における空気環境の衛生管理の現状 
 

分担研究者  柳  宇  工学院大学建築学部 教授 
分担研究者  林 基哉  国立保健医療科学院 統括研究官 
分担研究者  開原典子  国立保健医療科学院 主任研究官 
 

研究要旨 
独立行政法人統計情報センターで公表されている，日本全国 47 都道府県および 62 政令市の特

定建築物立ち入り検査結果について，H27 年度までの特定建築物立ち入り検査結果データベース

を元に不適率の推移と現状について調査した。 
結果，浮遊粉塵濃度，一酸化炭素，気流の不適率平均は低い水準で留まっている。一方，二酸

化炭素濃度，温度，相対湿度の不適率においては，省エネ法改定（平成 11 年度）と建築物衛生法

改定の翌年（平成 15 年度），東日本大震災時（平成 23 年度）に不適率が急増する傾向を示してい

た。 
相対湿度は空気環境 6 項目中最も不適率の高い項目であり，平成 8 年度の約 20～35%が，平成

27 年度は 40～60%までに上昇した。二酸化炭素濃度は，とくに学校と事務所の上昇が著しく，平

成 8 年度の 10%程度だった不適率が平成 27 年には 3 倍近い 37%になった。温度は，用途を問わず

全て上昇し続け，平成 8 年度の 10%前後から平成 27 年度の 20～40%までに上昇した。 
また，ホルムアルデヒド濃度の不適率は，調査実施開始の H15 年度から H26 年度まで全体的に

不適率が 6％以内となっていたが，H27 年度では百貨店の不適率は 9.7％に上昇している。 
全国的に不適率は震災後に高くなりつつあることは明らかである。また近年，不適率が常に上

位になっている地域は宮城県・神奈川県・愛知県（二酸化炭素濃度），高知県・香川県（温度と相

対湿度）であり，原因と改善策を施す必要がある。 
東京都の平成 25 年度と平成 26 年度の立ち入り測定結果を解析した。東京都の場合，前述した

全国の不適率より低く，平成 26 年度の二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適率はそれぞれ 10%
（全国：25%），0.8%（全国：32%），12.7%（全国：56%）であった。特定建築物の室内環境に関

する基準の中で不適合率が最も高い相対湿度について，人体からの水蒸気発生量，加湿装置の加

湿量に関する分析を行った結果，換気量と関係なく室内温湿度の調整を行っている実態が示され

るとともに，室内の測定時における在室人数に大きなばらつきがあることが示された。 
省エネルギーの観点から，室内二酸化炭素濃度が基準値の 1000ppm となる人数を人体からの水

蒸気発生量を推定した上で算出すると，不適合の建物でも相対湿度 40％を満たす程度を超える可

能性もある。しかし，換気量削減は，室内空気汚染物質濃度の上昇をもたらすため，その影響に

関する確認が必要である。 

研究協力者 
 
 大澤元毅 国立保健医療科学院 
 鍵 直樹 東京工業大学 
金  勲 国立保健医療科学院 

 東 賢一 近畿大学 
奥村龍一 東京都健康安全研究センター 

 
河野彰宏 大阪市役所 
齋藤敬子 （公社）日本建築衛生管理教育センター 

 鎌倉良太 （公社）日本建築衛生管理教育センター 
 杉山順一 （公社）日本建築衛生管理教育センター 
築城健司 （公社）日本建築衛生管理教育センター 
下平智子 （公社）全国ビルメンテナンス協会 
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1. 建築物における空気環境の衛生管理の現状 
1-1 全国特定建築物立ち入り調査 
建築物衛生法では対象となる特定建築物にお

いてその環境衛生管理基準値が定められており，

温度，相対湿度，二酸化炭素濃度，一酸化炭素，

気流，浮遊粉塵の 6 項目について 2 カ月以内ごと

に 1 回測定することになっている。近年，温度，

相対湿度，二酸化炭素の濃度の不適率が上昇する

傾向にあることは本研究の関連研究で既に報告

している。 
本研究では，これまでの研究結果を踏まえて，

厚生労働省から公表された全国の立ち入り調査

のデータを用いた全国都道府県の不適率の最新

動向について解析を行った。 
 
A. 調査方法 
本研究では独立行政法人統計情報センターで

公表されている，日本全国 47 都道府県および 62
政令市の特定建築物立ち入り検査結果を用いた。

このデータは衛生関係諸法規の施行に伴う各都

道府県，保健所設置市，特別区における建築物衛

生の実態を把握することを目的とし，厚生労働省

が毎年集計を行っているものである。用途は興行

場，百貨店，店舗，事務所，学校，旅館，その他

と分かれている。本研究では，空気環境について

行った解析の結果を報告する。 
集計は建築物の維持管理項目ごとに調査件数

及び不適件数を行っており，本研究では平成 8
年度から平成 27 年度までの間に集計されている

不適率の推移をまとめた。また，不適率の高い二

酸化炭素，温度，相対湿度について都道県別にそ

の不適率分布を求め，平成 25 年度と平成 27 年度

の比較を行った。 
 
B. 結果 
B.1 空気環境項目別の不適率の経年変化 
図 1-1-1 に空気環境 6 項目の不適率の経年変化

を示す。二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適

率においては，3 回の顕著な上昇が見られた。1
回目は平成 11 年度（相対湿度），2 回目は平成 15
年度（温度，相対湿度，二酸化炭素濃度），3 回

目は平成 23 年度（温度，相対湿度，二酸化炭素

濃度）であった。それぞれは省エネ法改定と建築

物衛生法改定の翌年，東日本大震災の年と重なる。 

図 1-1-2 に浮遊粉塵濃度の不適率を示す。不適

率の平均は 3%程度と低い傾向にある。また，用

途別の不適率の差もほとんど見られない。 
図 1-1-3 に一酸化炭素の含有率の不適率を示す。

不適率の平均は 1%未満と低い傾向にあり，とく

に大きな変化が見られない。不適率の用途別の差

もほとんど見られない。 
図 1-1-4 に二酸化炭素濃度の不適率を示す。旅

館を除けば，軒並みに上昇し続けている。中では，

とくに学校と事務所の上昇が著しく，平成 8 年度

の 10%程度に比べ，平成 27 年は 3 倍超えの 37%
になった。 
図 1-1-5 に温度の不適率を示す。用途を問わず，

全ては不適率が上昇し続けている。建物全体にお

いては，平成 8 年度の 10%前後から平成 27 年度

の 20～40%に上昇した。なお，学校において，

H27年度の不適率は前の年度より8％の低減が見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-1 空気環境 6 項目不適率の経年変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-2 用途別浮遊粉塵の不適率 
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図 1-1-3 用途別一酸化炭素濃度の不適率 

 

 
図 1-1-4 用途別二酸化炭素濃度の不適率 

 

 
図 1-1-5 用途別温度の不適率 

 
られ，空調の普及が一因であると考えられる。一

方，興行場において，H27 年度の不適率は前年度

より約 7％の上昇が見られ，その原因の究明が必

要である。 
図 1-1-6 に相対湿度の不適率を示す。相対湿度

は空気環境 6 項目中最も不適率の高い項目であ

る。また，温度と同様に，用途を問わず，全ての

不適率は上昇し続けている。建物全体の不適率に

おいては，平成 8 年度の約 20～35%であったが，

平成 27 年度は 40～60%までに上昇した。なお，

本研究に用いたデータは季節の情報が入ってい

ないため，冬期の低湿度による不適率がもっと高

くなっていると考えられる。 
図 1-1-7 に気流の不適率を示す。不適率は 1～

3%と低い傾向にあった。また，用途別の不適率

の差もほとんど見られない。 
図 1-1-8 にホルムアルデヒド濃度の不適率を示

す。調査実施開始の H15 年度から H26 年度まで

全体的に不適率が 6％以内となっていたが，H27 

 
図 1-1-6 用途別相対湿度の不適率 

 

 
図 1-1-7 用途別気流速度の不適率 
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図 1-1-8 用途別ホルムアルデヒドの不適率 

 
年度では，百貨店の不適率は 9.7％に上昇した。 
 
B.2 地域別の不適率結果 
（1）二酸化炭素・温度・相対湿度不適率 
前述した通り，平成 8 年度から平成 27 年度ま

での集計データのトレンドより，二酸化炭素，温

度，相対湿度の不適率が上昇し続けていることが

明らかになった。ここでは，この 3 項目について，

本研究の初年度と最終年度における都道県別の

不適率変化の比較を行った。 
図 1-1-9 に道府県別二酸化炭素の不適率を示す。

上位 3 位の不適率は H25 年度と同様であり，固

定化されている懸念がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 位：宮城県 
2 位：神奈川県 
3 位：愛知県 

 図 1-1-10 に平成 27 年度の都道府県別温度の不

適率を示す。上位 3 位は次の通りである。 
1 位：高知県 
2 位：群馬県 
3 位：香川県 
平成 25年度不適率の上位 3県は岐阜県（1位），

高知県（2 位），香川県（3 位）であったため，岐

阜県は改善され，群馬県は上昇した結果になって

いる。 
図 1-1-11 に平成 27 年度の都道県別対湿度の不

適率を示す。上位 3 位の不適率は下記の通りであ

る。 
1 位：高知県 
2 位：香川県 
3 位：宮城県 
平成 25年度不適率の上位 3県は沖縄県（1位），

神奈川県（2 位），宮城県（3 位）であったため，

沖縄県と神奈川県が改善したのに対して，高知県

と香川県の不適率は上昇した。 
以上の結果よ，近年二酸化炭素濃度，温度，相

対湿度の不適率が常に上位になっている宮城

県・神奈川県・愛知県（二酸化炭素濃度），高知 
県・香川県（温度と相対湿度）について，その原

因を究明し，改善策を施す必要があると思われる。 
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図 1-1-9 地域別二酸化炭素濃度の不適率 
 

図 1-1-10 地域別温度の不適率 

図 1-1-11 地域別相対湿度の不適率 
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1-2 東京都立ち入り調査データ解析 
 A. 検査対象 
東京都では建築物衛生法第 11 条第 1 項及び第

13 条第 2 項に基づき，特定区内の延べ床面積

10,000m2 を超える特定建築物に対してはビル衛

生検査班が，多摩地区内の特定建築物については

各保健所環境衛生係が立ち入り検査を実施して

いる。ここでは，東京都の平成 25 年度立ち入り

測定を行った実測値を用いて解析を行った。 
 
B. 調査結果 
B.1 測定対象の特性 
図 1-2-1 に測定対象ビルの延べ床面積の分布を

示す。85%の対象ビルが 10,000m2以上，累積分布

の中央値は約 17,000m2 以上であり，大規模なビ

ルが殆どであった。 
図 1-2-2 は調査対象の用途別の割合，図 1-2-3

は調査対象の制御方式別の割合，図 1-2-4 は調査

対象の加湿方式別の割合を示す。 
東京都における測定対象は 316 件あり，用途別 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-1 測定対象ビルの延べ床面積 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-2 用途別の割合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2-3 制御方式別の割合 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-4 加湿方式別の割合 

 
は学校が 49 件，工業場が 7 件，事務所が 224 件，

集会場が 3 件，図書が 0 件，店舗 15 件，美術館

が 1 件，百貨店が 6 件，遊技場が 4 件，旅館が 7
件であった。 
  制御方式別は全体制御が 88 件，ゾーン制御が

130 件，個別制御が 86 件，機械換気のみが 2 件，

未回答が 10 件であった。測定対象ビルにゾーン

別制御方式が多く用いられている。 
加湿方式別は気化式が 181 件，蒸気式が 75 件，

水スプレーが 37 件，空白が 17 件，温水噴霧が 1 件，

超音波が 3 件，その他が 2 件であった。東京都におい

て加湿方式で多く使われているのは気化式であった。 

また，全熱交換機の有無については，有りが 199 件，

無しが 117 件であった（図省略）。 

 
B.2 温度・相対湿度 
図 1-2-5 に温度の累積頻度分布を示す。図中の

赤い線は建築物衛生法の管理基準値の 17℃～

28℃の範囲を示している。東京都の温度調査
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1078 件の測定のうち管理基準値を満たさなかっ

たのは 24 件であった。今回の東京都調査は温度

の不適率が 2.2%であった。 
図 1-2-6 に相対湿度の累積頻度を示す。相対湿

度について赤い線は建築物衛生法の管理基準値

の 40％～70%の範囲を示している。東京都の相対

湿度調査 1063 件の測定のうち管理基準値を満た

さなかったのは 228 件であった。今回の東京都調

査は相対湿度の不適率が 21%という結果になり，

大規模なビルにおいても冬期の低湿度問題が浮

き彫りとなった。 

 

図 1-2-5 温度の累積頻度分布 

 

図 1-2-6 相対湿度の累積頻度分布 

 

図 1-2-7 月別温度の平均値 

 

図 1-2-8 月別相対湿度の平均値 

 

図 1-2-9 月別絶対湿度の平均値 

 
図 1-2-7～図 1-2-9 に温度，相対湿度，絶対湿度

（温度と相対湿度から算出）の月別平均値，図

1-2-10 に温度，相対湿度，絶対湿度の測定値を示

す。温度については，6～9 月までの間に 28℃を

超えるケースが若干見られたが，相対湿度につい

ては，6～10 月に 70%を超え，11～3 月に 40%を

下回るケースが多くみられた。6～10 の平均温度

は 26.0℃，11～5 月の平均温度は 23.7℃であった

ため， 26℃の条件で 70%（夏期）を下回るため

に，絶対湿度を 0.015kg/kg(DA)以下に減湿，また，

24℃の条件で 40%を上回るために，絶対湿度を

0.007kg/kg(DA)以上に加湿する必要があるが，現

状では，夏期の減湿と冬期の加湿が不十分である

ことが明らかになった（図 1-2-10(C)）。 
 
B.3 二酸化炭素・一酸化炭素濃度 
図 1-2-11 に二酸化炭素濃度の累積頻度分布を

示す。二酸化炭素の累積頻度について赤い線は建

築物衛生法の管理基準値の 1000ppm を示してい

る。東京都の二酸化炭素調査 1071 件の測定のう

ち管理基準を満たさなかったのは 145 件であり， 
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（a）温度 

 
（b）相対湿度 

 

（c）絶対湿度 

図 1-2-10 温度・相対湿度・絶対湿度の測定値 
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不適率が 13.5%であった。 
図 1-2-12 は二酸化炭素の月別データを示す。

二酸化炭素濃度は管理基準値の 1000ppm を季節

に関係しないこと分かった。 

 

図 1-2-12 二酸化炭素濃度の累積頻度分布 
 

 

図 1-2-13 気流速度の累積頻度分布 

 B.4 気流速度・浮遊粉塵 
図 1-2-13 に気流速度の累積頻度を示す。気流

速度の累積頻度について，赤い線は建築物衛生法

の管理基準の 0.5m/s を示している。東京都の気

流速度調査 458 件の測定のうち管理基準を満た

さなかったのは 1 件であり，不適率は 0.2%であ

った。 
一酸化炭素と浮遊粉塵については，いずれも不

適率が 0%であった。 
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図 1-2-11 二酸化炭素濃度の測定値 
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1-3 東京都特定建築物の立入検査データによる 

冬期室内湿度に関する分析 
A. 研究目的 
特定建築の立ち入り検査では，温度，湿度，二

酸化炭素濃度，一酸化炭素濃度，粉じん濃度が測

定されている。特定建築物の基準不適合率は近年

増加傾向にある。不適合率は，二酸化炭素濃度約

20％，温度約 30％に達し，相対湿度では約 50％
に達している。相対湿度は冬期に低くなり不適と

なる傾向が強く，感染症等の健康影響が懸念され

る。 
省エネルギーのための換気量削減が，室内空気

汚染物質の濃度を高め，いわゆるシックビルの危

険性を高めることが知られている。二酸化炭素濃

度の上昇は，省エネルギーのための換気量削減の

顕れである可能性がある。一方，換気量が減少す

ると室内絶対湿度が上昇し相対湿度も上昇する

と考えられるが，冬期の相対湿度の上昇は見られ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ない。このことから，加湿量が減少していると推

察される。省エネルギーの方法として加湿量削減

が図られている可能性も指摘される。室内湿度の

生成機構から以上のような推察ができるが，特定

建築物の立ち入り検査では，換気量及び加湿量が

得られていないために，上記の推察の妥当性を直

接確認することはできない。そこで，本研究では

特定建築物の冬期湿度の不適合率増加の要因解

明に資することを目的とし，東京都の冬期の立ち

入り検査による測定データを用いて，冬期の室内

湿度に関する分析を行う。 
 
B. 調査方法 
B.1 調査対象の概要 
分析対象は，東京都の平成 25 年度の立ち入り

検査データであり，外気温度 15℃以下の場合を

用いた結果，対象の検査日は 11 月～3 月となり

全体で 93 件となった。対象用途は７種類であり， 
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図 1-3-1 分析対象の一人あたりの換気量：Q_person (kg'/(h・person)) 

図 1-3-2 分析対象の室内相対湿度：Indoor air (RH%) 

図 1-3-3 分析対象の室内絶対湿度：Indoor air (g/kg’) 
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事務所が 71％と多い。空調制御方式は，ゾー

ン制御，全体制御，個別制御があり，ゾーン制御

が 40％とやや多い。加湿装置は，気化式，蒸気

式，水スプレー式があり，気化式が 59％と多い。

換気の熱回収は，なし，個別，全体があり，全体

がやや多い。 
 
B.3 分析方法の概要 
二酸化炭素発生量と室内外二酸化炭素の濃度

差を用いて，1 人あたりの換気量を算出した。室

内の主な水蒸気発生源は，人体および加湿器であ

ると考えられる。人体の水蒸気発生量は，測定し

た二酸化炭素濃度・温度，利用者の状況を踏まえ

て算出した。さらに，室内の水蒸気の収支式によ

り，人体以外からの水蒸気発生量，すなわち 1
人あたりの加湿量を算出し，目標とする相対湿度

に対する不足の加湿量を求めた。なお，1 人あた

りの加湿量は，1 人あたりの空間容積を想定して

算出した。 
 
C. 結果 
C.1 室内温熱環境の形成機構 
室内環境の測定結果の概要を見るために，一人

あたりの換気量：Q_personを求めて，図 1-3-1 に示

すように用途毎に序列化した。同図に示すように，

一人あたりの換気量：Q_personは，19～661 (kg'/(h・
person))と大きな開きがある。これは，測定時の

在室人数が大きく異なるデータで構成されてい

ることを示している。また，用途によらずに，こ

の開きが存在することが伺える。 
図 1-3-2, 図 1-3-3 に，室内湿度（相対湿度，絶

対湿度）を示す。両図について，図 1-3-1 に示す

一人あたりの換気量：Q_person に対応した形状は

見られない。また，室内温度についても，図には

示さないが同様に一人あたりの換気量：Q_person

に対応した形状は見られない。 
 
このように，換気量と室内温度および湿度の調

査結果から，換気量と関係なく室内温湿度の調整

を行っている実態がわかるとともに，室内の測定

時における在室人数に大きなばらつきがあるこ

とがわかる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-3-4 相対湿度基準の適合・不適合建物と
室内絶対湿度の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-3-5 相対湿度基準の適合・不適合建物と
室内外の絶対湿度差（室内絶対湿度と外気絶対湿度

との差） 
 

C.2 相対湿度の基準に対する適合・不適合建物

と室内湿度との関係 
ここでは，相対湿度基準に対する適合・不適合

建物（件数）と室内湿度との関係を検討する。 
図 1-3-4 に相対湿度基準に対する適合・不適合

建物と室内絶対湿度との関係を示す。適合建物と

不適合建物の中央値付近の絶対湿度を比較する

と，約 3 g/kg(DA)の差がみられた。 
図 1-3-5 に相対湿度基準の適合・不適合建物と

室内外の絶対湿度差を示す。今回の分析範囲にお

いて，適合建物の中央値付近の室内外絶対湿度差

は，約 5 g/kg(DA)であった。基準を満たしていな

い場合では，室内外の絶対湿度差が約 1 g/kg(DA)
という非常に低い建物も意外と多く，分析対象の

全ての建物で加湿装置の設置を確認しているも

のの，加湿装置の運転を行っていない可能性や加

湿装置の加湿能力不足も考えられる。 
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D. まとめ 
特定建築物の室内環境に関する基準の中で不

適合率が最も高い相対湿度について，冬期に注目

して人体からの水蒸気発生量，加湿装置の加湿量

に関する分析を，東京都特定建築物の平成 25 年

立ち入り検査データを用い行った結果，換気量と

室内温度および湿度の分析を進めたところ，換気

量と関係なく室内温湿度の調整を行っている実

態が示されるとともに，室内の測定時における在

室人数に大きなばらつきがあることが示された。

また，相対湿度の基準に対する適合・不適合建物

と室内温湿度との関係についての分析において

は，適合建物と不適合建物の中央値付近の絶対湿

度を比較すると，約 3 g/kg(DA)の差がみられると

ともに，適合建物の中央値付近の室内外絶対湿度

差は，約 5 g/kg(DA)であることが示された。 
省エネルギーの観点から，室内二酸化炭素濃度

が基準値の 1000ppm となる人数を人体からの水

蒸気発生量を推定した上で算出すると，不適合の

建物でも相対湿度 40％を満たす程度を超える可

能性もある。しかし，換気量削減は，室内空気汚

染物質濃度の上昇をもたらすため，その影響に関

する確認が必要である。今後，特定建築物の冬期

湿度の不適合率増加の要因解明に向けて，他の年

度，他の地域における状況を分析する必要がある

と考えられる。 
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2．健康危機に対応した環境衛生の実態と管理

項目の検討 
近年，建築物の多様化及び省エネルギー対

応などより，建築物衛生法の管理基準に適合

しない建築物が増加している 1),2)。また，微生

物及び超微小粒子など建築物に関わる汚染要

平成２６～２８年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
２．健康危機に対応した環境衛生の実態と管理項目の検討 

 
分担研究者  柳  宇  工学院大学建築学部 教授 
分担研究者  東 賢一  近畿大学医学部   准教授 
分担研究者  鍵 直樹  東京工業大学大学院 准教授 
分担研究者  金  勲  国立保健医療科学院 主任研究官 

 
研究要旨 
建築物の管理者及び利用者に対するアンケート調査と室内環境の測定調査を実施し，建築物に

おける衛生的環境の維持管理の実態，建築物利用者の健康状態及び職場環境等の実態を把握する

ことによって，これらの要因に影響する維持管理上の課題を明らかにするものである。 
多くの建物において，温度，CO2濃度は基準値を満足していたが，相対湿度に関しては基準値

である 40%RH を下回る建物があり，絶対湿度としては 22℃，45％RH を満足するための 0.0073 
[kg/kg(DA)]より低く加湿不足にあった。CO2 濃度は 1000ppm 未満で管理されており，換気量の

試算から設計基準とされている 30～35m3/(h･人)より多い建築物が多く，十分な換気能力を有し

ていることが明らかになった。総合温冷感（PMV）評価から，室内負荷の大きなオフィスビル

では秋期や冬期の様な暖房負荷時よりは夏期の冷房負荷時により厳しい環境にあることが分か

った。浮遊細菌・真菌では殆どが学会管理規準を下回り，I/O 比から中央式空調の建物がより空

気質により有利であることが再確認された。マイクロバイオーム調査では，ヒトに対して病原性

を有する種が検出されることがあった。 
室内 PM2.5 濃度は 0.002〜0.03 mg/m3程度と大気基準を下回っていた。同一建物内の濃度は概

ね同様の値を示しており，室内での発生源のほか，空調方式の種類より検討することで，外気か

らの侵入する微粒子を処理する空調機（フィルタ）の特性が関係しているものと考えられた。エ

ンドトキシン濃度は殆どが 0.5 EU/m3未満と濃度は低く，外気濃度が室内濃度より高い傾向を示

している。但，冬期に限った汚染源が存在するオフィスがあり，同時に採取した加湿水の ET 濃

度測定結果から新しい水道水より高い濃度が確認された。 
職場環境と在室者の健康に関する調査では，上気道症状では温度の低下，相対湿度の低下，絶

対湿度の低下との間に有意な関係がみられた。冬期の相対湿度は管理基準の 40%を下回るオフィ

スが大半であったことから，冬期の湿度低下が上気道症状のリスクを高めている原因となってい

る可能性が考えられた。CO2 に関する近年の複数のエビデンスは生理学的変化及び SBS 関連症

状との関係を示しているが，CO2によるものか他の汚染物質との混合曝露によるものかはさらな

る検証が必要（特に長期間曝露の影響）ではあるが，建物内の CO2の室内濃度を 1000ppm 以下

の低濃度に抑えることで，これらの健康影響を防止できると考えられる。 
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因も変化してきており，監視方法及び管理基

準を含めた環境衛生管理のあり方を検討する 
必要があると考えられる。 
このような背景を踏まえ，本研究では，特

定建築物における室内環境の測定調査を実施

すると共に建築物の管理者及び利用者に対す

るアンケート調査を行い，建築物における衛

生的環境の維持管理の実態，建築物利用者の

健康状態及び職場環境等の実態を把握する。  
そして，オフィス環境に起因すると思われ

る健康障害の実態と職場環境との関連性，建

築物利用者の健康及び職場環境に影響する可

能性のある維持管理上の課題を明らかにする。 
現在，建築物衛生法に基づく環境衛生管理

基準の測定及び点検は，6 回／年実施するこ

ととなっている。事務所労働者の症状に関す

るリスク要因，維持管理上の問題を明らかに

するためには，年間を通じた縦断調査が必要

である。そこで，本調査では，調査事務所数

を全国数地点の数十件程度に絞ったうえで，2
年間（2 ヶ月ごとに中間評価を実施）の前向

き縦断調査を実施している。そして，事務所

に勤務する従業員の症状に関するリスク要因

と建築室内環境における維持管理上の問題点

について，より高い科学的エビデンスを得る。 
本研究で得られた成果は，建築物における

衛生的環境を確保するうえで，今後の建築物

に必要な管理基準及び監視方法等のあり方に

関する施策の立案に寄与するものである。 
 本章の構成として，「2-1 建築物における衛

生環境の実態と管理項目」では温湿度・CO2
濃度・総合温熱感（PMV），微生物，化学物

質，PM2.5，エンドトキシンの測定結果を纏

めた。また，「2-2  アンケートと環境要素の

関係」では，測定結果とアンケート結果を相

関分析し室内衛生環境と健康との関連性につ

いて検討した結果を報告する。 
 
2-1 温湿度・CO2 濃度・PMV 
A. 調査対象ビルの概要 
表 2-1-1 に調査対象ビルの概要と測定時期を

示す。測定対象 ID について，頭文字 O のビ

ルは大阪，T のビルは東京にあるオフィスビ

ルを示している。また，空調方式について，

AHU はエアハンドリングユニットの略，PAC
はパッケージ型空調機，HEX は全熱交換器を

指している。一人当たりの占有床面積につい

て，一般に設計値として 5[m2/人]の値を用い

られるが，本調査の対象の殆どはそれよい大

きく，最大でその 5 倍の値であった（冬期

T-18）。 
 

表 2-1-1 調査対象ビルの概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 測定項目と測定方法 
 測定は 1 年間の連続測定と季節別の立ち入

り測定であった。1 年間の連続測定において，

室内温湿度・CO2・グローブ温度に関する 20
分間の連続測定を行った。温湿度と CO2 濃度

に温湿度・CO2 センサー（Thermo Recorder 
TR-72U T&D 社製），グローブ温度に直径

75mm のグローブ温度計を用いた。東京と大

阪の外気温度について，温湿度データロガー

（ハイグロクロン，ＫＮラボラトリーズ製）

を用いた 20 分間の連続測定を行った。 
 
C. 結果 
C.1 温度 
 図2-1-1と図 2-1-2のそれぞれに東京と大阪

の秋季・冬季・夏季の代表月の温度の四等分

値（最大値，75％タイル値，中央値，25％タ

イル値，最小値）分布を示す。図は就業時間

帯の温度を抽出して作成したものである（以

測定日 測定対象ID 空調方式
対象床面積

[m2]
在室者数

[人]
一人当たり占有
床面積[m2/人]

2016/1/15 T-05 AHU+ダクト 922 78 12
2015/12/22 T-06 PAC+HEX 92 7 13
2015/12/22 T-17 AHU+ダクト 737 60 12
2016/1/15 T-18 (2カ所) PAC+HEX 422･645 16･58 26･11

2015/12/22 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1152 120･41 10･28
2016/2/23 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 180･248･200 22･36･26 8 ･7･8

2016/2/24 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 136･66･102 12･21･12 11 ･3･8

2016/2/24 O-04 PAC+HEX 119 8 15

2016/2/24 O-05 (5カ所) AHU+ダクト 368 41･34･44･66･21 9･11･6 ･18
2016/2/23 O-06 AHU+ダクト 194 10 19.4
2016/2/23 O-08 (4カ所) PAC+HEX 186 9･9･14･16 20･20･13 ･11

2016/8/2 T-05 AHU+ダクト 922 63 15
2016/8/2 T-06 PAC+HEX 92 11 8
2016/8/3 T-17 AHU+ダクト 737 70 11
2016/8/2 T-18 (2カ所) PAC+HEX 422･645 24･58 18･11
2016/8/3 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1152 121･40 10 ･29
2016/8/9 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 180･248･200 21･39･18 9･6 ･11
2016/8/8 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 136･66･102 16･12･10 9･6 ･10
2016/8/8 O-04 PAC+HEX 119 11 11
2016/8/9 O-05 (5カ所) AHU+ダクト 368 40･28･51･59･22 9 ･13･7 ･6･17
2016/8/9 O-08 (4カ所) PAC+HEX 186 14･8･10･7 13･23･19･27

2016/11/9 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1285･668 136･55 9･12

2016/10/17 O-05 (5カ所) AHU+ダクト
217･316･316
･207･253

23･70･74
･29･34

9･5･4･7･7

2016/10/17 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 109･148･90 12･13･10 9･11･9
2016/10/17 O-08 (4カ所) PAC+HEX 244･178･169･56 18･6･11･9 14･30･15･6
2016/10/18 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 169･229･141 23･43･18 7･5･8

夏季

秋季

冬季
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後に示す四等分値は同様である）。 
 東京では，夏季の T-05 の温度の殆どは管理

基準値の 28℃を上回っていた。同ビルのほか

のフロアの温度が適正に管理されていること

を勘案すれば，測定センサーの近傍に発熱機

器があり，その影響を受ける可能性があると

思われる。一方，他の全ての対象室内の温度

は管理基準値の 17~28℃の範囲に制御されて

いた。 
 大阪では，秋季と冬季の室内温度は概ね管

理基準値を満足しているが，夏季の室内温度

は 16室のうちの 10室の中央値が 28℃を超え

ていた。さらに，75％のタイル値は 30℃に達

している対象室は少なくないことから，夏季

における温度の適正な管理が必要であること

が窺えた。 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1 季節別の室内温度の分布（東京） 
 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-2 季節別の室内温度の分布（大阪） 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-3 季節別の室内相対湿度の分布（東京） 
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上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-4 季節別の室内相対湿度分布（大阪） 
 
C.2 相対湿度・絶対湿度 
 図2-1-3と図 2-1-4のそれぞれに東京と大阪

の秋季・冬季・夏季の代表月の相対湿度の四

等分値分布を示す。 
東京では，秋季の中央値または 25％タイル値

が管理基準値下限の 40％を下回る対象室が

多く見られた（9 室中 6 室）。さらに，冬季で

は，T-18-①を除いた対象室の相対湿度の 75％
タイル値（T-05-4F は中央値）が 40％を下回

っており，冬季の低湿度問題が再確認された。

夏季では，個別空調方式の T-06 の室内相対湿

度の 75％タイル値が管理基準値上限の 70％
を上回ったが，ほかは概ね良好であった。 
 大阪では，秋季の 25％タイル値が 40％を下

回る対象室が散見された（15 室中 8 室）。冬

季では，16 室中の 2 室の中央値のみが 40％を

上回った。さらに，16 室中の 11 室の相対湿

度の中央値が 30％以下であった。夏季では，

最大値が 70％を上回ったものの，75％タイル

値が管理基準値を満足した。  
 ここでは，冬季における低湿度について検

討してみる。一般に，冬期の温湿度の設計条

件は 22℃と 45％である。それを満足するため

に，室内の絶対湿度を 0.0073 [kg/kg(DA)]以上

に加湿する必要があるが，図 2-1-5 と図 2-1-6
に示しているように，絶対湿度が低く（赤い

線：0.0073 [kg/kg (DA)]），加湿不充分である

ことが明らかになった。 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-5 季節別の室内絶対湿度分布（東京） 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-6 季節別の室内絶対湿度分布（大阪） 

 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-7 季節別の CO2濃度分布（東京） 
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上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-8 季節別の CO2濃度分布（東京） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.3  CO2濃度 
 図2-1-7と図 2-1-8のそれぞれに東京と大阪

の秋季・冬季・夏季の代表月の相対湿度の四

等分値分布を示す。季節を問わず，最大値は

管理基準値の 1000ppm を超えるもので，全て

の中央値が 1000ppm を大きく下回った。 
前述した独立行政法人統計情報センターで

公表されているオフィスの不適率は 30％以

上であったが，本調査では全て管理基準値を

満足した（二酸化炭素濃度については，1 日

の平均値が管理基準値を満足すればよいこと

になっている）。ここでは，代表週の二酸化炭

素濃度経時変化特性の測定結果について述べ

る。 
図 2-1-9 に中央方式空調を有する T05 ビル

4 階の 1 週間の CO2濃度と温度の測定結果を

示す。図中の赤色で塗りつぶされている日は

休日（土日）で，緑色で塗りつぶされている

時間帯（9:00~18:00）は執務時間帯を示して

いる。 
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図 2-1-9  温度・CO2濃度の経時変化（T05，4 階） 
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図 2-1-9 から，始業時から CO2濃度が上昇

し，およそ 900ppm に達したときに換気量が

多くなり，室内 CO2濃度が 900ppm 超えない

ように制御されていることが確認された。 
 筆者らは年 4 回の立ち入り測定を行ってお

り，立ち入り測定時の在室者 90 名の条件で，

一人当たりの CO2発生量を 20L/h，室有効容

積率 90%と仮定すると，図 2-1-9 の濃度の上

昇値からフィッティング法 1）を用いて算出し

た換気回数は 1.4～2.0 回/h，換気量は 4300～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6200m3/h（48～69m3/(h･人)）であることが明

らかになった。なお，この換気量は設計外気

量の 5100 m3/h（西側 3100 m3/h，東側 2000 m3/h）
と同程度であった。 
また，8:30 頃には AHU の立ち上がりに伴

い室温が徐々に低下し，就業時間帯に室内温

度が設定温度の 25.5℃を中心とした±0.5℃の

範囲内によく制御されていることが確認され

た。 
 図 2-1-10 に T05 ビルの 5 階における同時期

図 2-1-10  温度・CO2濃度の経時変化（T05，5 階） 
 

図 2-1-11  温度・CO2濃度の経時変化（T18，山側） 
 



- 27 - 
 

の測定結果を示す。CO2 濃度については前述

した 4 階と同様に，始業時から上昇していた

が，室内濃度およそ 900ppm を超えないよう

に制御されていた。また，日によって室内 CO2

濃度は 800ppm を超えないようになっていた。

本建物のCO2制御センサーが空調機械室内の

空調機直近の還気ダクト内に設置されており，

また，毎年 1 回センサーの精度を確認してい

ることから，上記の室内濃度が制御設定濃度

の 900ppm を下回る場合は室内濃度測定セン

サーの近傍に在室者が少なかった可能性が示

唆された。また，CO2 濃度の測定値から求め

た換気回数は 1.5-1.9回/h（換気量：4600～5900 
m3/h）であり（在室率 50%との仮定で 2）），設

計換気量と同程度であった。 
一方，室内温度は 26～27℃の範囲で変動し

ていた。 
図 2-1-11に個別方式空調を有するT18ビル山

側執務室のCO2濃度と温度の測定結果を示す。

当該ビルは室内CO2濃度が1000ppmを超えな

いようによく制御されていることが分かった。

一方，室内温度については 27℃を超えないよ

うに制御されているが，始業時からの CO2濃

度の上昇に伴い温度も上昇していた。このビ

ルの外気取り入れが全熱交換器を介して（外

気冷房時では，バイパスで生外気を導入して

いる）導入されており，前述した T05 ビルの

ような空調機を介しての導入ではないため，

外気の導入が室内の温度上昇に繋がったもの

と考えられる。 
また，CO2 濃度の測定値から求めた換気回

数は 1.2-1.8 回/h（換気量：2320～3480m3/h，
36～54m3/(h･人)）であり，十分な外気が取り

入れられていた。 
  CO2 濃度が低いのは制御方法と一人当たり

の床面積，すなわち一人当たりの気積が大き

いことが寄与している。前述した T05 ビルの

4 階と T18 ビルの山側において年 4 回の立ち

入り測定を行った。2015 年 10 月 20 日に行っ

た測定時のそれぞれの在室者数 90 名と 65 名

を用いると，一人当たりの占有面積はそれぞ

れ 10.2m2/人と 9.9m2/人になり，オフィスビル

の設計値 5m2/人の倍になる。なお，東京都の

調査の結果でもオフィスビルの一人当たりの

占有面積は 10m2 になっており，本研究の調

査対象と同様である。 
T-05 ビル 4 階と T18 ビルの山側室内の CO2

濃度制御センサーの設定値をそれぞれ

900ppm と 1000ppm とし，外気濃度を 450ppm
と仮定すると一人当たりの必要外気量はそれ

ぞれ 44m3/h と 36m3/h になる。前述したフィ

ッティング法による計算結果では，T05とT18
の外気導入量は 4300 ～ 6200m3/h （ 48 ～

69m3/(h･人)）と 2320～3480m3/h（36～54m3/(h･
人)）であり，十分な外気が取り入れられてい

ることが明らかになった。 
 
C.4  PMV（総合温冷感） 
 PMV（predicted mean vote）は平均予測申告

値であり，環境 4 要素（温度，相対湿度，気

流速度，平均放射温度）と人間側の 2 要素（着

衣量と活動量）の計 6 要素から構成される指

標であり，温熱快適性の指標として国際規格

ISO7730 に採用されている。一般に PMV 値

は下記の 5 段階で評価されている。 
 
 +2：暖かい（Worm） 
 +1：やや暖かい（Slightly worm） 
  0：中立（Neutral） 
 -1：やや涼しい（Slightly cool） 
 -2：涼しい（Cool） 
 
 ここでは，温度，相対湿度，MRT（グロー

ブ温度より算出）の測定値と，Met 値（1.2）
と Clo 値（0.8）の設定値を用いて PMV を算

出した。なお，気流速度を測定していなかっ

たため，速度0.1m/sと0.5m/sの条件を用いた。

すなわち，実際の PMV 値は風速 0.1m/s と
0.5m/s の間にあると推測できる。 
 図 2-1-12 に例として，T18（山側）の秋季・

冬季・夏季の代表週の PMV の経時変化を示

す。図中の赤色塗りつぶしている日は休日，

緑色で塗りつぶしている箇所は執務時間帯を

示す。 
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上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-12 季節別 PMV の変化（T18 山側） 
 

 

 

 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-13 季節別 PMV の変化（T05 5 階） 

秋季では，日によって異なるが，PMV 値は空

調の立ち上がり時の-0.5~+0.5 から上昇し，執

務時間帯では 0~+1 の範囲にあり，概ね良好

であった（予測不快者率 PPD：20％以下）。

冬期では，執務時間帯の PMV 値は-0.5~+0.5
の範囲にあり，PPD は 10％以下であった。夏

季では，執務時間帯の PMV 値は+1~+1.5 の範

囲にあり，PPD は 30％から 40％強であり，

室内温度が 27℃と高めに設定されているこ

とが一因であると考えられる。 
 一方，夏季の室内温度が高く測定された

T-05（図 2-1-1）の夏季の執務時間帯の PMV
値は T-18 と同じく+1~+1.5 の範囲にあった

（図 2-1-13）。 
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2-2  生菌・細菌叢（マイクロバイオーム） 
2-2-1 生菌 
A. 測定方法 
 季節別の立ち入り測定の測定項目，使用し

た測定器，および測定場所を表 2-2-1-1 に示す。

浮遊細菌と浮遊真菌の測定に SCD 培地と

DG18 培 地 を 用 い ， 吸 引 量 を 100L
（100L/min×1min）とした。また，浮遊細菌

と真菌の測定に粒径別浮遊粒子濃度の測定も

同時・同箇所で行った。 
室内と屋外の粒径別浮遊粒子濃度とCO・CO2
濃度において，1 分間隔計 30 分間の連続測定

を行った。 
 
表 2-2-1-1 測定項目・測定対象・測定場所 

 
 
 
 
 
 
B. 結果 
B.1 浮遊細菌 
 図 2-2-1-1 に冬季の浮遊細菌濃度を示す。全

てが日本建築学会 AIJES-2013-A02 の管理規

準である 500cfu/m3を満足する結果となった

が，T-18①，T-19 2F の浮遊細菌濃度がおよそ

450cfu/m3と他の測定対象の2倍以上の高い値

となった。そのため，2016 年冬季に追跡調査

を行った。その結果，加湿水中の細菌は

3~8×104cfu/mℓ，加湿器近傍と室中央の空中の

浮遊菌濃度はそれぞれ 2305cfu/ m3と

160cfu/m3であり，加湿水中で増殖した細菌が

室内空中に飛散したことが確認された。 
当該ビル使用した加湿器は床置き方の超音波

加湿器で，毎日終業後換水し，翌朝加湿器の

電源を入れるとのことであるが，一晩で加湿

水中の遊離塩素が亡くなり，細菌が増殖した

結果に繋がったと考えられる。 
 図2-2-1-2に冬季の浮遊細菌濃度の I/O比を

示す。図中塗りつぶしているのは個別方式空

調を表している。上記の T-18①は室内汚染源

があるため，I/O 比が 9.6 であり，顕著に高か

った。ほかの 22 箇所中 I/０以上になったのは

11 箇所であった。また，空調方式別について

みると，中央方式は 15 箇所中 6 箇所（40％），

個別方式は 8 箇所中 6 箇所（75％）の I/O 比

が 1 以上であった。個別方式では，外気の侵

入量は比較的多いことが I/O 比の上昇に寄与

したものと考えられる。 
 図 2-2-1-3 に夏季の浮遊細菌濃度を示す。全

ての測定対象は AIJES-2013-A02 の管理規準

値を満足した。また，O-04 の浮遊細菌濃度が

およそ 350cfu/m3 と他の測定個所と比較して

高い結果となった。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-2-1-1 浮遊細菌濃度（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-1-2 浮遊細菌濃度 I/O 比 
（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-2-1-3 浮遊細菌濃度（2016 年度夏季） 
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図2-2-1-4に夏季の浮遊細菌濃度の I/O比を示

す。前述した冬季と同様に，図中塗りつぶし

ているのは個別方式空調を表している。上記

のO-04の I/O比が 14であり，最も高かった。

ほかの 22 箇所中 I/０以上になったのは 14 箇

所であった。また，空調方式別についてみる

と，中央方式は 15 箇所中 9 箇所（60％），個

別方式は冬季と同じように 8 箇所中 6 箇所

（75％）の I/O 比が 1 以上であった。 
B.2 浮遊真菌 
 図 2-2-1-5 に冬季の浮遊真菌濃度を示す。

T-06 の室内（IA）と O-05 の 3F の室内（IA）

を除いた全ての対象室の室内と給気が日本建

築学会 AIJES-2013-A02 の管理規準である

50cfu/m3を満足する結果となった。ヨーロッ

パのあるワーキンググループ（EC Concerted 
Action 613）は，下記の提案をしている。O-05
の 3F の室内 Aspergillus  sp.の濃度は

562cfu/m3，その I/O 比も 10 以上になっている

ことから（図 2-2-1-6），更なる調査が必要で

ある。 
・病原性真菌（Aspergillus fumigatus など），毒

素生産する真菌（Stachybotrys atra，toxigenic 
Aspergillus，Penicillium spp.，Fusarium spp.)
の存在は好ましくない。 

・Cladosporium spp. または Alternaria spp.以外

に１種類の真菌が 50cfu/m3 以上であれば，

更なる調査が必要。 
図 2-2-1-7 に夏季の浮遊真菌濃度を示す。T-06
の室内，T-18②の室内，O-05 の室内（IA-5），
O-08 全ての室内の浮遊真菌濃度は 50cfu/m3

を超えたが，I/O 比の全てが 1 以下になって

おり，外気の影響を受けたものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-1-4 浮遊細菌濃度 I/O 比 
（2016 年度夏季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-2-1-5 浮遊真菌濃度（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-1-6 浮遊真菌濃度 I/O 比 
（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-2-1-7 浮遊真菌濃度（2016 年度夏季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-1-8 浮遊真菌濃度 I/O 比 
（2016 年度夏季） 
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2-2-2 細菌叢（マイクロバイオーム） 
A. 背景及び研究目的 
環境マイクロバイオームに関しては，この

数年国際学会などでの発表が見られるように

なった。1980~1990 年代では，ターゲット細

菌の DNA 解析が報告され，建築物内のマイ

クロバイオームの研究は 1995~2000 年代に行

われていた。筆者らが 2009 年にアメリカシラ

キュスで開かれた Healthy Building 国際会議

で関連研究発表を聴講したことは記憶に新し

い。2010 年から次世代シークエンサーによる

解析結果報告が見られるようになった。 
国内では，環境微生物の DNA 解析につい

て四元ら 1），柳ら 2）が建築環境中の調査結果

を報告している。これは培養した微生物から

分離された生菌であり，マイクロバイオーム

解析までには至っていない。いわゆるメタゲ

ノム（Metagenome）解析は，培養のプロセス

を経ずに，環境サンプルから直接に回収した

DNA を解析するもので，99%以上培養できな

いとされている微生物のDNAも解読できる。 
 

B. 測定方法 
本研究では，前記の生菌測定（培地法によ

る細菌と真菌の測定）と同時に細菌叢の測定

も 行 っ た 。  測 定 に は ， S 社 の Air 
Check:XR5000 と PTFE0.3 Filter を使用した。

Air Check は，空気サンプルを吸引するエアポ

ンプである。本研究での測定の際には，3ℓ/min
で1時間測定しサンプリング量を180ℓとした。 
 解析方法は下記の通りである。 
① フィルターより各サンプルのバクテリア

の DNA を抽出する。 
② Nucleo Spin 740952.50 の説明通りに①で

抽出したサンプルより DNA を精製する。（キ

ットには Necleo Spin Tissue を使用する） 
この後の作業は，2015年と2016年で異なる。 
・2015 年 
③ 次世代シーケンサーにかけるための前処

理として 16SrRNA Amplification Protocol 
version4_13 の行程通りに行った。 
④ Thermal CyclerにかけDNAを増幅させる。 
⑤ T 社にて次世代シーケンサーによる解読 
・2016 年 

③ サンプル中の DNA 濃度を増やすために，

次世代シーケンサーにかけるための前処理と

して Nested PCR(2 段階 PCR)を行った。 
④ Nested PCR の後，ラベリングをするため

に，再度 PCR にかけた。 
⑤ ラベリングの後，サンプルに混ざっている

阻害要因となる物質を取り除くためビーズ精

製を行った。 
⑥ F 社にて，次世代シーケンサーによる解読 
 
C. 結果 
 表 2-2-2-1 に 2015 年秋期，2016 年冬期・夏

期において，室内，屋外，両方から検出され

た細菌の門，綱，目，科，属の数をそれぞれ

示す。ここでは 1%の割合を占める細菌を対

象とした。図 2-2-2-1 に 2016 年冬季と夏季に

検出された細菌属とその割合を示す。 
 

表 2-2-2-1 検出された細菌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
検出された割合の高かった細菌の主な特徴

は下記に示す通りである。なお，2015 年秋期

では Lactobacillus spp が，2016 年冬期・夏期

では Staphylococcus spp.が，それぞれ最も高い

割合で検出された。 
 

・Corynebacterium spp.(コリネバクテリウム

属)：好気性または通性嫌気性の桿菌，短桿菌

であり，ヒトの皮膚に存在する種もあり，日

和見感染菌を有する種を含む。 
・Staphylococcus spp.(ブドウ球菌属)：ヒトか

ら分離されることの多い通性嫌気性球菌であ

り，黄色ブドウ球菌などヒトに対して病原性

を有する種を含む。 
 

門 綱 目 科 属

室内 2 5 7 29 44

屋外 1 2 5 15 21

両方 5 10 20 23 26

合計 8 17 32 67 91

室内 3 8 13 26 36

屋外 1 5 9 21 24

両方 10 17 24 31 28

合計 14 30 46 78 88

2015年秋季

2016年冬季・夏季
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T06IA151222

T06OA151222

T17IA151222

T17OA151222

T19IA151222

T19OA151222

O08IA160223

O08OA160223

O03IA160224

O03OA160224

O05IA160224

O05OA160224

T05IA160802

T05OA160802

T18IA160802

T18OA160802

T17IA160803

T17OA160803

T19IA160803

T19OA160803

O03IA160808

O03OA160808

O02IA160809

O02OA160809

O05IA160809

O05OA160809

O08IA160809

O08OA160809

Ellin6075;Other Corynebacterium Dermacoccus Dietzia Geodermatophilaceae;Other

Microbacterium Kocuria Micrococcus Rothia Nocardioidaceae;Unknown

Pseudonocardia Williamsia Prevotella [Prevotella] Cyclobacteriaceae;Unknown

Adhaeribacter Spirosoma Flavobacteriaceae;Unknown Capnocytophaga Flavobacterium

[Weeksellaceae];Unknown Chryseobacterium Elizabethkingia Rhodothermaceae;Unknown Rubricoccus

Chitinophagaceae;Unknown Flavisolibacter Calothrix Xenococcaceae;Unknown Bacillus

Marinibacillus Staphylococcus Thermicanus Gemellaceae;Unknown Lactobacillus

Streptococcus Lachnospiraceae;Unknown Veillonella Anaerococcus PSB-M-3

Fusobacterium Leptotrichia Gemmata Caulobacteraceae;Unknown Bradyrhizobiaceae;Unknown

Ochrobactrum Hyphomicrobiaceae;Unknown Hyphomicrobium Methylobacteriaceae;Unknown Methylobacterium

Methylocystaceae;Unknown Rhizobiaceae;Other Afifella Rhodobacteraceae;Other Paracoccus

Rubellimicrobium Skermanella mitochondria;Other Erythrobacteraceae;Unknown Sphingomonadaceae;Unknown

Kaistobacter Novosphingobium Sphingobium Sphingomonas Sphingopyxis

Lautropia Comamonadaceae;Unknown Comamonas Hydrogenophaga Oxalobacteraceae;Other

Neisseria Bacteriovoracaceae;Unknown Bdellovibrio Campylobacter Citrobacter

Rickettsiella Aggregatibacter Haemophilus Acinetobacter Enhydrobacter

Psychrobacter Pseudomonadaceae;Unknown Pseudomonas Nevskia Lysobacter

Stenotrophomonas Mycoplasma Deinococcus

図 2-2-2-1 検出された細菌属とその割合 
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・Lactobacillus spp.(ラクトバシラス属)：いわ

ゆる乳酸菌であり，発酵食品に使用され，ヒ

トの腸内にも存在する。通性嫌気性桿菌であ

る。 
・Sphingomonas spp.(スフィンゴモナス属)：好

気性桿菌であり，水中や土壌などいたるとこ

ろに生息する。日和見感染菌を有する種を含

む。 
・Acinetobacter spp.(アシネトバクター属)：好

気性短桿菌であり，自然界に広く分布する。

日和見感染菌を有する種を含む。 
・Pseudomonas spp.(シェードモナス属)：好気

性桿菌であり，自然界に広く分布する。緑膿

菌という日和見感染菌を有する種を含む。 
 検出された属の生育特性，発生源，病原性，

菌種を図 2-2-2-2，図 2-2-2-3，図 2-2-2-4，図

2-2-2-5 にそれぞれ示す。 
また，2016 年冬期・夏期の解析では種まで

解析された細菌もあり，それらの中にヒトに

対して病原性有する種も検出された。 
今回の測定で検出されたヒトに対して病原性

を有する種とその病原性を表 2-2-2-2 に示す。

ヒトに対して病原性を有する種が検出された

のは，全て夏期のサンプルであった。また，

多くがヒトの口腔等の常在菌であり，特に乳

幼児や高齢者等の免疫力の低いヒトに対して

感染症を引き起こす日和見感染菌であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2-2-2-2 検出された病原性を有する菌種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. 参考文献 
1）四本瑞世・緒方浩基：DNA 塩基配列解析
法を利用した室内微生物の同定，日本建築学
会大会学術講演梗概集（北陸），2010 
2）柳 宇，四本瑞世，杉山順一，緒方浩基，
鍵直樹，大澤元毅：高齢者福祉施設における
室内環境に関する研究，第 1 報―遺伝子解析
法を用いた微生物汚染実態詳細調査の結果，
空気調和・衛生工学会論文集，No.215，
pp.19-26，2015 
 

種（species） 病原性 検出場所

Elizabethkingia
meningoseptica

主に新生児に高い致死率で髄膜
炎を引き起こす菌として知られ
ている。人から人への感染は一
般的に起きないとされている。

東京18夏期屋外
東京17夏期室内
東京19夏期屋外
大阪05夏期室内

Haemophilus
influenzae

乳幼児の敗血症や髄膜炎、急性
喉頭蓋炎などの侵襲性感染症の
起因菌となることが多い。

東京19夏期室内

Haemophilus
parainfluenzae

頻度は少ないが喉頭蓋炎，髄膜
炎，感染性関節炎，咽頭炎など
の起因菌となる。

東京19夏期室内

Prevotella
nigrescens

慢性歯周病、急性壊死性潰瘍性
歯肉炎、妊娠時における歯肉炎
および根尖性歯周炎など口腔領
域の感染症の起因菌となる。

東京19夏期室内

Rothia
mucilaginosa

易感染性宿主においてまれに菌
血症、髄膜炎、肺炎などの感染
症の起因菌となる。

東京19夏期室内

Veillonella
parvula

混合感染(同時に2種類以上の病原
菌に感染すること)により、日和
見感染を引き起こす。

東京19夏期室内

嫌気性 15

通性嫌気
性 13

偏性嫌
気性 3

好気性 48

偏性好
気性 4

偏性寄
生性 1

不明 20

図2-1-3.1生育特性図 2-2-2-2 生育特定 

土壌菌 45

水生菌 42

植物由来
10

ヒト由来 31

その他動
物 13

不明 11

図2-1-3.2 発生源図 2-2-2-3 発生源 

病原菌 30

日和見感染
菌 22

植物病…
なし 7

不明 45

図2-1-3.3 病原性図 2-2-2-4 病原性 

桿菌 53

短桿菌 9
球桿菌 3

球菌 18

らせん菌
3 不明

16

図2-1-3.4 形状図 2-2-2-5 形状 
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2-3 化学物質 
A. 研究目的 
 建築物における室内化学物質については，

建築物環境管理基準においてホルムアルデヒ

ドの基準値が，100 µg/m3とある。厚生労働省

によりその他の化学物質の指針値が定められ

ているが，特には建築物衛生法においては基

準値とはなっていない。現状では特定建築物

では，建築物衛生法により二酸化炭素濃度を

基準とすることで，適切な換気が行われてい

ることから，また室内の発生源が住宅ほど多

くないことから，化学物質濃度としては低い

値となっていることが考えられる。そこで，

事務所建築物における化学物質濃度の現状を

把握するため，厚生労働省の指針値に示され

ている物質を中心に実測調査を行った。 
 
B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 対象とした建築物は，前述のとおり事務所

となっている。2015 年夏期から，2016 年秋期

までに，各建築物において，夏期，中間期，

冬期及び翌年の開始季節の計 4 回の測定を行

った。 
B.2 調査方法 
 化学物質として，ホルムアルデヒド，アセ

トアルデヒドなどのカルボニル化合物につい

ては，DNPH カートリッジを用い，1 L/min
で計 30 L の捕集を行い，HPLC により定量分

析を行った。トルエンなどVOCについては，

Tenax 捕集剤を用いて捕集し，GC/MS により

分析を行った。捕集時間は両者とも 30 分であ

り，参考まで外気の捕集も行った。なお，

TVOC の算出には，ヘキサンからヘキサデカ

ンに検出したピークをトルエン換算して算出

した。 
 
C. 研究結果及び考察 
 各測定点における各化学物質の最小，平均，

最大値について，表 2-3-1 に示す。ホルムア

ルデヒドの基準値及びその他の厚生労働省に

よる指針値，TVOC の暫定目標値を上回るこ

とはなく，十分に低い値となっていた。 
 

 
表 2-3-1 化学物質濃度の概要[µg/m3] 

 

 
D. まとめ 
 今回の実測においては，季節に関わらず何

の建築物においてもホルムアルデヒドの基準

値及び厚生労働省の室内化学物質指針値，

TVOC 暫定目標値を上回る建物はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. Mean Max.
ホルムアルデヒド 4.7 15.2 32.9
アセトアルデヒド 2.2 10.0 23.8

ベンゼン 0.4 1.1 2.3
トルエン 0.9 13.5 57.7

エチルベンゼン 1.0 4.7 21.4
キシレン 0.5 5.9 19.0
スチレン 1.6 2.7 4.4

p-ジクロロベンゼン 0.7 4.2 35.3
テトラデカン 0.5 2.5 20.8

TVOC 5.9 110.7 351.0
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2-4 室内 PM2.5 
A. 研究目的 
建築物衛生法で規定されている浮遊粉じん

(SPM)の中でも特に粒径 2.5 µm 以下の微小粒

子 PM2.5 に関しては，吸入されると呼吸器系

深部にまで達し，人の健康に大きな影響を与

えると報告されている 1)。人は日常生活の大

半を室内で過ごす 2)とされており，室内空気

中の微粒子濃度を把握することは，健康影響

を評価する上で重要である。大気環境におい

ては，PM2.5 に関する環境基準が 1 年平均が

15 µg/m3以下，1 日平均が 35 µg/m3と規定さ

れているものの，室内環境についてはない。

この理由として，室内における微粒子の特性

に関する知見は少ないこともさることながら，

室内で利用できる PM2.5 の測定方法が確立さ

れていないことが原因と考えられる。大気で

用いられる測定機械は大型で，大流量の捕集

を行うものが主流で，室内に適用するには課

題がある。そこで本研究では，室内環境でも

適用可能な PM2.5 の複数の装置による測定方

法について検討すると共に，事務所建築物に

おける室内 PM2.5 の実態を明らかにし，特に

空調方式による室内 PM2.5 及び粒径別粒子の

特徴について検討する。 
 
B.研究方法 
B.1 測定方法の特性把握 
 シウタスインパクタ（粒径別に捕集する機

械）による粒子捕集（秤量法）から得る PM2.5

濃度と，他の装置による測定値の相関を把握

するため，室内において 5 日間の連続測定を

1 サイクルとし，計 4 回行った。測定項目，

測定装置を表 2-4-1 に示す。相対質量濃度測

定は，相対濃度計として光散乱の技術を利用

した可搬型の装置を用いた。PM2.5の濃度測定

が可能な DustTrak（TSI 社製 DRX 8533）と，

2.5 μmカットオフインパクターを吸引口に取

り付けた 2 種の粉じん計（日本カノマックス

製 3621，柴田科学製 LD-5）を用いて行った。

どちらも，光散乱法を用いており，1 分毎の

濃度を記録するものである。 
 シウタスインパクタでは，浮遊粒子を表

2-4-2 に示すように 5 段階分級し，PTFE フィ

ルタで捕集した。フィルタを電子天秤で秤量

し，捕集前後の重量差と捕集流量から質量濃

度を算出した。更に，室内外捕集粒子を走査

電子顕微鏡・エネルギー分散型 X 線分析装置

(SEM-EDS)を用いて形状観察と組成分析を行

った。 
 粒子捕集測定の日程に合わせ，同室におい

て室内外の濃度測定を行った。室内は連続測

定，外気は各日 10, 13, 16, 22 時の 4 回，約 10
分間サンプリングした。測定中在室者はおら

ず，外気測定時のみ人の出入があった。 
 

表 2-4-1 計測装置の種類と概要 
Element Target Measuring device 
Number 

concentration 
Dp>0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 

(μm) 
OPC(RION/KC52) 

Particle size 
distribution 

5.94nm<Dp<224.7nm SMPS(TSI/3080)  
10nm<Dp<433nm PAMS(KANOMAX/3300)  

 
Relative mass 
concentration 

 
 

Dp<2.5μm 

DustTrak(TSI/8533) 
Piezobalance dust meter 

(KANOMAX/3521) 
Digital Dust Meter 
(SHIBATA/LD-5) 

Particle 
composition 

Particle collection Sioutas Cascade Impactor(SCI) 
Shape observation SEM(KEYENCE/VE-9800) 

Composition analysis EDS(EDAX/Genesis XM2) 

 
表 2-4-2 シウタスインパクタの分級特性 

 
 
B.2 建築物室内における測定 
 対象とした建築物は，前述のとおり事務所

となっている。2015 年夏期から，2016 年秋期

までに，各建築物において，夏期，中間期，

冬期及び翌年の開始季節の計 4 回の測定を行

った。なお，T-20~T-23 は，上述とは追加で測

定を行った物件である。 
 PM2.5の測定には，多くの既往の研究におい

て用いられている可搬型の PM2.5 計（TSI 
DustTrak DRX 8533）を用いることとした。こ

の装置は，光散乱法を用いており，1 分毎の

濃度を記録するものである。ただし，粒子の

性状によりこの機器が表示する濃度と実際の

質量濃度は異なることが知られており，換算

係数を乗じて濃度とするのが一般的である。

本研究においては，この係数を 大気で通常用

いられている 0.38 として表示する。測定につ

1 ＞2.5

2 1.0-2.5

3 0.5-1.0

4 0.25-0.5

5 0.25＜

stage♯
Aerodynamic

size range(μm)
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いては，各対象部屋において 30 分程度の計測

を行った。また，PM2.5濃度の測定と並行して，

浮遊粒子の粒径分布の特性を把握するため，

粒径 0.3 µm 以上の粒子をパーティクルカウ

ンタ（リオン，KR-12A）により粒径別粒子の

個数濃度測定を行った。更には，超微粒子の

粒径別個数濃度（粒径約 800 nm 以下）につ

いても，可搬型粒径分布測定器（日本カノマ

ックス，PAMS）を用いて計測した。 
 
C．結果 
C.1 測定方法の特性 
 秤量法による質量濃度分布を図 2-4-1 に示

す。一般的に質量濃度分布には微小粒径側の

0.2-0.3 µm 付近と大粒径側の 10 µm 付近の 2
箇所にピークがあるといわれているが，今回

の結果では微小粒径側のピークが確認できた。

図 2-4-2 に秤量法と DustTrak，デジタル粉じ

ん計の相関を示す。デジタル粉じん計は秤量

法と概ね一致したが，DustTrak は秤量法の 2
倍以上と過大な結果となった。DustTrak につ

いては，計数値を 1 としていることから，過

大評価しており，適切な計数値を用いること

により，測定可能と考えられる。図 2-4-3 に

DustTrak とデジタル粉じん計の連続測定を行

った際のそれぞれのデータの相関を示す。デ

ジタル粉じん計とDustTrakの変動の大小につ

いては一致しており，相対的な濃度変動を捉

えることは可能と考えられる。また，捕集し

た粒子を SEM-EDS で形状観察と分析を行っ

た。図 2-4-4 に示すように粒径が小さくなる

につれ丸みを帯びた粒子が多く確認された。

成分としては O, Na, Si, S, Cl, K が室内外共に

検出され，室内への外気影響があることが考

えられる。 
 市販されている PM2.5 計については，室内

PM2.5 に適合した計数値を設定することがで

きれば，十分に使用できるものと考えられる。

また，浮遊粉じん測定に用いられている粉じ

ん計に PM2.5 のインパクタを装着することに

よっても，カウント値を読み取り，適切な計

数値を設定することができれば，測定するこ

とは可能である。いずれにしても，室内にお

ける秤量法などを用いた質量濃度の測定と併

用測定を行うことにより，係数値を求めるこ

とが必要である。 

 

図 2-4-1 秤量法による粒径別質量濃度 
 

 
図 2-4-2 秤量法と PM2.5計の相関 

 

 
図 2-4-3 PM2.5計と粉じん計の相関 

 

 
a) 1.0-2.5 µm             b) -0.25 µm 

図 2-4-4 シウタスインパクタにより捕集さ

れた粒子の SEM 画像 
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C.2 建築物室内における測定結果 
図2-4-5に各室内におけるPM2.5濃度の測定

結果，及び室内と外気濃度の比を表す I/O 比

を示す。同一建物において複数箇所を計測し

ている測定点では，概ね同様の濃度となって

いたため，平均値として示す。今回の測定箇

所においては，冬期の T18，T19 及び O08 を

除いて PM2.5濃度が 0.002〜0.03 mg/m3程度と

なり，大気の基準値の「1 日平均値が 35 μg/m3

以下」を下回る結果となった。T18，T19 

 

及び O08 については，卓上の超音波式の加

湿器を使用しており，そのため測定器に影響

を与えたものと考えられる。図 2-4-6 にはこ

れらの卓上加湿器を使用している物件を除い

た PM2.5 濃度及び I/O 比を示す。大気基準の

年平均値の 15 μg/m3を超過する建物があった。

I/O 比については，0.1 から 1 を超過する値と

なった。O05 については，居住者の多さから，

室内での発生量が多いこと，O08 については，

個別空調建物であり，全熱交換換気 

 

 
図 2-4-5 各建築物の PM2.5濃度と I/O 比 

 
図 2-4-6 各建築物の PM2.5濃度と I/O 比（T18,T19, O08 のデータを除いたもの） 

 

図 2-4-7 パーティクルカウンタによる浮遊微粒子の I/O 比 
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扇のエアフィルタの透過率が大きいこと

によるものと考えられる。一方，I/O 比の低

い T05，T17，O06， O03 については，中央

方式であった。 
以上のように，室内PM2.5濃度については，

室内での発生源がある場合，また外気からの

侵入により，その濃度が高くなる可能性があ

る。特に建物により濃度，I/O 比が建物によ

り同様の傾向を示していることから，外気か

らの侵入，外調機等の特性によるものが考え

られる。 
図2-4-7には，各計測点における粒径0.3 µm

以上及び 2 µm 以上の粒径別個数濃度による

I/O比を示す。PM2.5の I/O比の傾向と同様に，

O05 及び O08，また 2016 年夏期の T05 が高

くなっていた。また粒径 2 µm 以上と粒径 0.3 
µm 以上では，粒径 0.3 µm 以上の方が高い値

となることが多かった。エアフィルタの捕集

効率は粒子の粒径によって大きく異なり，粒

径 0.3 µm 前後においてはフィルタの最大透

過粒径となるので，特に個別方式においては，

この粒径範囲の外気の侵入が多いことが考え

られる。室内における粉じんの粒径別質量濃

度分布は，微小粒径側での粒径 0.2-0.3 µm 付

近にピークが存在することが確認されており，

この主ピークがPM2.5を占めていることから，

この粒径範囲を除去することが室内 PM2.5 の

制御には重要となってくる。一方，粒径 2 µm
以上の方が高い値となっていたところは，人

員由来の発生源が多いことから，室内での発

生によるものと考えられる。 
今回対象とした建築物の空調方式として，

中央方式と個別方式に分類している。主に中

央方式は空調機に中性能フィルタを用いてい

るのに対し，個別方式は粗じんフィルタのみ

であることが多い。図 2-4-8 は，PM2.5 濃度，

粒径 0.3 µm 以上，2.0 µm 以上の個数濃度の

I/O 比を，空調方式別に示したものである。

なお，卓上加湿器を使用していた物件の冬期

のデータについては，この統計値には考慮し

ていない。各項目値について，個別空調方式

の方が中央式よりも I/O 比が高くなっており，

空調機，即ちエアフィルタによる外気処理の

影響を受けていることが示唆される。 

さらに，超微粒子を含む粒径別の個数濃度

から，空調方式を中央方式と個別空調方式に

分類し，粒径別に I/O 比の平均値を示したも

のを図 2-4-9 に示す。図より，個別空調方式

の方が粒径別 I/O 比がほぼすべての粒径に対

して高いという結果が得られた。これは，主

に個別空調方式では，空調機内に粗じんフィ

ルタのみであることが多いのに対して，中央

方式では，粗じんフィルタに中性能フィルタ

を追加しているため，このような差が得られ

たと考えられる。 

 
       PM2.5    0.3μm～    0.2μm～ 

図 2-4-8 空調方式別の浮遊微粒子の I/O 比 
 

 
図 2-4-9 空調方式毎の粒径別 I/O 比 

 
 
D. まとめ 
 建築物内での PM2.5 の計測については，大

気で用いられているような大型で，大捕集量

のものは適さない。現存の粉じん計に PM2.5

用のインパクタを装着したもの，可搬型の
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PM2.5計を利用するのが現実的であるが，それ

ぞれの装置特有の計数値を決定する必要があ

る。従来の粉じん計と同様に建築物内で計数

値に関する検討が進められれば，室内におけ

る PM2.5の測定は可能と考えられる。 
 室内 PM2.5 濃度の測定の結果，0.002〜0.03 
mg/m3 程度となり，大気の基準である「1 日

平均値が 35 μg/m3 以下」は下回った。また，

I/O 比については，同一建物内の濃度は概ね

同様の値を示しており，室内での発生源のほ

か，空調方式の種類より検討することで，外

気からの侵入する微粒子を処理する空調機

（フィルタ）の特性が関係しているものと考

えられた。 
 
E. 参考文献 
1)坂本和彦：環境大気とディーゼル排気, 空
気清浄，41-1，4-13，2003 
2) I.K.Koponen et al.: Indoor air measurement 
campaign in Helsinki, Finland 1999 the effect of 
outdoor air pollution on indoor air, Atmospheric 
Environment, 35, 1465-1477, 2001. 
3) 鍵直樹，柳宇，西村直也：事務所ビルにお

ける室内浮遊微粒子の特性とPM2.5濃度の実

態調査，日本建築学会技術報告集，第 18 巻，

第 39 号，pp. 613-616，2012.6 
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2-5 エンドトキシン（細菌） 
A. 研究目的 
 エンドトキシン（Endotoxin，以下 ET）は

微生物（グラム陰性菌）の細胞壁成分であり，

細胞壁の破壊により放出される。ET は内毒素，

リポ多糖（LPS），外因性発熱物質（Exogenous 
pyrogen）とも知られる。微生物の中でも真菌

及び陽性グラム群生物を除く陰性グラム群生

物に限定され，グラム陰性菌には大腸菌，サ

ルモネラ，腸内細菌科，ヘリコバクター，レ

ジオネラなど真正細菌の大部分が属するため，

実質的に ET は水，空気，土壌などあらゆる

生活環境に存在する。 
 特に大腸菌は微生物汚染でよく言及される

細菌であり，空気感染するレジオネラは建

築・設備分野で関心の高い細菌でもある。 
 生活周辺でも水・食品などの細菌基準は厳

格に管理されているが，室内環境における微

生物（カビ・細菌）濃度に関しては学会規準
1)があるものの社会的効力を持つ指針や基準

は未だに定まっていない。微生物は培養法が

基本となるため，結果導出までは時間を要し，

捕集から培養・同定に至るまでの誤差も大き

いことに加え，濃度と健康影響との関係がは

っきりしていないことがその原因と考えられ

る。 
 微生物汚染度の同定のために ATP
（adenosine triphosphate；アデノシン三リン酸）

法や個数濃度測定機なども紹介されているが

まだ確立した方法とは言えず，最近は PCR 法

を用いた DNA 解析など先端技術も導入され

つつある。分野，目標とする結果，費用や現

場適用など目的によって何を選ぶかが決まる

が，例えば換気指標の CO2濃度や化学物質汚

染指標の TVOC のように，微生物に関しても

そのような指標の存在は室内環境における汚

染状況や環境改善の面で大変有意義であり，

空気中細菌濃度や汚染度の指標として ET 濃

度に着目している。 
 

B. 空気捕集フィルター及び分析法の確立 
 空気捕集にはゼラチンフィルター及び

MCE フィルター（ Mixed Cellulose Ester 
Membrane Filter）に空気を吸引・通過させ捕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5-1 ET 特異的リムルス試験  
集する方法を用いた。捕集フィルターは PBS
液に溶出させて不活性化・保管した後，分析

を行ったが，ゼラチンフィルターと PBS 溶液

共にゲル化干渉が確認された。 
 そのため，反応干渉に関するブランク試験

を行い，表 2-5-1 に示すよう MCE フィルター

及び蒸留水（ET フリー注射用水）が干渉無く

分析できることを確認した。 
 

表 2-5-1 フィルタブランク試験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※ ここで，Gel×10 及び MCE×10 は各フィル

ターを蒸留水（注射用水）10ml に溶出，

Gel×100 及び MCE×100 は Gel×10 と MCE×10
を蒸留水で更に 10 倍稀釈したものである。 

 
C. 現場測定法 
C.2.1 空気サンプリング 
 図 2-5-2 に捕集用フィルター及び現場測定

風景を示す。空気試料として微生物の培地吸

引では 100L を用いることが多い。本研究に

おける ET サンプリングでは，直径 47mm の

MCE フィルターに 100L（at 3.0L/min）を吸

引・捕集した。捕集したフィルターは γ 線滅 

内容 Tg 濃度 稀釈倍率

Gel-Wat①X10 5.6 50.06 10

Gel-Wat②X10 7.2 22.02 10

Gel-Wat①X100 10.2 70.52 100

Gel-Wat②X100 14.4 22.85 100

Gel-Wat①X1000 27.6 27.25 1000

Gel-Wat②X1000 34.8 12.77 1000

MCE-Wat①X10 >120 - 10

MCE-Wat②X10 >120 - 10

MCE-Wat①X100 >120 - 100

MCE-Wat②X100 >120 - 100
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図 2-5-2 MCE フィルター及び測定風景 
菌試験管に保管，蒸留水（注射用水；ET フリ

ー）を添加し，ボルテックスミキサーで撹拌

した後，上澄み液を分注・分析した。 
 
B.2.2 濃度分析 
分析装置として Toxinometer ET-5000（和光

純薬）を用いた。日本薬局方及び FDA 認証

分析法にはゲル化法・比濁法・比色法の 3 つ

があるが吸光比濁法は精度が高く定量しやす

い利点があり，1～0.001EU/mL の広範囲・高

感度で検出できるため環境中汚染程度を測定

するのに適合している。 
リムルステスト（Limulus test）ではライセ

ート（Limulus amebocyte lysate）試薬と反応さ

せた ET のゲル化に伴う濁度変化をカイネテ

ィック比濁法で測定し，検量線に基づいて定

量する。ET 濃度が高いとゲル化反応が速く，

低いと遅くなることを原理としている。 
 ゲル化に伴う透過光量比変化を計測し測定

開始から設定閾値（94.9％ at 37.0℃）に達す

るまでの時間（Tg：ゲル化時間）で ET 濃度

が決定される。定量のために，1.0，1/8，1/64，
1/512(=0.00195)EU/mL の 4 段階の濃度標準を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-5-3 検量線例（4 点，8 倍稀釈） 

 
用いて検量線例を図 2-5-3 に示す。濃度単位

としては，「EU/m3」：空気単位容積当たり濃

度を用いる。EU は Endotoxin Unit（ET 活性値）

のことである。 
 

C. 研究結果及び考察 
 ET 濃度測定結果について，表 2-5-2 に全季

節における統計値を示すが，冬期 1 施設のみ

測定した結果が高い値を示したため全体平均

を引き上げていることから表 2-5-3 には冬期

を除いた測定結果を示す。また，図 2-5-4 に

大阪測定結果を，図 2-5-5 に東京測定結果を

示す。棒グラフは ET 濃度であり，図中の●
印は I/O 比である。 
 全体的に室内濃度は殆どが 0.5 EU/m3 未満

であり，1.0 EU/m3を超える測定点は 3 点のみ

であった。一方，外気濃度が室内濃度より高

い傾向を示している。 
表 2-5-2 全季節における ET 濃度 

(16 測定，OA : 16，IA : 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2-5-3 夏期及び秋期の ET 濃度 

(15 測定，OA : 15，IA : 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲ
ル
化
時
間

Tg
 [ 

m
in

 ] 

濃度 [EU/mL] 

log(Tg) = -0.293115 log(C) + 1.11901 

    R = -0.9952 

OA
Indoor

Air
I/O

Max 1.05 2.69 5.5
Min 0.28 < L.D. -

Mean 0.49 0.49 1.0
S.D. 0.26 0.89 1.8
Max 0.98 1.04 7.1
Min 0.05 < L.D. -

Mean 0.36 0.15 1.2
S.D. 0.34 0.23 1.8

Mean 0.41 0.25 1.2
S.D. 0.31 0.52 1.8

Tokyo

Osaka

Whole

OA
Indoor

Air
I/O

Max 1.05 0.41 0.9
Min 0.28 < L.D. -

Mean 0.49 0.10 0.2
S.D. 0.29 0.13 0.3
Max 0.98 1.04 7.1
Min 0.05 < L.D. -

Mean 0.36 0.15 1.2
S.D. 0.34 0.23 1.8

Mean 0.41 0.14 1.0
S.D. 0.32 0.21 1.7

Tokyo

Osaka

Whole
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 室内濃度で 1.0 EU/m3を大きく超えるオフ

ィスは T018 の冬期濃度であり，夏期は低濃

度であったことから冬期限定の汚染源が存在

すると推察される。 
 東京・大阪共に外気は夏期より秋期の平均

値が高いが一部測定点における高い濃度が全

体平均を引き上げているため，現段階では外

気濃度の季節による違いを述べることはでき

ない。 
全季節平均では東京の室内濃度が 0.49 EU/m3

と外気と同じ値を，大阪は外気 0.36 EU/m3に

対して室内 0.15 EU/m3と低くなっている。全

体的には室内 0.25 EU/m3，外気 0.41 EU/m3と

室内濃度が低い。冬期（T018）の測定結果を

除くと室内と外気濃度の差は更に広がる。 
 オフィスでは I/O 比 1.0 もしくはそれ以下

が多く外気濃度より室内濃度が低い傾向を示

しているが，たまに高い I/O 比を示す場合が

あるため全体平均値としては I/O 比 1.2 とな

っている。冬期 T018 を除いても 1.0 と室内外

の比が同じ値となるが，これは外気に対する

室内濃度の比率を更に平均したため生じる数

値上の問題であり，外気に比べ室内濃度が高

い傾向を有していることを意味しているわけ

ではない。 
 細菌は室内に汚染源がない限り人間が主た

る発生源となるため室内濃度が高い事が予想

されるが，オフィスの在室密度が低いことに 
加え空調による濃度低減が原因と考えられる。 
 冬期の T018 測定結果では，外気濃度 0.49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-5-5 東京地域オフィスの ET 測定結果 

EU/m3 と室内濃度に比べて有意に低く，内部

汚染が疑われる。測定日に加湿器に入ってい

る水を採取し ET 濃度を測定した結果を図

2-5-6 に示す。 
 加湿器 5 台からの採取水は 25～42EU/mL
（平均 34.9EU/mL）と図 2-5-7 に示す水道水

の濃度に比べて高い。図 2-5-7 は水道水に対

する ET 濃度測定結果であり，蛇口から新し

く受けた水は最も綺麗な状態では4 EU/mL程

度で安定し高くても 20 EU/mL 程度になるこ

とが確認されている。また，同図では水を受

けて密封保管すると時間経過と共に指数関数

的に濃度が増加するのが分かる。これによる

と，加湿水の ET 濃度は 2 日～3 日程度保管し

た水と等しい濃度となっている。当施設では

前日夕方に加湿器の水を替え，翌日に加湿器

を運転していることと加湿器内部に汚れの可

能性が原因と考えられる。 
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図 2-5-4 大阪地域オフィスの ET 測定結果 
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図 2-5-6 加湿水の ET 濃度 
（施設 T018 の加湿器 5 台から採取） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5-7 水道水中 ET 濃度の変化 
 
D. まとめ 
 オフィスにおける室内ET濃度は殆どが0.5 
EU/m3 未満であり，外気濃度が室内濃度より

高い傾向を示している。高齢者施設や一般住

宅では数～数十EU/m3を超える濃度も観察さ

れる 2)ことからオフィス内濃度は低いと言え

る。特定建築物におけるオフィス環境は在室

密度が低いことに加え，空調による換気とフ

ィルターリングが濃度低減に寄与していると

考えられる。 
 結果の中で 1.0 EU/m3 を超える測定点は 3
点，特に冬期実測で室内濃度が 1.0 EU/m3 を

大きく超える施設が1施設（室内測定点2点）

あったが，同施設における夏期結果は低濃度

であったことから冬期に限った汚染源が存在

すると考えられる。同時に採取した加湿水の

ET 濃度測定結果から新しい水道水より高い

濃度が確認されたため水の管理により気を配

る必要がある。 
 冬期 ET 濃度の上昇に関しては今後更に測

定を行い検証してゆく必要がある。 
 

 ET は体内に直接摂取される場合はなるべ

く低い濃度が望ましいが，あらゆる環境に存

在する細菌は必ずしも濃度が低いのが望まし

いとは限らない。特に，薬剤，化学物質，カ

ビなど，細菌の環境濃度に影響し得る他のリ

スク要素も多く存在する。 
 空気試料のリアルタイム PCR による DNA
解析結果からは，約 100 属の菌が室内・屋外

共通して検出されたが，Actinomycetospora， 
Nevskia など 20 種近くは室内のみで検出され，

外気ではなく人体由来の特定菌が室内に多く

存在することが確認されている。ET はこのよ

うな菌種の同定はできず，定量値として表す

しかない限界はあるが，真正細菌の殆どをグ

ラム陰性菌が占めることから，ET 濃度が高い

ことは細菌汚染度合いも高いと推定できる。 
 現段階における本試験法の限界性としては，

①菌種の同定ができない，②菌種による ET
発生量の違いが明確でない，③培養法と比較

したデータがないため既存の cfu（colony 
forming unit）との相関が示されていない，④

ET 濃度と人体影響の相関が明確でない，こと

などが挙げられる。 
 上述した課題は残っているが，環境中細菌

汚染の分かりやすい試験法や指標が望まれる

なか，ET 濃度は現場測定や分析の利便性・精

度などの面から室内環境における空気中細菌

汚染の指標として十分活用の可能性が期待で

きることから，今後更なる研究と検証を行っ

ていく。 
 
 
E. 参考文献 
1) 日本建築学会環境規準 AIJES-A0002-2013，

微生物による室内空気汚染に関する設

計・維持管理規準・同解説，2013. 
2) 金勲，空気中細菌濃度とエンドトキシン，

空気清浄，54 巻 4 号，20-24，2016.11. 
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2-6 高層建築物における煙突効果と空気質

A. 研究目的 
 一般的に高層建築ではエレベータシャフト

及び階段室などの竪穴区画を通して鉛直方向

での圧力差が生まれ，煙突効果が発生する。

これまで自然エネルギー利用換気システムの

研究が活発に行われ，多くの建築で煙突効果

現象を利用した自然換気システムが導入され

ている。しかし一方で，煙突効果により生じ

る鉛直方向の圧力差が発生要因となる不具合

を生じる事例が増えている。煙突効果現象が

要因となる不具合として，外気の流入，エレ

ベータ扉・階段扉の風切音，エレベータ扉，

階段扉の開閉障害などが挙げられる。そして，

それらに関して従来から多くの検討がなされ

ており，対応策も提案されている 1)2)。 
 一方で，煙突効果現象による気流が起因と

なる汚染空気の拡散及び移流も懸念される。

煙突効果現象が発生要因となる竪穴区画内の

上昇気流により，下層階の使用空気が竪穴区

画へ流れ込み，そこから上層階へ移動する現

象の発生が想定される。実際に上層階での下

層階からの臭気の拡散等が確認されている 
3)が，煙突効果の汚染移流に対する影響を検

討されていない。 
 そこで，今回一般的な高層建築における空

気質の悪化と建築内の鉛直方向の変位の関係

に一貫性を持った傾向が見られるかどうか検

討した。煙突効果が要因となる建物内部の上

昇気流による汚染の拡散への影響を明らかに

するため，測定階の高さと汚染物質濃度の相

関性を評価した。 
 
B. 方法 
B.1 東京都特定建築物実測データの分析 
 先に使用した東京都の立ち入り検査による

東京都内の特定建築物実測データを用いて分

析を行った。実測データのうち，地上 15 階以

上の事務所用途建築 85 件を抽出し，測定階の

高さと汚染濃度との関係を表す 2 変数につい

て，下記のパターンに分け，それぞれのパタ

ーンにおける 2 変数の相関性の有無を検討し

た。 
1) 汚染濃度（CO2濃度，CO 濃度，粉じん濃

度）と測定階 
2) 汚染濃度（CO2濃度，CO 濃度，粉じん濃

度）と建築の軒高に対する測定点の相対

的な高さ（測定場所の階数/最上階の階数） 
3) 中性帯の位置における汚染濃度（CO2 濃

度，CO 濃度，粉じん濃度）を 1 とした時

のその他の階における相対的な汚染濃度

と建築の軒高に対する測定点の相対的な

高さ（測定場所の階数/最上階の階数） 
 
 上記のそれぞれのパターンにおけるパラメ

ータ同士の相関関係を確認するため，各パタ

ーンにおける 2 つパラメータを 2 変数として

Pearsonの積率相関係数 rを次に示す式により

算出した。この係数の正負が相関関係の正負

を示し，係数の絶対値の大きさが相関関係の

強さを示す。 
 また，パターン 3)に関して，中性帯は既往

研究 4)を参照して建物全体の 0.2～0.3 程度の

高さとし，その範囲内の汚染濃度を基準とし

た際の他階の汚染物質濃度を算出した。 
 
Pearson Product-Moment Correlation Coefficient 

 

r =
the Covariance of the Two Variables 
 the Product of Standard Deviations 

 

=
1
− 1∑ ( − )( − )

1
− 1∑ ( − ) 1

− 1∑ ( − )
 

 , : Two Variables,  : Number of Values 

 
B.2 高層オフィスビルにおける実測調査 
 高層建築内部の空気環境を把握するため，

実在の高層建築を対象として，室内空気質の

実測調査を行った。実測対象の建築は都内の

地上 14 階建て延べ床面積 20,580.88m2のオフ

ィスビルである。1 階は駐車場，エントラン

ス，2 階は受付及び会議室で構成される。ま

た，3 階から 12 階までは事務室として使用さ

れており，ほぼ同様の平面計画で構成されて

いる。3 階から 12 階までの基準階平面図を図

2-6-1 に示す。エレベータシャフト，階段室及
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びトイレがいずれも北側設けられる偏心コア

の計画となっている。北面中央にあるエレベ

ータシャフト及びコア区画の両端に設けられ

ている階段室が竪穴区画として上下階を接続

している。事務室はエレベーターホールと直

接接続されておりその境界部分に扉は設けら

れていない。 
 この建物の基準階のうち 4，5，6，8，10，
12 階において空気環境調査を行った。測定項

目は温湿度，CO2濃度，CO 濃度，PM2.5濃度

及び，空気中の粒子個数とした。温湿度，CO2

濃度，CO 濃度は IAQ Monitor（Kanomax Inc.）
を用いて計測し，30 秒周期の平均値を 5 分間

にわたり記録した。PM2.5 濃度は Dust Track
（TSI Inc.）を用いて 60 秒ごとの平均値を記

録した。また，粒子個数は Particle Counter
（Rion Co., Ltd.）を用いて 2.81 L 中の粒径別

の粒子個数を計測した。 
 上記の測定を 4，5，6，8，10，12 階におけ

る図 2-6-1 に示されるエレベーターホールと

オフィスエリアの境界部一点で実施した。ま

た実測調査は夏期（2015/8/20），中間期

（2015/10/20），冬期（2016/1/20）の 3 度にわ

たり同様に行った。 
 また，CO2 濃度は在室人数の影響を受ける

ため，10/20，1/20 の調査の際には各測定階に

おける測定時の在室人数も計測した。 
  

 
図 2-6-1 基準階平面図及び空気質計測点 

 
C. 結果及び考察 
C.1 東京都特定建築物実測データの分析 
 パターン 1) ～3) の汚染物質との 2 変数の

散布図をそれぞれ図 2-6-2～図 2-6-4，図 2-6-5
～図 2-6-7，図 2-6-8～図 2-6-10 に示す。また，

それぞれのグラフの下部に 2 変数の相関係数

を示す。ただし，粉じん濃度を表す散布図に

おける，他の値から大きく外れた値となって

いるプロットについては，外れ値として除外

した上で相関係数を算出した。 
 概して，汚染物質濃度と汚染物質濃度との

間に強い相関関係は見られなかった。しかし

ながら，パターン 2)の CO2濃度と粉じん濃度

に関してはわずかに正の相関性が見られ，特

に二酸化炭素に関して上層階での濃度が比較

的高くなる傾向を示した。 
 また，パターン 3) に関しては，いずれの

ケースにおいても負の方向の相関が見られた。

当パターンに関しては，高層ビルの中性帯付

近では上層部，下層部と比較して換気回数が

相対的に少なくなるケースが多い。そのため，

CO2 濃度などの室内に一定速度以上で発生す

る汚染源がある物質に関して，汚染物質の室

内での滞留時間が長く，局所的に濃度が高く

計測されるケースが多くある。そのため，中

性帯付近と考えられる下から 0.2～0.3 の高さ

の汚染濃度を基準として比較した場合，上層

部よりも濃度が高く計測され，負の相関が見

られたと考えられる。 
 実測対象建物の在室人数及び換気システム

等はそれぞれ異なることから，今回の分析に

より傾向の一般性を評価することは難しいが，

これらの傾向が正しいものだと仮定した場合，

他のケースにおいて強い正の相関が見られな

かった要因について以下のように考察した。 
 パターン 1) に関して正の相関が見られな

かった理由として，85 件ある建築全てに関し

て，高さのパラメータを同一の測定階の高さ

として評価したことに要因があると考えた。

基本的に高層建築内部の外部開口との境界に

おける差圧の分布は下層では負圧となり上層

では正圧となる。そのため，煙突効果が要因

となる上層階と下層階間の空気質の差異につ

いて検討する上では測定点の絶対的な高さは

重要ではなく，それぞれの軒高を基準とした

相対的な高さを用いて検討しなければならな

い。 
 また，パターン 2) に関して，CO 濃度の上

層部での濃度の増加傾向が確認されなかった

要因として，発生源の偏りが原因であると考
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えられる。CO2 及び粉じん濃度は発生速度の

違いはあるが，在室人数及び室の使用用途に

応じて建築内での汚染源は多く存在する。そ

の一方で CO は厨房及び駐車場などの強力な

汚染源からの発生による影響がある。そのた

め，建築全体での CO の発生源の分布に偏り

があるため，全体的に一貫した傾向が見られ

なかったものと考えられる。 
 

 
r = -0.1002 

図 2-6-2 測定階と CO2濃度の関係 
 

 
r = -0.10925 

図 2-6-3 測定階と CO 濃度の関係 
 

 
r = -0.00536 

図 2-6-4 測定階と粉じん濃度の関係 

 
r = 0.0569 

図 2-6-5 測定階相対高さと CO2濃度の関係 
 

 
r = -0.00889 

図 2-6-6 測定階相対高さと CO 濃度の関係 
 

 
r = 0.028046 

図 2-6-7 測定階相対高さと粉じん濃度の関

係 
 



- 47 - 
 

 
r = -0.1142 

図 2-6-8  測定階相対高さと中性帯を基準

とした CO2濃度の関係 
 

 
r = -0.23816 

図 2-6-9 測定階相対高さと中性帯を基準と

した CO 濃度の関係 
 

 
r = -0.10377 

図 2-6-10 測定階相対高さと中性帯を基準と

した粉じん濃度の関係 
 
C.2 高層事務所ビルにおける実測調査 
 10/20，1/15 の実測時の各室の在室人数を表

2-6-1 に示す。また，CO2濃度と測定階との関

係を図 2-6-11 に示す。階毎の在室人数のばら

つきはあるが，CO2 濃度と測定階との関係に

着目すると夏期，中間期，冬期ともに同様の

傾向を示した。いずれの実測結果においても，

ビルの中層付近で局所的な濃度の上昇が確認

された。その後上階に行くにつれ減少するが，

8 階以上で再度濃度上昇の傾向がみられた。 
 粒径 1.0 μm 以上の粒子の 1 m3当たりの個

数と測定階との関係を図 2-6-12 に示す。粒子

個数に関しては実測値の測定階との関係は測

定日時によりばらつきが見られたが，いずれ

のケースにおいてもビルの中層付近で局所的

な濃度の上昇が確認された。 
 PM2.5 濃度と測定階との関係を図 2-6-13 に

示す。PM2.5濃度の挙動は Particle Counter によ

り計測された粒子個数とほぼ同様の傾向を示

した。8 月の測定時点では最上階における

PM2.5濃度が局所的に大きく計測されたが，10
月における測定結果に着目すると粒子個数測

定結果と同様に 12 階における濃度は 10 階部

分よりも低く計測された。そのため 8 月の測

定時には最上階において一時的な PM2.5 濃度

の上昇があったことが予想できる。 
 3 つの計測機器により計測された結果から，

概して，上層階での汚染濃度増加の傾向が確

認された。下層階からの汚染空気の上層階へ

の移流が，上層階での汚染濃度の増加に起因

していることが予想される。また，高層ビル

の中層付近では竪穴区画と室間の差圧の正負

が入れ替わる中性帯となり，上層階，下層階

と比較して換気回数が低くなることにより

CO2 濃度，粉じん濃度が局所的に上昇したと

考えられる。 
 なお，今回実測の対象とした建物では室内

のCO2濃度を基準とした自動換気制御システ

ムが利用されている。室内の CO2濃度が一定

を上回った際には自動的に室内の換気が行わ

れる。そのため，今回計測された結果にもそ

の影響が及んでいる可能性がある。 
 



- 48 - 
 

 
表 2-6-1 実測時（10/20，1/15）の 

各室の在室人数 
the Number of People in Each Room 
Floor 20-Oct 15-Jan 

12 79 70 

10 78 77 

8 62 86 
6 76 72 

5 91 78 

4 96 87 

 
 
 

 
 

図 2-6-11 測定階と二酸化炭素濃度の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-6-12 測定階と 1m3あたりの 
粒子個数の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-6-13 測定階と粒子濃度の関係 
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D. まとめ 
 東京都の立ち入り検査時の空気環境測定結

果及び事務所ビルにおける実測調査より，煙

突効果による上層階での空気質悪化の可能性

を検討した結果，上層階での汚染濃度増加の

傾向が確認され，下層階からの汚染空気の上

層階への移流が，上層階での汚染濃度の増加

が示唆された。 
 
 
E. 参考文献 
1) 早川真，戸河里敏：煙突効果現象の解明と

各種障害への対応: 高層事務所建物の煙突効

果の研究(その 1)，日本建築学会計画系論文報

告集，第 387 号，42-52，1988 
2) 四宮直人，高田暁，牛尾智秋：高層ビル全

体の換気性状の予測に関する研究，38th 
Symposium on Human-Environment System，

33-36，2015 
3) 諏訪好英：高層建築物における煙突効果

（原因と対策技術），日本機械学会熱工学コン

ファレンス 2014 講演論文集，2014 
4) 古城雄一，諏訪好英，矢部周子：煙突効果

による隙間風の実測と換気回路網計算の比較

（その 1）竪穴の扉圧力差と風量の実測，日

本建築学会大会学術講演梗概集，677-678，
2013 
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2-7 アンケート結果と環境要素の関係 
A. 研究目的 
近年，建築物の多様化や省エネルギー対応

などより，建築物衛生法の管理基準に適合し

ない建築物が増加している 1),2)。また，微生物

や超微小粒子など建築物に関わる汚染要因も

変化してきており，監視方法や管理基準を含

めた環境衛生管理のあり方を検討する必要が

あると考えられる 3)。 
このような背景を踏まえ，本研究では，建

築物の管理者や利用者に対するアンケート調

査と室内環境の測定調査を実施し，建築物に

おける衛生的環境の維持管理の実態や，建築

物利用者の健康状態や職場環境等の実態を把

握する。そして，オフィス環境に起因すると

思われる健康障害の実態と職場環境との関連

性や，建築物利用者の健康や職場環境に影響

する可能性のある維持管理上の課題を明らか

にする。 
平成 25 年度までの厚生労働科学研究費に

よる調査では，２回（夏冬）の断面調査を実

施した。その結果，建物室内関連症状の有症

率は，1990 年代に調査された米国の大規模オ

フィスビルほどではないが，日本でも少なか

らず残っており，温湿度環境，薬品や不快臭，

ほこりや汚れ，騒音，居室の改装，温湿度や

二酸化炭素の建築物環境衛生管理基準に対す

る不適合との関係等の可能性が示唆された 4)。 
現在，建築物衛生法に基づく環境衛生管理

基準の測定及び点検は，６回／年実施するこ

ととなっている。事務所労働者の症状に関す

るリスク要因や，維持管理上の問題を明らか

にするためには，平成 25 年度までの調査で行

った２回の断面調査だけでは十分とは言えな

い。年間を通じた縦断調査が必要である。そ

こで，本調査では，調査事務所数を全国数地

点の数十件程度に絞ったうえで，２年間（２

ヶ月ごとに中間評価を実施）の前向き縦断調

査を実施する。そして，事務所に勤務する従

業員の症状に関するリスク要因と建築室内環

境における維持管理上の問題点について，よ

り高い科学的エビデンスを得る。なお，1999
年頃より，温湿度や二酸化炭素の建築物環境

衛生管理基準の不適合率が増加していること

から，相対湿度と二酸化炭素の健康等への影

響に関する近年のエビデンスの文献レビュー

を実施したので，その結果もあわせて報告す

る。 
本研究で得られた成果は，建築物における

衛生的環境を確保するうえで，今後の建築物

に必要な管理基準や監視方法等のあり方に関

する施策の立案に寄与するものである。 
 
B. 研究方法 
B.1 建築物利用者の職場環境と健康に関する

実態調査（縦断調査） 
B.1.1 研究デザイン 
自記式調査票 4)を調査対象の企業に配付し，

郵送にて回収を行った。建築物の管理者また

は事務所の責任者に対しては「建築物の維持

管理状況の調査」（管理者用調査），事務所の

従業員に対しては「職場環境と健康の調査」

（従業員用調査）を実施した。管理者用調査

では，事務所及び事務所が入居する建築物の

維持管理状況などを質問する。従業員用調査

では，職場環境と健康状態などを質問した。

また，あわせて建築物環境衛生管理の空気環

境項目（温湿度，一酸化炭素，二酸化炭素，

浮遊粉じん），揮発性有機化合物や粒子状物質

の気中濃度，真菌や細菌の気中濃度，気中や

ダスト中のエンドトキシンを測定した。 
調査票によるアンケートは 2 ヶ月に 1 回，

温湿度は連続測定，その他の項目は 4 ヶ月に

1 回の頻度で実施した。 
 
B.1.2 調査対象 
東京都と大阪市に所在する事務所用途の特

定建築物を調査対象とした。東京都の特定建

築物は多数なため，延床面積１万平方メート

ル以上の特定建築物を調査対象とした。 
調査対象の事務所を選定するにあたり，東

京都健康安全研究センタービル衛生検査係と

大阪市生活衛生課を通じた情報公開請求で得

た情報をもとに，実態調査依頼書を建築物管

理者に送付した。調査依頼は，大阪市 1543
施設，東京都 1582 施設であり，大阪市と東京

都に届け出されている全ての施設に調査依頼

書を郵送した。調査依頼書の発送は，平成 27
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年 1 月 20 日に実施した。そして，調査への協

力可能との回答が得られた事務所を訪問し，

調査に関する詳しい説明と調査への協力依頼

を個別に実施した。 
 
B.1.3 自記式調査票 
管理者用及び従業員調査票は，平成 23～25

年度の研究で使用した調査票 4)を簡略化して

使用した。従業員調査票は，米国環境保護庁
5)，米国国立労働安全衛生研究所 6)，欧州共同

研究 7)によるシックビルディング症候群の質

問票を参照し，低湿度での VDU(visual display 
unit)作業，超微小粒子，微生物汚染などの近

年懸念される諸問題や職業性ストレス 8)を考

慮した調査票とした。従業員調査票は，個人

属性，職場環境，健康状態（23 症状，15 既往

疾患歴），職場の空気環境の状態，職業性スト

レスの状態などの質問で構成されている。 
 
B2 温湿度と二酸化炭素の健康等への影響に

関する近年のエビデンス 
温湿度と二酸化炭素の環境衛生管理基準の

設定根拠に関しては，既報で報告済みである
9),10)。本研究では，その報告の概要を示した

うえで，相対湿度と二酸化炭素の健康等への

影響に関して近年の知見に関する文献検索を

行った。国立情報学研究所論文情報ナビゲー

タ（CiNii），独立行政法人科学技術振興機構

の J-Dream IIIによる科学技術関連の文献検索

（1975 年以降の文献を収載），米国国立医学

図書館の Pubmed による医学関連の文献検索

（原則として 1950 年以降の文献を収載），イ

ンターネット検索によるホームページからの

情報収集及び関連資料の入手，既存の書籍お

よび上記検索で入手した文献や資料に掲載さ

れている参考文献等を入手した。 
 
（倫理面での配慮） 
本研究のアンケート調査は，国立保健医療

科学院研究倫理審査委員会の承認（承認番号

ＮＩＰＨ－ＩＢＲＡ＃１２０７７，平成 26
年 10 月 16 日承認）を得て実施した。 
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C. 研究結果および考察 
C.1 建築物利用者の職場環境と健康に関する

実態調査（縦断調査） 
C.1.1 調査実施および単純集計結果 
東京都と大阪市に所在する事務所用途の特定

建築物を対象に，東京都と大阪市の協力のも

と，大阪市 1543 施設，東京都 1582 施設の調

査依頼を行った。その結果，東京都 5 件，大

阪市 6 件の事務所から実態調査（調査フロア

ー数24，調査対象者数648名）の協力を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 6 月から順次，アンケート調査と室

内環境の測定調査を実施した。アンケート調

査への協力が得られたのは，483 名（男性

53.4%，女性 46.6%）であった。調査実施期間

の総配布数 4520 件に対し，平成 29 年 2 月 15
日時点での回収数は 1802 件（回収率 39.9%）

であり，無効回答の 2 件を除くと有効回答数

は 1800 件（回収率 39.8%）であった。以下，

平成 29 年 2 月 15 日時点におけるデータ集計

及び解析結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017
6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

T017 1 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎
O006 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
O004 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T006 1 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎
T005 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T018 2 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T019 2 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
O008 4 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O003 3 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O005 5 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O002 3 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

建物
調査フロ
ア数

2015 2016

所在地 建物の用途 延床面積（㎡） 空調方式 喫煙対応
T017 東京都 事務所 50,000以上 中央方式 禁煙
O006 大阪市 事務所兼IT 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
O004 大阪市 事務所 5,000～10,000 個別方式 分煙（別室）
T006 東京都 事務所兼展示場 10,000～50,000 中央・個別併用 分煙（別室）
T005 東京都 事務所 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
T018 横浜市 事務所 10,000～50,000 個別方式 禁煙
T019 東京都 事務所 50,000以上 個別方式 禁煙
O008 大阪市 事務所 3,000～5,000 個別方式 禁煙
O003 大阪市 事務所 3,000～5,000 中央・個別併用 分煙（別室）
O005 大阪市 事務所 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
O002 大阪市 事務所 5,000～10,000 個別方式 禁煙

表 2-7-1 調査実施時期 
 

○：アンケート配布，温熱環境・二酸化炭素濃度の連続測定 
◎：室内空気汚染物質の測定 
 

表 2-7-2 調査建物の概要 
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C.1.2 従業員の SBS 関連症状 

SBS 関連症状としては，毎週 1～3 日また

は毎日かほとんど症状を呈し，かつ職場を離

れると良くなると回答したものとした。SBS
関連症状は，より多くの諸症状をカバーして

おり，米国環境保護庁が使用している NIOSH
の 5 つの主症状を用いた。表１－４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に米国 EPA 及び米国 NIOAH の基準による

主症状の有症率の経時変化を示す。全調査期

間を通じた有症率は，目の症状 23.1%，一般

症状 20.1%，上気道症状 12.9%，下気道症状

1.4%，皮膚症状 3.5%であった。いずれか 1
つ以上の症状を有するものは，全期間を通じ

て 37.1%であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男性 女性 合計

20代 11 (4.8%) 15 (7.2%) 26 (6.0%)

30代 34 (15.0%) 77 (37.0%) 111 (25.5%)

40代 81 (35.7%) 86 (41.3%) 167 (38.4%)

50代 81 (35.7%) 24 (11.5%) 105 (24.1%)

60代以上 20 (8.8%) 6 (2.9%) 26 (6.0%)

計 227 208 435

管理職 81 (31.6%) 26 (11.6%) 107 (22.3%)

専門職 31 (12.1%) 24 (10.7%) 55 (11.5%)

技術職 41 (16.0%) 22 (9.8%) 63 (13.1%)

営業職 22 (8.6%) 1 (0.4%) 23 (4.8%)

企画・事務職 75 (29.3%) 143 (63.8%) 218 (45.4%)

秘書・書記 0 (0.0%) 2 (0.9%) 2 (0.4%)

その他 6 (2.3%) 6 (2.7%) 12 (2.5%)

計 256 224 480

職業

項目

年齢

表 2-7-3 回答者の基本属性 
 

調査時期 フロア数 回答数 目の症状 一般症状 上気道
症状

下気道
症状

皮膚症状 全体

2015.6 24 22 28.6% 38.1% 28.6% 4.5% 4.5% 52.4%

2015.8 24 134 24.8% 19.5% 16.7% 0.7% 3.0% 42.1%

2015.1 24 349 23.9% 22.8% 12.0% 1.4% 4.0% 38.4%

2015.12 24 267 21.4% 20.2% 15.5% 1.5% 3.0% 36.1%

2016.2 24 264 25.1% 22.1% 13.4% 1.1% 3.8% 38.7%

2016.4 24 202 24.6% 19.5% 15.9% 1.0% 5.0% 39.5%

2016.6 24 207 23.6% 19.9% 9.9% 1.5% 4.3% 34.8%

2016.8 24 191 21.7% 15.9% 8.3% 1.6% 2.1% 34.5%

2016.1 24 127 19.0% 15.4% 10.0% 2.4% 1.6% 32.8%

2016.12 24 14 14.3% 7.1% 14.3% 0.0% 0.0% 21.4%

2017.2 24 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全期間 24 1786 23.1% 20.1% 12.9% 1.4% 3.5% 37.1%

表 2-7-4 SBS 関連症状の有症率（NIOSH および USEPA のクライテリア） 
 

全体：いずれか１つ以上の症状を有する 
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C.1.3 空気環境結果（連続測定データの一部

のみ抜粋） 
各調査時期における温熱および二酸化炭素

濃度の測定結果を下図に示す。データの集計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は，アンケート配布日の前後 5 日間の合計

11日間の就労時間帯（午前 9 時から午後 5時）

における連続測定データをもとに行った。 
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※PMV 計算条件 
（ヒトが感じる温冷感の指標） 
 
・風速：0.1 m/s，0.5 m/s 
・着衣量：0.8 clo 
・代謝量：1.2 met 
・平均放射温度（MRT）＝グローブ温度+2.35√
風速（グローブ温度―室温） 
 
ISO7730 における PMV の推奨値は-0.5～0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg/kg (DA) kg/kg (DA) 
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C.1.4 従業員の症状に関与する要因の解析 
職場環境に強い疑いのある SBS 関連症状

について，主症状に対して影響のある要因の

解析を行った。本調査では，反復測定による

縦断調査を実施したことや，SBS 関連症状に

影響する要因を解析することから，ロジステ

ィックリンクによる一般化線形混合モデル

（Generalized Linear Mixed Model: GLMM）に

よる解析を行った。また，反復測定による被

験者内変動には複合対称性の共分散構造を仮

定して解析を行った。なお，下気道症状と皮

膚症状は有症率が低いため解析から除外した。 
今年度の解析においては，各 SBS 関連症状

について，性別，年齢，喫煙，職種に関して

GLMM による単変量解析を実施し，その後因

子を追加した GLMM による多変量解析を実

施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モデルに投入した因子は，単変量解析で p < 
0.2 であった基本属性因子と連続測定データ

（温度，湿度，二酸化炭素，PMV，加湿量，

絶対湿度）とし，今年度の解析は各因子の影

響のスクリーニングを目的とした。詳細な解

析は次年度以降に実施する。職場環境の主観

評価，職業性ストレス，空気質測定データ，

建物要因等の他の要因の影響や，これらの要

因の関連性等についても，次年度以降に継続

して詳細な解析を実施する。以下，目の症状，

一般症状，上気道症状の結果を示す。女性の

ほうが各 SBS 関連症状のオッズ比が高かっ

た。年齢では上気道症状で若い世代になるほ

どオッズが高かった。職種では企画・事務職

のオッズ比が目の症状と上気症状で高かった。

秘書/書記はデータ数が小さいため今後の解

析ではその他に含める予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目の症状 一般症状 上気道症状

4.07 (2.74-6.05)** 2.80 (1.92-4.08)** 3.96 (2.44-6.42)**

60代以上 0.73 (0.24-2.28) 0.42 (0.13-1.34) 0.48 (0.14-1.70)

50代 0.45 (0.19-1.02) 0.48 (0.22-1.05) 0.29 (0.12-0.74)**

40代 0.83 (0.39-1.78) 0.83 (0.40-1.69) 0.42 (0.18-0.98)*

30代 0.95 (0.43-2.12) 1.01 (0.48-2.12) 0.61 (0.26-1.45)

20代 Ref. Ref. Ref.

毎日 0.87 (0.50-1.52) 0.90 (0.52-1.55) 0.81 (0.41-1.58)

時々 0.46 (0.17-1.27) 1.12 (0.47-2.68) 0.59 (0.17-2.01)

過去あり 0.60 (0.38-0.94)* 0.76 (0.49-1.19) 0.86 (0.51-1.46)

なし Ref. Ref. Ref.

その他 2.24 (0.61-8.14) 2.97 (0.85-10.4) 4.41 (0.99-19.7)
秘 書 / 書
記

13.3 (1.22-144)* 1.45 (0.11-18.6) 112 (6.87-1856)**
企 画 / 事
務

2.36 (1.42-3.90)** 2.19 (1.35-3.56)** 4.87 (2.45-9.69)**

営業 0.53 (0.16-1.76) 0.78 (0.27-2.20) 1.84 (0.46-7.31)

技術 1.04 (0.54-2.04) 0.94 (0.49-1.83) 1.52 (0.61-3.79)

専門 1.27 (0.66-2.47) 1.07 (0.55-2.10) 1.17 (0.44-3.13)

管理 Ref. Ref. Ref.

性別（女性）

年齢1)

喫煙

職種

表 2-7-5 基本属性に関する単変量解析の結果 

※ 時間（調査期間）で調整，年齢は初回アンケート回答時，オッズ比（95%CI） 
* p < 0.05, ** p < 0.01 
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目の症状と一般症状ではこれらの因子で有

意な関係はみられなかった。上気道症状では

温度の低下，相対湿度の低下，絶対湿度の低

下との間に有意な関係があった。加湿量の増

加と上気道症状との間に有意な関係があった

が，相対湿度や絶対湿度と加湿量は反比例の

関係にあることから，本質的な原因は湿度の 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低下と考えられた。冬期の相対湿度は建築物

環境衛生管理基準値の40%を下回るオフィス

が大半であったことから，冬期の湿度低下が

上気道症状のリスクを高めている原因となっ

ている可能性が考えられる。今後はこのこと

に関する詳細な解析を実施する。 
 
 
 
 
 
 

L単位 目の症状 一般症状 上気道症状

温度（期間平均値） 1℃ 1.07 (0.91-1.24) 0.98 (0.84-1.14) 0.85 (0.70-1.02)+

温度（日最大平均値） 1℃ 1.07 (0.92-1.25) 0.95 (0.82-1.11) 0.90 (0.74-1.09)

温度（日最小平均値） 1℃ 1.03 (0.92-1.15) 0.98 (0.88-1.10) 0.79 (0.65-0.96)*

温度（期間最大値） 1℃ 1.01 (0.89-1.15) 0.99 (0.88-1.13) 1.02 (0.86-1.21)

温度（期間最小値） 1℃ 1.05 (0.96-1.14) 0.96 (0.88-1.05) 0.88 (0.79-0.98)*

相対湿度（期間平均値） 10% 0.98 (0.84-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.80 (0.65-0.98)*

相対湿度（日最大平均値） 10% 0.98 (0.83-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.80 (0.66-0.99)*

相対湿度（日最小平均値） 10% 0.98 (0.84-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.79 (0.65-0.96)*

相対湿度（期間最大値） 10% 0.98 (0.83-1.16) 0.96 (0.81-1.13) 0.87 (0.70-1.08)

相対湿度（期間最小値） 10% 1.00 (0.87-1.16) 0.95 (0.82-1.09) 0.80 (0.67-0.96)*

CO2（期間平均値） 100ppm 1.01 (0.85-1.20) 0.99 (0.83-1.17) 1.16 (0.94-1.44)

CO2（日最大平均値） 100ppm 1.00 (0.87-1.15) 0.99 (0.86-1.13) 1.12 (0.96-1.33)

CO2（期間最大値） 100ppm 0.99 (0.91-1.07) 0.98 (0.91-1.07) 1.06 (0.96-1.17)

PMV風速01（期間平均値） 0.1 1.03 (0.93-1.14) 0.96 (0.87-1.06) -

PMV風速01（日最大平均値） 0.1 1.04 (0.93-1.16) 0.96 (0.86-1.07) -

PMV風速01（期間最大値） 0.1 1.03 (0.92-1.15) 0.97 (0.87-1.08) -

PMV風速05（期間平均値） 0.1 1.03 (0.94-1.12) 0.97 (0.89-1.06) -

PMV風速05（日最大平均値） 0.1 1.03 (0.94-1.13) 0.97 (0.88-1.06) -

PMV風速05（期間最大値） 0.1 1.02 (0.93-1.13) 0.97 (0.89-1.07) -

加湿量（期間平均値） 0.001 1.02 (0.97-1.07) 1.04 (0.99-1.09) 1.07 (1.00-1.13)*

加湿量（日最大平均値） 0.001 1.02 (0.97-1.07) 1.04 (0.99-1.09) 1.07 (1.00-1.13)*

加湿量（期間最大値） 0.001 1.01 (0.96-1.07) 1.03 (0.98-1.09) 1.06 (0.99-1.13)

絶対湿度（期間平均値） 0.001 1.00 (0.93-1.07) 0.97 (0.91-1.04) 0.90 (0.83-0.98)*

絶対湿度（日最大平均値） 0.001 1.00 (0.93-1.06) 0.97 (0.91-1.04) 0.91 (0.84-0.99)*

絶対湿度（期間最大値） 0.001 0.99 (0.93-1.06) 0.98 (0.91-1.04) 0.95 (0.88-1.03)

表 2-7-6 室内空気質（連続測定データ）に関する多変量解析の結果 

※ 時間（調査期間），性別，年齢，職種で調整（目の症状では喫煙を追加調整），年齢は初回アン

ケート回答時，オッズ比（95%CI），+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01，L 単位（Logistic 増加単

位） 
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表 2-7-7 諸外国における温熱環境基準 

表 2-7-8 近年のエビデンスに基づく相対湿度の推奨範囲 
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諸外国（公表年） 室内濃度の指針値 対象

ノルウェー厚生省（1999） 1000 ppm（最大値）
※ 室内空気汚染の指標

居住空間

カナダ保健省（1995） 1000 ppm
※ 換気の指標

オフィス環境

カナダ保健省（1987） 3500 ppm以下
（許容可能な長期曝露範囲）

居住空間

シンガポール環境省
（1996）

1000 ppm（8時間平均）
※ 換気の指標

空調設備を有するオフィス
ビル

中国香港特別行政区
（2003）

最良質：800 ppm（8時間平均）
良 質：1000 ppm（8時間平均）

機械換気や空調設備を有す
る建物や閉鎖空間

中国環境保護総局
（2002）

1000 ppm（24時間平均） 住宅とオフィス

韓国環境部（2003） 1000 ppm 大規模店舗、医療機関等

台湾環境保護庁（2012） 1000 ppm（8時間平均）

二酸化炭素濃度 健康と衛生上の評価 留意点

1000 ppm以下 無害（harmless）とみなされる 処置の必要なし

1000～2000 ppm 有害性が上昇する（elevated） 換気状況の確認と改善（外気導
入量や換気効率の増加等）

2000 ppm以上 許容できない（unacceptable） 必要に応じて追加措置を試みる

室内と大気のCO2
の濃度差

既往の疫学及び毒性学的研究より 職業曝露限界値
（VLEP）

d CO2:400ppm以下

優れたIAQ

d CO2:
400-600ppm
平均レベルのIAQ

850ppm以上
d CO2 450ppm以上
SBS症状が増加

d CO2:
600-1000ppm
中程度IAQ

1000ppm以上
d CO2 600ppm以上
・学校の子どもの喘息関連
症状の増悪
・数時間で成人の精神運
動機能（意思決定や問題
解決）への影響

d CO2:
1000ppm超
低レベルのIAQ

5000ppm以上
ﾌﾗﾝｽや諸外国の8時
間平均値（ACGIH, 
NIOSH, OSHA等）

10000ppm以上
中程度の身体負荷の健康な
成人における呼吸性アシ
ドーシス※出現（30分曝露）

10000-30000ppm
諸外国の短時間曝露
限界値（同上）

(Simoni et al 2010)

(Erdmann and Apte 2004)

(Wargocki et al 2000)

(Satish et al 2012)

(DFG 2012)
※肺でガス交換が低下し体内にCO2が滞留、血液脳関門を

通じて急速に拡散する。急性では頭痛、錯乱嗜眠等、緩徐
では記憶喪失、睡眠障害、日中の過度な眠気等を生じる。

10000ppmに22日曝露した成人
で代謝性侵襲（血中Caや尿中燐
濃度の低下）(Gray et al 1950)

追加

表 2-7-9 諸外国における二酸化炭素濃度の室内空気質ガイドライン 

表 2-7-10 ドイツ連邦環境庁による室内空気の二酸化炭素濃度のガイダンス値 

表 2-7-11 二酸化炭素濃度と健康等への影響（ANSES 2013 に追加・加筆） 
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CO2 濃度 生理変化 精神運動機能 症状 室内基準等

500 ppm以上
pCO2, 心拍数, 心拍変動,
血圧, 末梢血液循環

700 ppm以上でシックビ
ルディング症候の症状

1,000以上 認識能力（意思決定, 問
題解決）

学童の喘息症状の増悪 居住空間における室内空
気質指針値

5,000 以上
労働環境基準（8時間加
重平均値TAW）

10,000 以上

呼吸数増加, 呼吸性アシ
ドーシス, 代謝性侵襲
（血中Caや尿中燐濃度
の低下）, 脳血流増加, 分
時換気量増加

50,000 以上 めまい, 頭痛, 混乱, 呼吸
困難

100,000 以上
激しい呼吸困難に続き,
嘔吐, 失見当, 高血圧, 意
識消失

労働環境基準（短時間限
界値STEL）

表 2-7-12 二酸化炭素濃度と健康等への影響のまとめ 

・血液の pH 低下や CO2 増加は，ヘモグロビンから酸素を離れやすくする 
・血液中の CO2 増加では炭酸脱水酵素の働きで水素イオンと重炭酸イオンを生成 
 

図 2-7-1 温湿度とインフルエンザウイルス感染 
（モルモットの実験より, Lowen 2007） 
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D. 総括 
建築物利用者の職場環境と健康に関する実

態調査については，東京都と大阪市に所在す

る事務所用途の特定建築物を対象に，東京都

５件，大阪市６件の事務所から協力（調査フ

ロアー数 24，調査対象者数約 648 名）を得た

うえで，平成 27 年 6 月から平成 29 年 2 月ま

でアンケート調査と室内環境の実測調査に関

する縦断調査を実施した。その結果，上気道

症状では温度の低下，相対湿度の低下，絶対

湿度の低下との間に有意な関係がみられた。

冬期の相対湿度は建築物環境衛生管理基準値

の40%を下回るオフィスが大半であったこと

から，冬期の湿度低下が上気道症状のリスク

を高めている原因となっている可能性が考え

られた。解析途上にある室内空気汚染物質等

の他の室内空気質因子を含め，今後はさらに

詳細な解析を実施する。 
相対湿度と二酸化炭素の健康等への影響に

関する近年のエビデンスをレビューした結果，

低湿度におけるインフルエンザウイルスの活

性，高湿度におけるカビやダニなどの微生物

の増殖，低湿度におけるアレルギーや粘膜刺

激症状の増悪，低湿度におけるヒトでの静電

気ショック，低湿度における SBS 症状のリス

クの増大等の相対湿度の健康等への影響に関

する近年の複数のエビデンスは，現在の環境

衛生管理基準である 40%～70%が適正な範囲

であることを示していた。 
二酸化炭素に関する近年の複数のエビデン

スが，1000ppm 程度の低濃度域における二酸

化炭素濃度の上昇と生理学的変化（二酸化炭

素分圧，心拍数等）及びシックビルディング

症候群（SBS）関連症状との関係を示してい

る。 
生理学的変化は二酸化炭素によるものと考

えられるが，SBS 症状については二酸化炭素

によるものか，他の汚染物質との混合曝露に

よるものかはさらなる検証が必要（特に長期

間曝露の影響）ではあるが，建物内の二酸化

炭素の室内濃度を 1000ppm 以下の低濃度に

抑えることで，これらの健康影響を防止でき

る。 
近年，1000ppm 程度の低濃度の二酸化炭素

そのものによる労働生産性（意思決定能力や

問題解決能力）への影響が示唆されており，

今後のさらなる検証が求められる。 
1999 年頃から温湿度や二酸化炭素の建築

物環境衛生管理基準の不適率が増加している

が，これらの増加が生じている原因として，

省エネルギー対応が関わっているとの報告が

ある。具体的な例としては，空調機や換気設

備の誤った使用方法による外気の導入不足，

加湿器や空調機や換気設備のメンテナンス不

良など，空気調和設備の維持管理に関わる問

題が主な原因としてあげられている 57),58)。従

って，これらの維持管理に関わる問題に対す

るさらなる対応が必要と考えられる。 
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研究要旨 
近年、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下、建築物衛生法）の特定建築物に

おける建築物環境衛生管理基準を満足しない割合（以下、不適率）の改善が進まないなど、懸念

される状況が続き、維持管理手法、環境監視方法・体制などの環境衛生管理のあり方が問われて

いる。建築物衛生法は建築物の衛生担保を、実施業者の装備や体制の整備、衛生管理技術者によ

る監督指導、権原者の環境測定・報告、保健所等による行政監視など、重層的な管理により図っ

ている。 
特定建築物における空気環境の不適率の上昇傾向の機序を明らかにするために、H26～28 まで

3 年間，特定建築物の実測調査・統計データ解析・在室者アンケート・自治体アンケートなどを

行ってきた。現状把握は衛生管理基準への適合状況（不適率）をターゲットとし、複数の資料を

参照しながら、経年変化、地域性について要因分析を行ってきた。 
また、事務所用途の特定建築物を対象に、実態調査と執務者の健康影響調査を併せて行い、被

害状況に関する資料を収集した。管理項目である温度、湿度、気流、浮遊粉じん、CO、CO2、ホ

ルムアルデヒドに加え、エンドトキシン、PM2.5 、PMV など新たな項目候補を加えた調査法改

善の試行、行政実務者へのアンケートなどとりまぜて情報を収集するとともに、換気・乾燥の機

序等についても検討した。 
明らかとなったこれら成果に基づき、知見を総合してこれからの監視手法のあり方及び、上記

の多様な課題に対処するには、建築物衛生法に係る環境衛生管理（監視・指導・啓発・審査・立

入り）規定の見直しと行政監視体制の整備、並びに人材開発の推進をについて提案した。 

 
研究協力者 
柳 宇   工学院大学建築学部 

 東 賢一  近畿大学 
鍵 直樹  東京工業大学大学院 
金 勲   国立保健医療科学院 
奥村龍一 東京都健康安全研究センター 
河野彰宏 大阪市役所生活衛生課 

 
3．建築物衛生管理の監視手法のあり方の提案 
3-1 空気調和設備に関する法整備のあり方

に関する検討 
A. 研究目的 
 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律（建築物衛生法）による建築物環境衛生

管理基準の不適合の割合(不適合率)は，過去

約 10 年以上，温度，相対湿度，二酸化炭素濃

度について上昇し続けている。特に相対湿度

不適合率は，おおよそ 25%から 50%近くにま

で上昇しており，その不適合率は他の管理基

準と比べてもはるかに高い 1)。 
  その背景として，加湿器の容量・性能不足

や運用・維持管理の不備による問題とともに，

建築時における加湿器の設置に関する問題が

あると考えられる。建築物衛生法では，空調

設備を空気調和設備と機械換気設備として規

定されている。その中で，空気調和設備は温

度・湿度の調整ができるものとしているが，

パッケージエアコンなどは，温度調整及び除
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湿ができたとしても，加湿ができないため機

械換気設備を有する建築物として分類される

と解釈することもできる。 
 また，機械換気設備についても空気を浄化

するとあるが，対象とする汚染物質がガス状

物質，浮遊粉じんによっても，設備が異なっ

てくる。この様な実態と法律の乖離が，加湿

器整備，環境衛生監視・指導の妨げとなって

いる可能性が考えられる。 
 平成 26 年度建築物環境衛生管理及び管理

基準の今後のあり方に関する研究においては，

相対湿度不適合率の改善のための空気調和設

備のあり方と保健所の指導のあり方を検討す

るために，全国の保健所の建築物衛生担当者

に対して加湿装置及び機械換気設備の解釈に

関するアンケート調査を行った。 
 本研究では，このアンケート調査の自由記

載をもとに，空気調和設備に関係する法律，

建築物衛生法，建築基準法，労働安全衛生法

事務所衛生基準規則に記載されている事項の

比較を行い，法整備のあり方について検討を

行う。 
 
B. 方法 
 平成 26 年度建築物環境衛生管理及び管理

基準の今後のあり方に関する研究において行

った，相対湿度不適合率の改善のための空気

調和設備のあり方と保健所の指導のあり方の

アンケート調査の自由記載例を元に，法整備

について検討を行った。 
 このアンケート調査は，全国 495 件の全て

の保健所に，特定建築物に対する指導や管理

等の現況について，組織を代表して建築物衛

生の担当者１名に自記式調査票に記入してい

ただき，郵送により回収した。355 件（回収

率 71.7%）から回答を得たが，自治体を代表

して回答したものも含まれていたものである。

調査票では，空気調和設備や機械換気設備に

関する保健所の指導状況，加湿器の設置に関

する保健所の指導状況，相対湿度の測定及び

報告に関する保健所の状況等を選択式の質問

をし，コメントも頂いている。 
 
 

C. 空気調和設備の法整備に関する課題 
C.1 アンケートの自由記載 
 上述のアンケートにおいて収集した自由記

載について，加湿に関する問題点，法整備に

関する課題について，下記のように取りまと

めて抽出した。 
 
＜加湿に関する課題＞ 

・ 加湿により結露の問題がある。 
・ 建築確認申請時の段階で加湿器の対応を

行うべき。 
・ 加湿装置の増設は困難で，指導に限界が

ある。 
・ 用途により，加湿のニーズが異なる。例

えば店舗によっては，加湿を嫌う製品も

ある。 
・ ポータブルの加湿器の設置を指導してい

る。 
・ ポータブルの加湿器の維持管理が困難で

ある。 
・ 加湿に対する意識が低い。インフルエン

ザ感染防止などのエビデンスを明確に打

ち出すべき。 
・ 加湿装置におけるレジオネラ対策の指針

が必要。 
・ 加湿装置の性能不足の問題や点検・清掃

が困難な構造がある。 
・ 冬期においても冷房運転により，加湿装

置が作動できない。 
 
 加湿に関する重要性は認識しているものの，

周知することが困難であることが読み取れ，

説得力のあるエビデンスの必要性があること

が分かった。更に加湿により結露の発生が顕

著になることから，加湿を積極的に行うこと

ができないことも，加湿を積極的に行えない

要因である。これには，加湿だけではなく，

建物構造上の断熱性を上げるなど，建物全体

での対策が必要となってくる。その他には加

湿の不適合の原因として挙げられる，加湿器

の容量不足，冬期においても冷房運転となり

加湿器が作動しないなど，一般的な項目につ

いても抽出できた。 
 卓上加湿器の使用については，先のアンケ
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ートでは，図 3-1-1 に示すように卓上加湿器

の取り扱いについて示すが，多くが維持管理

の困難さ，構造上の設備ではないこと，能力

の観点から加湿装置とはしてないが，応急措

置として，また基準値適合のため設置を推奨

しているところもあった。ただし，維持管理

の問題があり，適切な維持管理方法がなけれ

ば，レジオネラ属菌の繁殖など問題が発生す

る可能性がある。指導の現場においては，湿

度低下に関する健康リスクが少ないこと，新

規設置などについてはコストがかかること，

加湿器を設置しても適合するとは限らないな

ど，指導に苦慮していることが伺えた。 
 

 
図 3-1-1 卓上加湿器を加湿器として認める

か 
 
＜法整備に関する課題＞ 

・ 湿度 40%に維持できないことが多い。基

準ではなく目標値としてはどうか。 
・ 湿度に関しては，用途に応じた基準があ

ってもよいのでは。 
・ 建築基準法では，加湿器の設置の義務づ

けていないのが問題。構造基準とすべき。

適切な容量の加湿器の設置と管理を義務

づける。 
・ 建築物衛生管理技術者により強い権限を

持たせる。 
・ ガイドライン等で加湿器の選定指針を示

して貰いたい。加湿器選定に関する専門

的知識の研修会等を開催する。 
・ 国土交通省の建築設計基準として，外気

条件：2℃，30％，室内条件：22℃，40%
の見直し。 

 
 

 加湿器の適切な設置に関しては，建築確認

申請時の図面審査を活用することが考えられ

る。先のアンケートによると，図 3-1-2 に示

すように建築確認申請時の図面審査の実施に

ついては，1/3 程度の実施に留まっている。

また審査においては，加湿器設置を半数以上

は指導を行っている状況であった。指導の目

的としては，健康影響への配慮，基準値遵守

のためとあり，指導しない理由として，加湿

器の設置が義務づけられていない，レジオネ

ラ属菌のリスクなどと，法律上及び維持管理

上の問題点が挙げられた。 
 

 
図 3-1-2 図面審査の有無 

 
 湿度の基準値については，40%の緩和や目

標値として運用しては，との意見もあること，

家電販売店など湿度を嫌う用途などあること

から，用途に応じて基準を設けるべきなどの

意見があった。加湿器を設置していない特定

建築物もあることから，構造基準として設置

を義務づけるべきとの意見もあった。 
 設計段階においては，国土交通省の建築設

計基準について，標準外気条件：2℃，30％，

室内条件：22℃，40%があるが，実際には室

内温度が高い温度で運用されていることから，

結果的に相対湿度が低くなっていること，都

心での乾燥化など，設計時において加湿器の

容量がそもそも不足していることが挙げられ

ていた。更には，建築物衛生管理技術者の権

限の強化により，運用において改善を試みる

手法の提案があった。 
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C.2 法整備に関する課題 
 下記に建築基準法，建築物衛生法，労働安

全衛生法事務所衛生基準規則において，建物

の機械換気設備，空気調和設備に関する記述

について抜き出した。 
 
＜建築基準法施行令＞ 

（換気設備の技術的基準） 
第二十条の二 
ロ 機械換気設備（中央管理方式の空気調和

設備（空気を浄化し，その温度，湿度及び流

量を調節して供給（排出を含む。）をすること

ができる設備をいう。）を除く。以下同じ。）

にあつては，第百二十九条の二の六第二項の

規定によるほか，次に定める構造とすること。 
第百二十九条の二の六第二項 
２  建築物に設ける機械換気設備は，次に定

める構造としなければならない。 
一  換気上有効な給気機及び排気機，換気上

有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給

気口及び排気機を有すること。 
二  給気口及び排気口の位置及び構造は，当

該居室内の人が通常活動することが想定され

る空間における空気の分布を均等にし，かつ，

著しく局部的な空気の流れを生じないように

すること。 
三  給気機の外気取り入れ口並びに直接外

気に開放された給気口及び排気口には，雨水

又はねずみ，虫，ほこりその他衛生上有害な

ものを防ぐための設備をすること。 
四  直接外気に開放された給気口又は排気

口に換気扇を設ける場合には，外気の流れに

よつて著しく換気能力が低下しない構造とす

ること。 
五  風道は，空気を汚染するおそれのない材

料で造ること。 
 
（換気設備の技術的基準） 
第二十条の二 
中央管理方式の空気調和設備にあつては，第

百二十九条の二の六第三項の規定によるほ

か，衛生上有効な換気を確保することができ

るものとして国土交通大臣が定めた構造方法

を用いる構造とすること。 

第百二十九条の二の六第三項 
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備

は，前項に定める構造とするほか，国土交通

大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲

げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる

基準（浮遊粉じん，一酸化炭素，炭酸ガス，

温度，相対湿度，気流）に適合するように空

気を浄化し，その温度，湿度又は流量を調節

して供給することができる性能を有し，かつ，

安全上，防火上及び衛生上支障がない構造と

して国土交通大臣が定めた構造方法を用いる

ものとしなければならない。 
 
＜建築物における衛生的環境の確保に関する

法律施行令＞ 

（建築物環境衛生管理基準） 
第二条 
ロ 機械換気設備（空気を浄化し，その流量

を調節して供給をすることができる設備をい

う。）を設けている場合は，厚生労働省令で定

めるところにより，居室におけるイの表の第

一号から第三号まで，第六号及び第七号の上

欄に掲げる事項（浮遊粉じんの量，一酸化炭

素の含有率，二酸化炭素の含有率，気流，ホ

ルムアルデヒドの量）がおおむね当該各号の

下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄

化し，その流量を調節して供給をすること。 
 
（建築物環境衛生管理基準） 
第二条 
イ 空気調和設備（空気を浄化し，その温度，

湿度及び流量を調節して供給（排出を含む。

以下この号において同じ。）をすることができ

る設備をいう。）を設けている場合は，厚生労

働省令で定めるところにより，居室における

次の表の各号の上欄に掲げる事項（衛生管理

基準 7 項目）がおおむね当該各号の下欄に掲

げる基準に適合するように空気を浄化し，そ

の温度，湿度又は流量を調節して供給をする

こと。 
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＜事務所衛生基準規則＞ 

（空気調和設備等による調整） 
第五条  事業者は，空気調和設備（空気を浄

化し，その温度，湿度及び流量を調節して供

給することができる設備をいう。以下同じ。）

又は機械換気設備（空気を浄化し，その流量

を調節して供給することができる設備をい

う。以下同じ。）を設けている場合は，室に供

給される空気が，次の各号に適合するように，

当該設備を調整しなければならない。 
一  浮遊粉じん量（一気圧，温度二十五度と

した場合の当該空気一立方メートル中に含ま

れる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。）が，

〇・一五ミリグラム以下であること。 
二  当該空気中に占める一酸化炭素及び二

酸化炭素の含有率が，それぞれ百万分の十以

下（外気が汚染されているために，一酸化炭

素の含有率が百万分の十以下の空気を供給す

ることが困難な場合は，百万分の二十以下）

及び百万分の千以下であること。 
三  ホルムアルデヒドの量（一気圧，温度二

十五度とした場合の当該空気一立方メートル

中に含まれるホルムアルデヒドの重量をい

う。以下同じ。）が，〇・一ミリグラム以下で

あること。 
 
附 則 （平成一六年三月三〇日厚生労働省

令第七〇号）  
２  この省令の施行の際現に中央管理方式

以外の空気調和設備又は機械換気設備を設け

ている室については，当分の間，第一条によ

る改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項

第一号の規定は，適用しない。 
（空気調和設備等による調整） 
第五条  事業者は，空気調和設備（空気を浄

化し，その温度，湿度及び流量を調節して供

給することができる設備をいう。以下同じ。）

又は機械換気設備（空気を浄化し，その流量

を調節して供給することができる設備をい

う。以下同じ。）を設けている場合は，室に供

給される空気が，次の各号に適合するように，

当該設備を調整しなければならない 
 
 

 建築基準法と建築物衛生法においては，機

械換気設備と空気調和設備については概ね同

様の記述であるが，建築基準法においては，

中央管理方式の空気調和設備のみを対象とし

ている書き方であるのに対し，建築物衛生法

では，中央管理方式の限定は撤廃されている

ため，個別空気調和設備への考慮が行われて

いない。また，両法律ともに，空気調和設備

について空気を浄化し，その温度，湿度又は

流量を調節して供給することができる性能を

有することと述べられており，建築物衛生法

と同様である（ただし，建築基準法には空気

を浄化する項目として，ホルムアルデヒドは

述べられてない）。しかし，加湿することを意

図した湿度を調整するための加湿器を設置に

関する記述がされていないことから，加湿器

の扱いが曖昧になっていることが考えられる。 
 なお，先のアンケートによると図 3-1-3 及

び図 3-1-4 に示すように，加湿装置がない場

合，機械換気としている割合は 2/3 程度であ

り，法令の解釈通りに行っているということ

であった。しかし，空気調和設備と分類する

際には，加湿機能がなくとも，その他の項目

の調整が可能なこと，法令に加湿器設置義務

がないことなどの理由で，判断が分かれてい

た。また，エアコンについては，半数以上で

空気調和設備とは分類しておらず，温度調整

及び除湿のみのでは空気調和とは判断してい

ないものの，設備の状況により判断している

ようであった。 
 
 

 
図 3-1-3 加湿装置のない設備の分類 
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図 3-1-4 パッケージエアコンなど加湿装置

のない設備の分類 
 

 一方機械換気設備については，両法律共に

空気を浄化することと記述されているものの，

換気により二酸化炭素や一酸化炭素などのガ

ス状物質を外気を導入して希釈して浄化する

ことか，浮遊粉じんなどエアフィルタを設け

て除去することを想定しているのかが不明で

ある。 
 図 3-1-5 に第 3 種換気設備のようなエアフ

ィルタのない換気扇について，機械換気と認

めているかについてのアンケート結果を示す。

半数以上が機械換気設備と認めており，認め

る理由として，CO, CO2については適合可能

なため， 機械換気設備にエアフィルタを規定

していないため，浄化に対し具体的な定めが

ない，浮遊粉じんが超過する可能性が低いた

め，という回答があった。また，認めない理

由として，浮遊粉じんの制御ができないため，

という回答もあった。 
 機械換気設備に関しても，エアフィルタを

有するものとないものについて，判断が分か

れていることが，法律の規定に曖昧さがある

ことに関係していると考えられる。 
  

 
図 3-1-5 エアフィルタのない換気扇を機械

換気設備と認めるか 

  
 事務所衛生基準規則においては，両法律と

同様に機械換気設備と空気調和設備に分類し，

浄化には，浮遊粉じん，一酸化炭素，二酸化

炭素，ホルムアルデヒドの 4 項目を示してい

る。また，建築物衛生法が個別空調方式に対

応したことから，中央管理方式以外の空気調

和設備又は機械換気設備についても，言及さ

れている。しかしながら，上記の空気環境項

目に基準については，建築物衛生法が室の代

表点での環境測定を意図しているのに対し，

事務所衛生基準規則においては，室に供給さ

れる空気を対象としている。例えば換気設備

の吹出口の空気質が上記の通りとすれば，外

気の濃度のみを規定していることとなり，室

内の発生量に応じた換気量の確保は望めない

ことから，空気環境の基準値を満足すること

ができない可能性があり，表現の問題がみら

れる。 
 
D.まとめ 
 本調査では，保健所環境衛生監視員を対象

とした建築物衛生法に係わる設備の設置指導

についてアンケート調査の自由記載をもとに，

空気調和設備に関係する法律，建築物衛生法，

建築基準法，労働安全衛生法事務所衛生基準

規則に記載されている事項の比較を行い，法

整備のあり方について検討を行った。 
自由記載の中から，湿度の意識を高めるこ

と，結露や加湿のポイントなどを周知するこ

とが必要であることの意見があり，用途毎の

基準値の設定，構造的に加湿器の設置を義務

化すること，設計段階の標準条件の見直しな

どの意見があった。いずれにせよ，設置及び

運用に関する適切なマニュアルなどの対応が

効果的であると考えられる。 
また，建築物衛生法，建築基準法，労働安

全衛生法事務所衛生基準規則の違いを検討し

た結果，建築基準法においては，個別空調方

式の記載がないことと共に，湿度を調整する

ための加湿器の記載，浄化のためのエアフィ

ルタの設置など曖昧な部分がある。また，事

務所衛生基準規則においては，空気の基準と

して供給空気を対象としており，建築基準法
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及び建築物衛生法に規定している室空気とは

異なる記述となっていた。これらを統一して

整理すること，可能ならば設備の設置にまで

踏み込めれば，基準値の不適合率の改善に効

果があるものと考えられる。 
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1) 東賢一，池田耕一，大澤元毅，鍵直樹，柳
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生環境とその維持管理に関する調査解析，空

気調和・衛生工学会論文集，No.179，pp.19-26，
2012.2 
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3-2 温湿度と二酸化炭素の健康等への影響

に関する近年のエビデンス 
3-2-1 温湿度の基準値設定の根拠 1),2) 
ビル内における人体の環境諸要素の基準を

提示する場合，事務所内においても，知的作

業，軽作業，筋肉作業など，作業の種類と強

度による差があり，男女差もある。従って，

ビル内の環境を対象とする場合，他の広範な

作業強度についての基準を参照とすることに

より，狭い目的に対して，作業者のために的

確な環境条件を設定し，維持するべきである。

そこで，「ビルディングの環境衛生基準に関す

る研究」3)では，当時得られた知見（石川，

阿久津，三浦，平山，真許，Yaglou など）に

基づいて，床上 75cm における温度の許容限

度として，冬季で最小 17℃，夏季で最大 28℃
が提案されている。 
また，1971 年に作成された厚生大臣指定建

築物環境衛生管理技術者講習会テキスト 4)に

以下の記述がある。「人体の温度調節機能は

5℃~7℃が限界といわれていること，外気温

度を無視した冷房により，神経痛，腰痛，腹

痛，胃腸障害，下痢，風邪，月経障害などの

いわゆる冷房病，また過度の暖房により呼吸

器系疾患に罹患することなど，さらに，季節

により快適温度が異なることなどを考慮し，

冬季には 17~23℃，夏季には 21~28℃に保つ

ことが良いともいわれているが，夏季に暖房，

冬季に冷房を要するような特殊な場合もある

ので慎重な配慮が必要である。」また，1971
年厚生省大臣官房総務課の古賀章介氏による

建築物衛生法の解説によると，居室の温度を

外気より低くする場合の許容しうる温度差を

7℃以内として運用することが明記されてい

る。従って，温度の建築物環境衛生管理基準

の設定にあたっては，季節を問わず通年の上

限および下限として「17℃以上 28℃以下」を

採用し，「居室における温度を外気の温度より

低くする場合は，その差を著しくしないこと。」

が付記されたと考えられる。 
 
3-2-2 相対湿度の基準値設定の根拠 1),2) 
多湿であると人体に対して種々の障害が起

こりうるが，多くは低温が原因で多湿となっ

ている。また，乾燥し過ぎの場合は咽喉の粘

膜を痛めて障害を起こしやすくなる。室内の

絶対湿度（水蒸気圧）が一定であれば，相対

湿度は気温の上昇や下降にともない乾燥や多

湿の方向へと変化するので気温が問題である。

鉄筋コンクリート造の地下室や倉庫など固体

表面が低温の場合は，その付近では低温多湿

となる。これらのことを踏まえ，「ビルディン

グの環境衛生基準に関する研究」3)では，許

容限度の例として，1951 年 3 月発行の DIN 
1946 Versammlungsräumen（会議区域の換気シ

ステムに関する基準）から冬の最低限度35%，

夏の最高限度 70%をあげている。そして，乾

燥し過ぎの場合は咽喉の粘膜を痛めて障害を

起こしやすくなることから，55~70%（人体に

対し夏は少湿，冬は多湿が望ましい）を相対

湿度の推奨値として提案している。 
相対湿度の環境衛生管理基準（40～70%）

では，この上限値がそのまま採用されている

が，下限値は異なっている。建築物衛生法施

行令が公布された 1970 年以前に相対湿度と

各種ウイルスの死滅率や感染価等との関連性

が報告されている。これらの研究によると，

インフルエンザウイルスの死滅率は低湿度で

低く，相対湿度の下限値は40%と判断できる。

従って，これらの研究結果をもとに，相対湿

度の下限値として40%が採用されたと考えら

れる。 
 
3-2-3 二酸化炭素の基準値設定の根拠 1),2) 

1971 年に作成された建築物環境衛生管理

技術者講習会テキスト 4)において以下の記述

がある，「二酸化炭素濃度は，空気清浄度の１

つの指標として，従来より測定されており，

また居室では，人の呼気，喫煙，炊事，また

調理等により，影響を受けやすい。二酸化炭

素自体は，少量であれば人体に有害ではない

が，1000ppm を超えると倦怠感，頭痛，耳鳴

り，息苦しさ等の症状を訴えるものが多くな

り，フリッカー値の低下も著しいこと等によ

り定められたものである。」 
1968 年に世界保健機関（WHO）が公表し

た「住居の衛生基準に対する生理学的基礎」
13)では，二酸化炭素の基準について次の記載
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がある。「最近まで地上の炭酸ガス（二酸化炭

素）の作用の研究に 2 つの判定が用いられて

いた。その第 1 は，生理学的研究によると，

0.5%（5000ppm）以上の濃度になると，炭酸

ガスは呼吸数をガス交換に必要なレベル以上

に増加させ，呼吸系統に付加的な重荷を負わ

せる。第 2 は 1881 年に Pettenkofer と Flügge
は 0.07~0.1%（700～1000ppm）を炭酸ガスの

許容濃度とみなすと提言した。第 2 の数値は

生理学的な基礎を持っていないが，これは家

庭内の空気の汚染の間接的な指標としてかな

り実際的な数値であると認められた。はなは

だ最近まで，この値は室の中の空気の更新に

必要な速度を計算するのに用いられたし，ま

た，室内の空気の質を評価して，換気系統の

能率を判定するのに用いられてきた。」また，

WHO の報告書では，1964 年に Eliseeva が発

表した研究を引用し，0.1%（1000ppm）の炭

酸ガスの吸入実験によって，呼吸，循環器系，

大脳の電気活動に変化がみられたと報告して

いる。 
従って，二酸化炭素の建築物環境衛生管理

基準の設定にあたっては，WHO の報告書で

指摘された二酸化炭素の判定基準を踏まえ，

さらに 1000ppm を超過した際の二酸化炭素

による健康影響を考慮し，管理基準を

1000ppm に設定したと考えられる。 
 
3-2-4 温湿度に関する諸外国の基準 1),2) 
温熱快適性は，着衣量や活動量によって最

適温度範囲が異なるため，季節や活動状況に

応じた適正な温度範囲がある。そこで，夏季

の冷房時と冬季の暖房時で基準を分けている

諸外国が散見された。以下にその例を示す。 
米国保健省は，公衆衛生サービス施設に関

する温熱環境基準をマニュアルとして定めて

いる。このマニュアルによると，就業時間中

に維持すべき夏季の冷房温度は 21.1～26.7°C
（70～80°F）であり，冷房装置の調節温度は

25.6～26.7°C（78～80°F）に設定すべきとし

ている。また，同様に冬季の暖房温度は 18.3
～20.0°C（65～68°F）に維持すべきであり，

非就業時間中は 12.8°C（55°F）未満に設定す

べきとしている。 

米国労働省の労働安全衛生局は，当局の技

術マニュアルにおいて，オフィスにおける温

湿度のガイドラインを勧告している。このマ

ニュアルによると，湿度の制御範囲は 20～
60%，温度の制御範囲は20～24.4°C（68～76 °F）
を勧告している。ただしこの数値は規制値で

はない。 
カナダ労働安全衛生センターが労働環境に

おけるガイドラインを勧告している。温度に

ついて，一般的には 21～23°C （69～73°F）
の範囲内に維持することが推奨されるが，夏

季に外気温度がこの範囲よりも高い時は，屋

外と外気の間の温度差を最小限にするために，

少しばかり高い温度に空調することが望まし

いとしている。 
カナダ規格協会は，オフィス環境における

温湿度の規格 CSA Z412-00 を作成している。

およそ80%の人々が快適感を示す温度範囲と

して，夏季では相対湿度 30%で 24.5～28°C，
同 60%で 23～25.5°C，冬季では相対湿度 30%
で 20.5～25.5°C，同 60%で 20～24°C と規定し

ている。夏季は薄いズボンに半袖シャツ，冬

季は分厚いズボンに長袖のシャツが着衣の前

提条件となる。カナダ学術研究会議がこの規

格を推奨している。 
イギリス健康安全局が職場の温熱快適性に

関する指針を公表している。この指針の対象

は，店舗，オフィス，工場，実験場などの一

般的な室内環境である。加熱や冷却が強制的

に行われている鋳造所，ガラス工場，冷蔵室

など，製紙工場やクリーニング工場などの高

湿度の職場，作業上特殊な保護衣を着用しな

ければならない職場は対象外である。この指

針によると，イギリスの大半の国民が許容可

能な温熱快適性の範囲は，13°C（活動量の多

い職場）～30°C（デスクワーク中心の職場）

としている。 
中国では，国家環境保護総局や衛生部等の

行政機関が共同で室内空気質基準（GB／

T18883-2002）を 2002 年に公布している。こ

の基準は住宅とオフィスの室内空気質に対す

る評価に適用され，夏の空調時は室温 22～
28°C で相対湿度 40～80%，冬の暖房時は室温

16～24°C で相対湿度 30～60%としている。 
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ニュージーランドでは，労働省がオフィス

における温熱環境基準を規定している。デス

クワーク中心の職場では夏季が室温 19～
24°C で冬季が室温 18～22°C，活動量の多い

職場では夏季が室温 16～21°C で冬季が室温

16～19°C，相対湿度はいずれの職場でも 40
～80%としている。 
その他，オーストラリア，フィンランド，

香港特別行政区，シンガポールでも温熱環境

のガイドライン等が作成されている。 
諸外国における温熱環境基準を表 3-2-1 に

示す。 
 
3-2-5 相対湿度による健康等への影響に 
関する近年のエビデンス 
既報において，建築物の中で居住者の健康

に影響する因子として，ウイルス感染，ダニ

やカビによる微生物汚染，アレルギー症状，

静電気，粘膜（目，鼻，喉）や皮膚への影響

を総合的に文献レビューし，相対湿度の最適

推奨範囲としては，40～70%が妥当であると

報告した 1),2)。さらに文献レビューを行った結

果，近年の日本における疫学研究 6),7)からも，

40%以上の相対湿度が必要であることが報告

されている。これらのエビデンスをまとめる

と，推奨範囲は表 3-2-2 にように 40～70%に

まとめることができる。以下に近年のエビデ

ンスを概説する。 
Sohaffer らは，エアロゾル化した A 型イン

フルエンザウイルスは低湿度で最も安定で，

中湿度では最も不安定，高湿度ではその中間

であり，ウイルスの不活性化率が最も高い相

対湿度は，培養細胞によって異なり約 40～
60%の範囲であったと報告している 8)。近年

では中山らが，感染患者から 1 回に排出され

る飛沫中のインフルエンザウイルスを 3 時間

で不活化するには，18℃で 50~60%RH，26℃
で 55%RH，31℃で 25~30%RH 必要と報告し

ている 9)。 
微生物汚染に関して Fanger は，カビの生育

防止には 70%RH 以下が必要と報告している
10)。Baughman らは，カビの生育は 70%RH 以

下であれば問題にならないが，カビの生育に

基づき湿度の最大限度を設定する場合，フィ

ールド調査の結果から，60%と 70%を区別す

る根拠はないと報告している 11)。また，ダニ

の至適生育湿度は 70~80%RH で，50%程度で

もダニ汚染が観察される場合もあるが，空気

中の湿度よりも，カーペット中などダニが存

在する場所の湿度の方が重要であり，ダニ対

策は，湿度制御ではなく，清掃，カーペット

の取り替え等の他の手段を用いるべきと指摘

している。アレルギー症状に関して

Reinikainen ら は ， ア レ ル ギ ー 症 状 は

20~30%RHから30~40%RHへの加湿で改善さ

れると報告している 12)。 
静電気による影響については，6~18%RH

から 35~45%RH へ加湿すると，30%以上にな

ると過半数の従業員が静電気感を訴えなくな

り，40%以上になると申告が「乾燥した」か

ら「湿った」側に移行するとの報告がある 13)。

また，木村らは，カーペット歩行時の人体の

帯電圧は相対湿度の上昇とともに低下するが，

人が静電気ショックを感じる限界といわれる

3kV 程度に達するには相対湿度 40~50%RH 
程度必要と報告している 14)。衣類の帯電に関

しては，衣服着用時の帯電量と相対湿度に関

してみると，ポリエステルでは50%RH以下，

ナイロンでは 40%RH 以下で放電を開始して

おり 15)，床材によって異なるが，化学繊維製

カーペットでは 40~50%RH 以上，綿などのカ

ーペットでは 30~35%RH 以上必要と報告さ

れている 10)。 
粘膜や皮膚への影響に関しては近年報告が

多い。例えば，皮膚および粘膜の乾燥は

20~30%RHから30~40%RHへの加湿で改善さ

れる 16)。20.0~31.7%RH から 26.6~41.2%RH へ

の加湿で鼻の乾燥と鼻づまり，皮膚の乾燥や

発疹，咽頭の乾燥が軽減される 12)。 目 の 涙

膜層の質は湿度 15%以下で悪化し，特にコン

タクト使用者では顕著であり，5%RH では

35%RH と比べてまばたき時間が短縮し，

15%RH以下では25%RH以上より全身乾燥感

や目の乾燥感が増強し，Sensitive 群では目の

刺激感が湿度低下に伴い向上すると報告され

ている 17)。10%RH と 30%RH への入室では

50%RH と比べて目と皮膚の乾燥が有意に観

察され，鼻腔内の粘液線毛機能は 10%RH に
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入室すると有意に増加（鼻の乾燥）すること

から，目や皮膚の乾燥防止には 30%RH 超，

鼻の粘膜の乾燥防止には 10%RH 超必要と報

告されている 18)。鼻腔粘膜輸送速度（SCT）
は10%RHに入室すると高齢者で有意に増加，

まばたき回数は10%RHと30%RHの湿度条件

で高齢者および若年者ともに有意に増加，高

齢者施設では温湿度を適切に管理することが

より重要と報告されている 19)。左前腕部皮膚

水分量は 50%RH と 70%RH に比べて 40%RH
と 30%RH では有意に低く，低湿度では蒸汗

作用大と報告されている 20),21)。また，まばた

き許容時間（BUT）は 50%RH 以下で入室時

に有意に高くなったが入室後の湿度間に有意

な差はなかったと報告されている 20),21)。相対

湿度が低いと目の刺激症状や角膜前涙液層

（PTF: 角膜表面を被覆している涙液層）の変

質が増加する。これらの影響は，VDT（画像

表示装置）作業で増悪する可能性がある。相

対湿度 40%RH は，30%RH 以下のレベルより

も目や気道には良好であると報告されている
18),19),22) 。従って，近年の疫学研究や実験デー

タから，相対湿度の下限値については 40%以

上が推奨されている 23)。 
最近の研究成果として，国立労働安全衛生

研究所の齊藤らは，低湿度の 30%や 35%では

シックビルディング症候群の症状（鼻症状，

息切れ，めまい等）が有意に増加することか

ら，相対湿度の目標値については 40%以上を

推奨している 7)。著者らの日本の研究でも，

相対湿度の冬期における環境基準不適合と上

気道症状との有意な関係がみられている 6) 。 
これまで低湿度におけるインフルエンザウ

イルス活性の増加が報告されてきた。近年は，

動物への曝露実験による感染力の研究が報告

されており，低湿度ではウイルスを含む飛沫

核の安定性が高いことから感染力が高いと考

えられている（図 3-2-1）24),25)。また，疫学研

究においては，インフルエンザ発症前の温度

と絶対湿度の平均値，温度と絶対湿度の低下

率を比べた場合，温度よりも絶対湿度，平均

値よりも低下率がインフルエンザの発症リス

クに強く関係していることが示唆されている
26)。 

一般的な風邪の症状を引き起こすライノウ

イルスについても，インフルエンザウイルス

程ではないが，温度と絶対湿度の低下とウイ

ルス感染リスクとの関係が疫学研究で示唆さ

れている 27)。 
 
3-2-6 二酸化炭素による健康等への影響に 
関する近年のエビデンス 
（1）諸外国におけるガイドライン 
諸外国における二酸化炭素濃度のガイドラ

インを調査した結果，ほとんどの諸外国で，

室内空気汚染や換気の指標として，1000ppm
が採用されている（表 3-2-3）1),2)。特に，シ

ンガポール，中国香港特別行政区，韓国環境

部などのアジア諸国では，日本の建築物衛生

法が参照されている。 
ドイツでは，2008 年に連邦環境庁の室内空

気衛生委員会が二酸化炭素の室内空気質ガイ

ドラインを公表している。ドイツのガイドラ

インでは，健康と衛生上の問題を考慮したう

えで，1000 ppm 以下を無害（harmless），1000
～2000 ppm では健康と衛生上の問題が上昇

（elevated），2000 ppm 以上を許容不可能

（unacceptable）としている（表 3-2-4）28)。 
 
（2）疫学研究 
ヒトが吸入する二酸化炭素濃度の上昇にと

もない，血中 pH が低下し，ヘモグロビンか

ら酸素が離れやすくなる。そのため，吸入す

る二酸化炭素濃度が 10000 ppm を超えると呼

吸性アシドーシスが出現し，濃度の上昇に伴

って，呼吸数の増加，頭痛，錯乱，嗜眠，記

憶喪失，呼吸困難等のリスクが高くなる。従

って，二酸化炭素はヒトに対して有害な物質

である 29)。 
二酸化炭素による健康等への影響に関して

文献レビューを行った結果，以下の報告があ

った。オフィスビルの二酸化炭素濃度と健康

影響に関する 21 の文献をレビューした結果，

約半数の研究において，800 ppm 未満の濃度

領域で，二酸化炭素濃度の減少とともに SBS
症状のリスクが減少していた 30)。米国 BASE
研究において，１日平均濃度 800 ppm 以下の

領域でも，室内平均濃度と外気濃度の差が
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100 ppm 上昇すると粘膜刺激と下気道症状が

有意に上昇した。また，最大濃度との差では

250 ppm 上昇すると同様の症状が有意に上昇

した 31),32)。スウェーデンの調査（674～1450 
ppm）において，二酸化炭素濃度が 100 ppm
上昇すると頭痛が有意に増加したことから，

二酸化炭素濃度は現在の基準値 1000 ppm 以

下にすべきと指摘されている 33)。1000 ppm 以

上の濃度の二酸化炭素に曝露した学校の子ど

もにおいて，乾性咳（OR 2.99）と鼻炎（OR 2.07）
の症状が有意に増悪したと報告されている 34)。

22 名の学生を用いて，オフィス様のチャンバ

ーで 600 ppm，1000 ppm，2500 ppm の二酸化

炭素濃度で 1 日合計 7.5 時間曝露させたとこ

ろ，1000 ppm の二酸化炭素濃度で有意に意思

決定能力が低下したと報告されている 35)。台

湾の事務所労働者の調査では，800 ppm 以上

の二酸化炭素濃度で目や上気道の刺激が報告

されている 36)。 
低濃度の二酸化炭素によるヒトの健康等へ

影響について，近年，フランス環境労働衛生

安全庁（ANSES）が，レビューを行っている

（表 3-2-5）37)。それによると，二酸化炭素濃

度の室内外濃度差 450 ppm 以上または室内濃

度 850 ppm 以上では，シックビルディング

（SBS）症状が増加すると報告している。ま

た，室内外濃度差 600 ppm 以上または室内濃

度 1000 ppm 以上では，小児の喘息症状の増

悪や成人の意思決定及び問題解決能力が低下

すると報告している。このような労働生産性

に対する影響は，社会経済に与える影響が大

きく，今後の重要な課題といえる。鉛の耐容

摂取量の設定においては，小児における知能

指数（IQ）の低下が影響指標に用いられてお

り，このような非顕性（sub-clinical）の影響

に対しても，近年対応が求められている 38)。 
二酸化炭素濃度と SBS 症状については，著

者らの日本の研究でも，550 ppm から 1320 
ppm の濃度域において，二酸化炭素濃度の上

昇と頭痛等の一般症状のリスクとの関連性に

関する傾向がみられおり，1000 pm の環境基

準不適合と一般症状との有意な関係もみられ

た 6),39)。上述のように，スウェーデン 33)や台

湾 36)の調査でも，これらの低濃度域における

SBS 症状との有意な関係が報告されている。 
 
（3）低濃度二酸化炭素による生理学的変化 
従来は 5000ppm 以下の二酸化炭素濃度で

は血中の二酸化炭素に影響はないと予測され

ていた。しかし最近の研究によると，500～
4000ppm の低濃度域でも血中の二酸化炭素分

圧は上昇し，その領域で心拍変動の変化（交

感神経刺激の上昇）と末梢血液循環の増加が

生じると報告されている 40),41)。 
このことは，600～5000ppm の他の研究で

も確認されており，1500ppm 以上数時間の曝

露では，600ppm に比べて血圧上昇や心拍数

の上昇が報告されている 42)。 
自律神経系の機能障害は，認識システム等

の様々な健康への影響や，方策策定能力やワ

ーキングメモリの低下 43)に関連するが，この

ような低濃度域における意思決定能力の低下
44)や認識機能への影響 45)が近年報告されてい

る。 
Allen らによると，環境条件（VOCs，換気，

二酸化炭素を強制導入等）を制御したオフィ

スで24名の男女を用いて6日間勤務で認識機

能に関するテストを行ったところ，VOCs と

二酸化炭素（対照群に比べて 945ppm 群と

1400ppm 群）はぞれぞれ独立した影響を示し

た 45)。 
MacNaughton らによると，一般ビル（約

1000ppm），2 種のグリーンビルのオフィスで

24名の男女を用いて2週間健康影響に関する

評価を行った（TVOC と二酸化炭素を強制導

入）ところ，気道・目・皮膚症状，頭痛，認

識・感覚影響等の症状の数が有意に増加及び

心拍数の有意な上昇が 1000ppm でみられた
40)。 

Zhang らによると，10 名の被験者，2.5 時

間で 500 及び 5000ppm（強制導入）の部屋で

の二酸化炭素曝露では，急性症状（上記とほ

ぼ同じ），認識機能への影響はみられなかった

が，呼気終末二酸化炭素分圧（ETCO2）では

差がみられた 46)。 
また Zhang らによると，25 名の被験者，255

分間二酸化炭素濃度（強制導入）とヒト由来

の汚染物質（bioeffluents）を制御（外気導入
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量増）した部屋（二酸化炭素濃度 500, 1000, 
3000ppm）では，bioeffluents 含む 3000ppm の

条件で頭痛，疲労，眠気への影響がみられ，

bioeffluents含む1000ppmの条件で認識機能へ

の影響がみられた 47)。 
また上記の実験においては，bioeffluents 含

む 1000ppm 以上の条件で α-アミラーゼ活性

の有意な増加がみられ，bioeffluents 含む

3000ppm の条件で拡張期血圧及び経鼻的ピー

クフローの有意な減少がみられた。ETCO2と

心拍数の増加はbioeffluents含む含まないに限

らず，いずれも二酸化炭素濃度（二酸化炭素

濃度 500, 1000, 3000ppm）に依存して上昇し

た 48)。 
Zhang らの実験では， 1000ppm では

bioeffluents による影響を受けていると報告し

ているが，これに関する化学的な定性及び定

量的な根拠は示されておらず，bioeffluents と
はどのようなもので，どのような生体への作

用を示すのかについて明らかにしたうえで，

本実験結果でみられたヒトへの影響との関係

を明らかにする必要がある 
低濃度域における二酸化炭素濃度の上昇と

SBS 症状の関係については，他の室内汚染物

質の濃度上昇が関与している可能性があるか

もしれないため，直接的な因果関係とはいえ

ないかもしれない。しかしながら，国内外の

複数の疫学調査において，低濃度領域におけ

る二酸化炭素濃度と SBS 症状との有意な関

係が報告されていることからも，SBS による

健康影響を防止するために，二酸化炭素濃度

を管理基準や管理指標に用いることは，リス

ク管理として妥当であると考えられる。建築

物室内における潜在的な低濃度複合汚染によ

る影響も防止できる可能性がある。また，二

酸化炭素そのものによる労働生産性（意思決

定能力等）への影響もヒトボランティアを用

いた実験室実験で示唆されていることから，

これまで設定されてきた二酸化炭素の環境衛

生管理基準である 1000 ppm 以下は，望まし

い基準として適正であると考えられる。 
 
 
 

D. 総括 
建築物利用者の職場環境と健康に関する実

態調査については，東京都と大阪市に所在す

る事務所用途の特定建築物を対象に，東京都

５件，大阪市６件の事務所から協力（調査フ

ロアー数 24，調査対象者数約 648 名）を得た

うえで，平成 27 年 6 月から平成 29 年 2 月ま

でアンケート調査と室内環境の実測調査に関

する縦断調査を実施した。その結果，上気道

症状では温度の低下，相対湿度の低下，絶対

湿度の低下との間に有意な関係がみられた。

冬期の相対湿度は建築物環境衛生管理基準値

の40%を下回るオフィスが大半であったこと

から，冬期の湿度低下が上気道症状のリスク

を高めている原因となっている可能性が考え

られた。解析途上にある室内空気汚染物質等

の他の室内空気質因子を含め，今後はさらに

詳細な解析を実施する。 
相対湿度と二酸化炭素の健康等への影響に

関する近年のエビデンスをレビューした結果，

低湿度におけるインフルエンザウイルスの活

性，高湿度におけるカビやダニなどの微生物

の増殖，低湿度におけるアレルギーや粘膜刺

激症状の増悪，低湿度におけるヒトでの静電

気ショック，低湿度における SBS 症状のリス

クの増大等の相対湿度の健康等への影響に関

する近年の複数のエビデンスは，現在の環境

衛生管理基準である 40%～70%が適正な範囲

であることを示していた。 
二酸化炭素に関する近年の複数のエビデン

スが，1000ppm 程度の低濃度域における二酸

化炭素濃度の上昇と生理学的変化（二酸化炭

素分圧，心拍数等）及びシックビルディング

症候群（SBS）関連症状との関係を示してい

る。 
生理学的変化は二酸化炭素によるものと考

えられるが，SBS 症状については二酸化炭素

によるものか，他の汚染物質との混合曝露に

よるものかはさらなる検証が必要（特に長期

間曝露の影響）ではあるが，建物内の二酸化

炭素の室内濃度を 1000ppm 以下の低濃度に

抑えることで，これらの健康影響を防止でき

る。 
近年，1000ppm 程度の低濃度の二酸化炭素
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そのものによる労働生産性（意思決定能力や

問題解決能力）への影響が示唆されており，

今後のさらなる検証が求められる。 
1999 年頃から温湿度や二酸化炭素の建築

物環境衛生管理基準の不適率が増加している

が，これらの増加が生じている原因として，

省エネルギー対応が関わっているとの報告が

ある。具体的な例としては，空調機や換気設

備の誤った使用方法による外気の導入不足，

加湿器や空調機や換気設備のメンテナンス不

良など，空気調和設備の維持管理に関わる問

題が主な原因としてあげられている 41),42)。従

って，これらの維持管理に関わる問題に対す

るさらなる対応が必要と考えられる。 
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表 3-2-2 近年のエビデンスに基づく相対湿度の推奨範囲 

表 3-2-1 諸外国における温熱環境基準 
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諸外国（公表年） 室内濃度の指針値 対象

ノルウェー厚生省（1999） 1000 ppm（最大値）
※ 室内空気汚染の指標

居住空間

カナダ保健省（1995） 1000 ppm
※ 換気の指標

オフィス環境

カナダ保健省（1987） 3500 ppm以下
（許容可能な長期曝露範囲）

居住空間

シンガポール環境省
（1996）

1000 ppm（8時間平均）
※ 換気の指標

空調設備を有するオフィス
ビル

中国香港特別行政区
（2003）

最良質：800 ppm（8時間平均）
良 質：1000 ppm（8時間平均）

機械換気や空調設備を有す
る建物や閉鎖空間

中国環境保護総局
（2002）

1000 ppm（24時間平均） 住宅とオフィス

韓国環境部（2003） 1000 ppm 大規模店舗、医療機関等

台湾環境保護庁（2012） 1000 ppm（8時間平均）

二酸化炭素濃度 健康と衛生上の評価 留意点

1000 ppm以下 無害（harmless）とみなされる 処置の必要なし

1000～2000 ppm 有害性が上昇する（elevated） 換気状況の確認と改善（外気導
入量や換気効率の増加等）

2000 ppm以上 許容できない（unacceptable） 必要に応じて追加措置を試みる

室内と大気のCO2
の濃度差

既往の疫学及び毒性学的研究より 職業曝露限界値
（VLEP）

d CO2:400ppm以下

優れたIAQ

d CO2:
400-600ppm
平均レベルのIAQ

850ppm以上
d CO2 450ppm以上
SBS症状が増加

d CO2:
600-1000ppm
中程度IAQ

1000ppm以上
d CO2 600ppm以上
・学校の子どもの喘息関連
症状の増悪
・数時間で成人の精神運
動機能（意思決定や問題
解決）への影響

d CO2:
1000ppm超
低レベルのIAQ

5000ppm以上
ﾌﾗﾝｽや諸外国の8時
間平均値（ACGIH, 
NIOSH, OSHA等）

10000ppm以上
中程度の身体負荷の健康な
成人における呼吸性アシ
ドーシス※出現（30分曝露）

10000-30000ppm
諸外国の短時間曝露
限界値（同上）

(Simoni et al 2010)

(Erdmann and Apte 2004)

(Wargocki et al 2000)

(Satish et al 2012)

(DFG 2012)
※肺でガス交換が低下し体内にCO2が滞留、血液脳関門を

通じて急速に拡散する。急性では頭痛、錯乱嗜眠等、緩徐
では記憶喪失、睡眠障害、日中の過度な眠気等を生じる。

10000ppmに22日曝露した成人
で代謝性侵襲（血中Caや尿中燐
濃度の低下）(Gray et al 1950)

追加

表 3-2-3 諸外国における二酸化炭素濃度の室内空気質ガイドライン 

表 3-2-4 ドイツ連邦環境庁による室内空気の二酸化炭素濃度のガイダンス値 

表 3-2-5 二酸化炭素濃度と健康等への影響（ANSES 2013 に追加・加筆） 
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CO2 濃度 生理変化 精神運動機能 症状 室内基準等

500 ppm以上
pCO2, 心拍数, 心拍変動,
血圧, 末梢血液循環

700 ppm以上でシックビ
ルディング症候の症状

1,000以上 認識能力（意思決定, 問
題解決）

学童の喘息症状の増悪 居住空間における室内空
気質指針値

5,000 以上
労働環境基準（8時間加
重平均値TAW）

10,000 以上

呼吸数増加, 呼吸性アシ
ドーシス, 代謝性侵襲
（血中Caや尿中燐濃度
の低下）, 脳血流増加, 分
時換気量増加

50,000 以上 めまい, 頭痛, 混乱, 呼吸
困難

100,000 以上
激しい呼吸困難に続き,
嘔吐, 失見当, 高血圧, 意
識消失

労働環境基準（短時間限
界値STEL）

表 3-2-6 二酸化炭素濃度と健康等への影響のまとめ 

・血液の pH 低下や CO2 増加は，ヘモグロビンから酸素を離れやすくする 
・血液中の CO2 増加では炭酸脱水酵素の働きで水素イオンと重炭酸イオンを生成 
 

表 3-2-1 温湿度とインフルエンザウイルス感染 
（モルモットの実験より, Lowen 2007） 
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3-3 空気環境の不適率上昇傾向に関する分

析と調査 
A．研究目的 
特定建築物における空気環境の不適率の上

昇傾向の機序を明らかにするために，①特定

建築物に関する行政報告データを用いた分析，

②特定建築物の空気環境に関する自治体への

質問紙調査を実施した。 
 
B．行政報告データの分析 
 1996 年度から 2014 年度の行政報告データ

の，特定建築物施設数，調査（報告徴取，立

入検査）数，不適数を用いて，不適率上昇傾

向の機序に関する分析を行った。以下に分析

結果を示す。 
図 3-3-1 に，調査（報告徴取，立入検査）の

推移を示す。1996 年から 2006 年までは，行

政報告データの「立入検査」の数を用い，2007
年から 2009 年までは，「立入検査回数」，2010
年から 2014 年は，「報告徴取」及び「立入検

査等階数」を用いている。調査数は，2006 年

までは若干の減少傾向が見られ，2007 年から

2009 年に増加している。また，2010 年以降は，

報告徴取と立入検査の合計が，若干増加する

傾向を示している。建築物衛生法は 2003 年に

改正されているが，調査数の増加は 2007 年以

降で時間差がある。各自治体における対応の

時間差が反映していることによると考えられ

る。 
 

 
図 3-3-1 調査数（報告徴取，立入検査）の推

移 
 
図 3-3-2 に，全国の調査数，増加傾向が顕

著である，北海道，愛知，大阪，神奈川，岡

山，福岡，減少傾向が見られる埼玉の推移を

示す。1996 年から 2006 年までは，大阪と愛

知は変動を伴って減少する傾向をも持ち，そ

の他は概ね安定している。2007 年から 2012
年の間に，自治体によって増加が始まる年は

異なるが，顕著な増加が見られ，その後安定

する推移となっている。これらの自治体にお

ける調査数の増加が，全国の調査数が 2007
年以降に増加した主な要因となっていると考

えられる。 

 
図 3-3-2 顕著な傾向を有する自治体の調査

数推移 
図 3-3-3～3-3-5 に，調査数の増減傾向と不

適数の増減傾向の関係を示している。増減傾

向は，最小二乗法で直線近似を行い，その傾

き（調査数／年）を示したもので，増減の程

度を示している。図 3-3-3～3-3-5 に示す空気

環境項目では，正の相関（R2=0.14～0.38）と

なっている。なお，ホルムアルデヒド不適率

の増減傾向は，調査数の増減傾向に対して負

の相関（R2=0.13）となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
図 3-3-3 浮遊粉じん及び一酸化炭素の調査

数の増減傾向と不適率の増減傾向の関係 
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図 3-3-4 二酸化炭素及び気温の調査数の増

減傾向と不適率の増減傾向の関係 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-3-5 相対湿度及び気流の調査数の増減

傾向と不適率の増減傾向の関係 
 
 
図 3-3-6 に，調査数の増減傾向と報告徴取

及び立入検査の増減傾向の関係を示す。報告

調査数の増加傾向が強い自治体では，報告徴

取の増加傾向が強いとともに立入検査の減少

傾向が強いことが確認される。 

 
図 3-3-6 調査数の増減傾向と報告徴取及び

立入検査数の増減傾向の関係 
 
C．空気環境 6 項目に関する自治体への質問

紙調査 
C.1 はじめに 
 平成 28 年 4 月に「建築物衛生行政の適正な

運営について」という課長通知がだされた通

り，「衛生行政報告例（平成 26 年度）」をみる

と，全国的な状況として，特定建築物におけ

る建築物環境衛生管理基準に適合しないもの

の割合（不適合率）が，一部の項目で高水準

となっている。衛生行政報告例の不適合率に

関する聞き取り調査を行ったところ，自治体

によって報告徴取および立入検査等の状況に

差の生じていることが明らかになりつつある。

各自治体の報告徴取及び立入検査業務に焦点

を当て，その状況を把握するために，建築物

衛生の業務に携わる担当者を対象に，質問紙

により調査を行ったのでその結果を報告する。 
 
C.2 方法 
 全国の生活衛生の担当者（都道府県, 政令

市, 中核市, 保健所設置市）に，建築物環境衛

生における空気環境の測定（浮遊粉じんの

量・一酸化炭素の含有量・二酸化炭素の含有

量・温度・相対湿度・気流）に関する質問紙

を郵送にて配布し，配布数 142 に対し，131
票（92.3％）の有効回答を得た。調査項目は，

報告徴取について（報告様式の有無, 物件の
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選定理由, 報告内容に関する不備の内容, 報
告内容に基づく不適合の判断），立入検査につ

いて（物件選定の理由, 頻度の増減, 実施時期, 
空気環境測定を行う場合に難しいと思うこと, 
結果に基づく不適合の判断, 空気環境測定 6
項目内で不適合の判断が難しいと思う項目），

行政報告例に計上する立入検査と報告徴取に

関する内容について（不適件数の割合, 立入

検査に計上している物件内の空気環境測定の

程度, 立入検査に計上している物件における

空気環境測定以外の内容）等の 3 項目である。

調査は，平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月に実

施した。 
 
C.3 結果 
 図 3-3-7-1，図 3-3-7-2 に，各自治体の報告

徴取及び立入検査業務について，その状況を

把握するために，建築物衛生の業務に携わる

担当者を対象に，質問紙により行った調査結

果を示す。 
（1）報告徴取の実施状況 
 報告様式の有無について，約 6 割以上が「な

い」と回答している。「ある」と回答している

自治体についても，返送してもらった報告様

式から，その内容は様々であることが確認さ

れた。 
 報告内容に基づく不適合の判断について，

約半数が「同一物件において，1 回でも基準

を満たさなければ不適とする」と回答してい

るものの，約 3 割の自治体の担当者では「物

件の状況等をみて，担当者の判断によって不

適かどうかを決める」或いは「場合による」

という状況にある。前者を回答している担当

者は，人による差が出ないようにしているた

めとの記述や，機械的に判断している状況が

ある。一方，後者を回答している担当者は，

季節の影響や建物の状況を判断材料に加えて

いるといった記述が目立った。 
（2）立入検査の実施状況 
 10 年前と比べた立入検査の頻度について，

約 7 割が「変わらない」或いは「減る」と回

答しているものの，約 1 割が「増える」と回

答している。前者を回答している担当者は，

人員上の理由を記述している一方で，後者を

回答している担当者は，物件の増加に関する

記述が目立った。 
 立入検査の多い時期について，「9 月から 11
月」が約 4 割と最も多く，「12 月から 2 月」

が次いで多い。「9 月から 11 月」と回答して

いる担当者は，他の業務との兼ね合いを理由

に挙げている記述が多くみらえる，「12 月か

ら 2 月」と「6 月から 8 月」と回答している

担当者は，空調運転や季節による特徴に着目

している記述が目立った。一方で，立入検査

の少ない時期には，「3 月から 5 月」が約 7 割

と最も多く，業務上の理由から好まれない傾

向にある。 
 立入検査に基づく不適合の判断について，

約 4 割が「同一物件において，1 回でも基準

を満たさなければ不適とする」と最も多く，

次いで「物件の状況等をみて，担当者の判断

によって不適かどうかを決める」が多くなっ

ている。また，「物件の状況等をみて，担当者

の判断によって不適かどうかを決める」と「場

合による」を合わせると，約半数以上になる。

報告徴取と比較すると，担当者の判断や場合

によるなどの状況が増えていることがわかる。 
 空気環境測定の 6 項目内で不適合の判断の

難しい項目について，「相対湿度」が約 3 割と

最も多く，次いで「気温」，「二酸化炭素」で

あった。一方で，「ない」との回答も約 3 割あ

る。「相対湿度」や「気温」と答えた担当者は，

季節や天候の判断についての記述が多く，「な

い」と答えた担当者は，迷う理由が見当たら

ないとの記述が多い。また，「ない」と答えた

担当者は，報告徴取や立入検査時の不適合の

判判断で「同一物件において，1 回でも基準

を満たさなければ不適とする」と答えている

ことが多い傾向にある。 
 報告徴取と立入検査で計上している不適件

数の割合について，約 6 割が立入検査時と回

答している。 
（3）立入検査等に含まれる実施内容 
 立入検査時に行っている測定について，図

には示さないものの，約 8 割以上が「2 割未

満」であり，その中でも，帳簿の確認のみを

行っている場合が多く含まれていることが確

認できた。  
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D．まとめ 
以上の分析によって，以下の知見が得られ

た。 
１） 行政報告データの分析から，報告徴取及

び立入検査を含む調査数の全国合計値

は，2007 年以降増加傾向にあること，調

査数の増加した自治体について，浮遊粉

じん，一酸化炭素，二酸化炭素，気温，

相対湿度，気流の不適率の増加傾向が顕

著であることが示された。 
２） 特定建築物の空気環境に関する自治体

への質問紙調査の結果分析から，報告徴

取・立入検査ともその様式から得られる

情報の程度に差のあること，報告徴取・

立入検査後の不適合の判断にも差のあ

ること等が明らかになるとともに，建築

物衛生管理の監視手法のあり方の一助

となる知見を得た。 
以上により，自治体における報告徴取数及

び立入検査数の状況が，空気環境の不適率に

影響することが明らかとなるとともに，各自

治体の報告徴取と立入検査の実施の実態が明

らかになった。今後，より詳細な分析による

不適率上昇傾向の機序に関する研究が必要で

あることが確認された。 
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3-4 建築物衛生管理の監視手法のあり方の

提案 
 建築物衛生法における環境衛生管理基準は

在室者の健康を阻害しないための最低限の条

件を定めたものであり、決して快適性や作業

性（生産性）を高めるための基準ではない。

建築物と設備の性能を評価するための指標で

もないため、近年の多様化・複雑化・高機能

化する建築環境に対応し切れない部分も多く

ある。 
 例えば、建築物衛生法における温熱環境に

関連した測定項目は温度，相対湿度，気流速

度の 3 項目である。しかし，人体温冷感に大

きく作用する項目として放射温度がある。特

に，近年普及が進んでいるタスクアンビエン

ト空調や放射空調などは放射熱を利用するも

のであり，空気温度を測定するだけでは適切

な温熱環境の評価が難しい。また，断熱性の

悪い単板ガラスと断熱性・遮熱性に優れた

low-e 複層ガラスには大きな性能差があり，

空気温度が同等な室内であっても窓面からの

放射熱による人体温冷感は大きく異なること

がある。また，代謝量（活動量），着衣量（衣

服量）によっても人体温冷感は変わる。 
 このような空調分野における新技術の普及

や建物の外皮性能の多様化などから，温度・

湿度・気流の他に在室者の温熱感に影響する

要素を含めた評価が必要になってくることも

考えられる。室内温熱環境をより適切に評価

するための指標として，温熱総合指標である

PMV および SET＊などを用いた評価も考慮

すべきである。 
 また、特定建築物での浮遊粉じん濃度は低

く抑えられているが、花粉、PM2.5 やナノ粒

子など新たに考慮する必要がある環境要素も

登場している。省エネルギーと関連した換気

量の問題からCO2の管理基準濃度についても

議論がされているところであり、社会要求に

は対応すべきであるが、短期間では露呈しな

い健康・衛生の観点からは安易に対応できる

問題でもない。 
 
現状の課題認識と対応の方向性について項目

別に記す。 

（1）温度 
 個別空調の普及などで在室者からのフィー

ドバックが反映されやすい一方で、空調設備

の品質、運用管理の巧拙や過度な省エネ設定

などに影響を受けやすいことから、全体的な

不適率は現在も上昇傾向にある。さらに省エ

ネ施策は歴史的にも影響が顕著なことが明ら

かで、温暖化対策の一環として平成 29 年 4
月から省エネ設計が義務化されるため、健康

影響も懸念される。 
 近年も夏季の 28℃超過、冬季の冷放射、空

間的な温度差などが観察されており、建築及

び空調技術の足並みをそろえた改善と、利用

者・管理者側のリテラシー向上の両面から啓

発努力が必要と考えられる。 
 また、タスクアンビエント空調、パーソナ

ル空調、個別制御可能なエアコンなど、均質・

定常を前提としない空調方式の普及が進んで

おり、局所的な分布や一時的な変動が健康性

を損なわないように、それらを的確に評価で

きる簡易で効果的な測定法の開発と、総合的

な指標・評価方式の検討が望まれる。 
 また、国内の行政監視部局が報告する測

定・判定、或いは技術的助言に一定の共通基

盤を持たせることも、喫緊の課題と考えられ

る。 
 
（2）相対湿度 
 建築物環境衛生管理基準の中でも最も不適

率が高い項目である。全国的な不適率は高止

まり状態にあり、冬期の過度の乾燥が懸念さ

れる事態が続いている。空調の加湿機能(能
力)低下、過剰換気、室内温度差が原因と見ら

れるが、加湿水汚染、省エネ、換気制御方法

等と関連することから、管理基準の整備、設

計時の指導、管理者の運用改善などが望まれ

る。また近年、省エネ要求から夏期空調温度

が高くなり、除湿不足による夏期の高湿度環

境も散見されるようになっている。 
 当面緊急性が高い対応としては、在室者数

に応じた換気量の適正設定に関する注意喚起、

加湿器の設置・運用基準の整備と啓発がある。 
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（3）気流 
 現行基準における不適合率は低水準だが、

冷風・乾燥風による不満は頻発しており、他

の温熱要素の運用を阻害している場合がある。

また、タスクアンビエント空調、パーソナル

空調など省エネと居所空間での快適性を狙う

空調が普及しており、このような空調システ

ムにその仕組み上人体付近の気流速度が高く

なる傾向がある。より詳細・総合的な指標の

採用検討が望まれる。 
 
（4）二酸化炭素 
 換気量の減少と外気濃度の上昇に伴い、不

適率は全国的に上昇傾向にある。安直な温暖

化対策として換気削減が進行しないよう配慮

が必要である。但し、実直な管理を行ってい

る大型ビルでの実態調査では、比較的高度な

管理がされていた点には配慮が必要である。  
 外気濃度の上昇や省エネのための換気量抑

制の面から設計や運用関係者からは基準濃度

の引き上げの声も上がっているが、それに伴

うリスクに関する情報が乏しく、世界的にも

リスク見直しが進められており、今後の情勢

は流動的である。 
 
（5）一酸化炭素濃度 
 不適合率は低水準であるが、人体毒性が強

く燃焼排気に係るため、リスク管理の観点か

らも見直しは困難である。 
 
（6）浮遊粉じん 
 現行基準における不適率は低水準で当初の

役割は終えていると考えられる。一方、将来

的には禁煙・分煙措置のマーカーとして機能

する可能性がある。 
 なお、個別空調機器等のフィルタ性能が不

十分な場合、外部からの汚染侵入が懸念され

るPM2.5や花粉対策に望まれる可能性はある。 
（7）ホルムアルデヒド 
 不適合率は高くないが、（アレルギーやシッ

クビルディング症候群対応、TVOC や CS 対

応などのために）規制対象物質を拡大する場

合は見直しを要する。 
 

（8）その他 
 浮遊微生物、VOCs、エンドトキシン（内

毒素）など、実効性と実現性に配慮して活用

検討の継続が必要である。なかでも真菌・細

菌、エンドトキシンなどの微生物に関しては、

新しい知見が蓄積過程にあり、さらなる注視

が必要であろう。 
 
 また、行政監視体制・運用等に関する現状

の課題と対応の報告性を列記する。 
 

①監視職員の世代交代と技術継承 
環境衛生部局の世代交代、職員数の減少など

から技術の継承が難しくなる場合が生じてい

る。 
②専門性を涵養する機会を得にくい 
 
 省エネ、高齢対応、新型空調設備など、対

応すべき事項は増えるなか、小規模組織が増

えており、情報の共有・獲得が難しくなって

きている。（研修にはマニュアル、Q&A 志向

が強い） 
 近年の不適率変動と行政監視体制の変化の

関連性も示唆されており、注意を要する。 
 上記の多様な課題に対処するには、建築物

衛生法に係る環境衛生管理（監視・指導・啓

発・審査・立入り）規定の見直しと行政監視

体制の整備、並びに人材開発の推進が望まれ

る。 
 
 日々進歩する技術と高まる社会要求に応え

ながら健康・衛生・快適性に加え知的生産性

までを考慮できる室内環境作りのため、今後

も建築物環境衛生管理基準に関するエビデン

スを蓄積すると共にそのあり方について提言

していく。 
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